
（平成２１年１０月２１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 36 件

国民年金関係 14 件

厚生年金関係 22 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 64 件

国民年金関係 22 件

厚生年金関係 42 件

年金記録確認大阪地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



大阪国民年金 事案 3389 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52年４月から 53年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 52年４月から 53年３月 

私は、昭和 50 年８月に会社を退職後、Ａ市役所で国民年金加入手続を行

った。 

国民年金に加入後、私が、夫婦二人分の保険料を金融機関で納付しており、

申立期間についても、同様に夫婦二人分の国民年金保険料を納付していた。 

申立期間の妻の国民年金保険料は納付済みと記録されているのに、私の保

険料だけが未納と記録されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間に国民年金保険料の未納は無く、

申立期間前後の昭和 51年度及び 53年度はいずれも現年度納付されており、昭

和 50年８月から 51年３月までの保険料は、申立期間中の 52年 11月に過年度

納付されていることが確認できる。 

また、申立期間は、12か月と比較的短期間である。 

さらに、申立人は申立期間前後に、住所及び仕事などの生活状況に大きな変

化は無かったとしている上、申立人が自身の分と一緒に夫婦二人分の国民年金

保険料を納付していたとする申立人の妻の申立期間の保険料は納付済みであ

る。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



                      

  

大阪国民年金 事案 3390 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 53 年 10 月から同年 12 月までの期間及び

57 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正する必要がある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年６月から 46年３月まで 

             ② 昭和 53年 10月から同年 12月まで 

             ③ 昭和 55年 10月から 56年３月まで 

             ④ 昭和 57年１月から同年３月まで 

             ⑤ 昭和 58年７月から同年 10月まで 

    私は、市役所の指導で、夫婦二人で国民年金に加入し、発足当初から国民

年金保険料を納付してきた。夫婦二人分の保険料は、自宅に来ていた市の

集金人に納めていた。 

    当時、私の家は店をしており、申立期間①の昭和 42 年から 46 年までは、

一番景気のいいときだったので４年近くも未納とされているとは考えられ

ない。 

    昭和 58 年９月にＡ市に転居後、Ｂ市役所から未納期間の納付書が届き、

届いた納付書はすべて金融機関から納付した。それ以前の期間は、Ｂ市で

集金人に納付したはずである。 

    夫婦二人分の国民年金保険料はいつも一緒に納めていたので、納付状況が

違うのも納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ｂ市役所から届いた過年度納付書はすべて金融機関から納付し、

それ以前の国民年金保険料は、集金人に納付したと申し立てている。 

   申立期間①について、当時の国民年金保険料納付方法は、年金手帳による印

紙検認方式であるが、申立期間①は、46 か月と長期におよび行政側が４年度

にわたり事務的過誤を繰り返すとは考え難い。 

   また、社会保険庁の記録をみると、特殊台帳から、昭和 42年度及び 43年度



                      

  

に未納者カードと押印されており、催告をされていたことが確認できる。しか

し、申立人は、Ｂ市に住んでいたときは納付書で納めた記憶は無いと陳述して

おり、過年度納付されたとは考え難い。 

   申立期間②について、期間は３か月と短期間であり、申立期間②前後の国民

年金保険料は現年度納付されており、申立人夫婦の生活に変化はみられない。 

  また、申立期間②当時、Ｂ市では１年間の国民年金保険料納付書つづりを用

いて保険料を徴収していたが、申立期間②の保険料を徴収しないまま、その後

の昭和 54年１月から同年３月までの保険料を徴収するのは不自然である。 

   申立期間③について、特殊台帳を見ると、申立期間は未納の記録になってお

り、続く昭和 56年４月から同年 12月までの国民年金保険料は過年度納付され

ていることが確認でき、申立期間③当時、何らかの事情により保険料納付が滞

っていたものと推定できる。 

また、申立人が、申立期間③以降の国民年金保険料を最初に納付したのは昭

和 58 年７月であり、この時点においては申立期間③の保険料は時効の成立に

より、制度上、納付することができない。 

   申立期間④について、申立人の納付状況をみると、社会保険庁の記録及び申

立人の所持する領収証書から、申立期間④を挟む昭和 56 年４月から同年 12

月までの期間及び57年４月から58年３月までの期間の国民年金保険料を３か

月ごとに納付していることが確認できる。 

また、この間の国民年金保険料は過年度納付されているが、申立人の特殊台

帳には欠格者の押印が見られることから、市では申立人の保険料納付月数が足

らず無年金者となるおそれがあることを把握していたものと推定でき、申立人

に対し納付勧奨を行ったものと考えられる。このことから、申立期間④のみ納

付していなかったとは考え難い。 

さらに、申立期間④前後の国民年金保険料が過年度納付された昭和 59 年か

ら 60 年にかけては、記録管理が紙台帳から機械化へ移行する時期であり、何

らかの事務的過誤が生じたことも否定できない。 

   申立期間⑤について、申立人は、申立期間⑤の国民年金保険料を納付するた

め自分から納付書の発行を依頼した記憶は無いと陳述しているが、免除期間の

保険料を納付するための保険料追納納付書は、被保険者からの申込みが無けれ

ば発行することができず、申立期間⑤の保険料を納付していたとは考え難い。 

   加えて、申立人に別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について各

種氏名検索を行ったがその形跡は見当たらず、申立期間①、③及び⑤の国民年

金保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 53年 10月から同年 12月までの期間及び 57年１月から同年３月までの期間

の国民年金保険料を納付していたものと認められる。



                      

  

大阪国民年金 事案 3391 

 

第１ 委員会の結論  

申立人は、申立期間のうち、昭和 53 年 10 月から同年 12 月までの国民年金     

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

する 必要がある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年６月から 46年３月まで 

             ② 昭和 53年 10月から同年 12月まで 

             ③ 昭和 55年 10月から 57年３月まで 

             ④ 昭和 58年７月から同年 10月まで 

    私は、市役所の指導で、夫婦二人で国民年金に加入し、発足当初から保険

料を納付してきた。夫婦二人分の保険料は、自宅に来ていた市の集金人に

納めていた。 

    当時、私の家は店をしており、申立期間①の昭和 42 年から 46 年までは、

一番景気のいいときだったので４年近くも未納とされているとは考えられ

ない。 

    昭和 58 年９月にＡ市に転居後、Ｂ市役所から未納期間の納付書が届き、

届いた納付書はすべて金融機関から納付した。それ以前の期間は、Ｂ市で

集金人に納付したはずである。 

    夫婦二人分の保険料はいつも一緒に納めていたので、納付状況が違うのも

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ｂ市役所から届いた過年度納付書はすべて金融機関から納付し、

それ以前の国民年金保険料は、集金人に納付したと申し立てている。 

   申立期間①について、当時の国民年金保険料納付方法は、年金手帳による印

紙検認方式であるが、申立期間①は、46 か月と長期におよび行政側が４年度

にわたり事務的過誤を繰り返すとは考え難い。 

   また、社会保険庁の記録をみると、特殊台帳から、昭和 42年度及び 43年度



                      

  

に未納者カードと押印されており、催告をされていたことが確認できる。  

しかし、申立人は、Ｂ市に住んでいたときは納付書で納めた記憶は無いと陳述

しており、過年度納付されたとは考え難い。 

申立期間②について、期間は３か月と短期間であり、申立期間②前後の国民

年金保険料は現年度納付されており、申立人夫婦の生活に変化はみられない。 

また、申立期間②当時、Ｂ市では１年間の保険料納付書つづりを用いて国民

年金保険料を徴収していたが、申立期間②の保険料を徴収しないまま、その後

の昭和 54年１月から同年３月までの保険料を徴収するのは不自然である。 

申立期間③について、申立人の納付状況をみると,社会保険庁の記録から、

申立期間③に続く昭和57年４月から58年６月までの期間の保険料は過年度納

付されており、続く同年７月から同年 10 月までの期間の保険料は申請免除さ

れていることが確認できる。 

また、申立人の夫も、申立期間のうち、昭和 55 年 10 月から 56 年３月まで

の国民年金保険料が未納となっており、続く同年４月以降の保険料を過年度納

付していることが確認できる。これらのことから、申立期間③当時、何らかの

事情により保険料納付が滞っていたものと推定できる。 

さらに、申立人の夫は、免除申請が認められた昭和 58年７月以降、60歳ま

で未納無く保険料を納付又は免除したとしても、さらに 14 か月の保険料をさ

かのぼって納付しなければ年金受給権が発生しないが、申立人は２か月の保険

料をさかのぼって納付すれば、60 歳まで未納無く保険料を納付又は免除する

ことによって年金受給権を確保することができ、56年４月から 57年３月まで

の期間の保険料は、申立人の夫のみ納付したとみても不自然ではない。 

   申立期間④について、申立人は、申立期間④の保険料を納付するため自分か

ら納付書の発行を依頼した記憶は無いと陳述しているが、免除期間の保険料を

納付するための保険料追納納付書は、被保険者からの申し込みが無ければ発行

することができず、申立期間④の保険料を納付していたとは考え難い。 

   加えて、申立人に別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について各

種氏名検索を行ったがその形跡は見当たらず、申立期間①、③及び④の国民年

金保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 53 年 10 月から同年 12 月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。



                      

  

大阪国民年金 事案 3392（事案 680の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49年１月から同年 12月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49年１月から同年 12月まで 

昨年、申立期間を含む昭和 46 年５月から 49 年 12 月までの国民年金保険

料について、特例納付を行ったとして確認申立てを行ったが、認められなか

った。 

しかし、昭和 49 年分の所得税の確定申告書（控）が見つかった。見ると

１年分の国民年金保険料を納付した申告になっている。国民年金保険料額と

して 2 万 1,600 円と記載しており、夫も国民年金に加入して、保険料を納

付していたので夫婦二人分の保険料額である。当時どのようにして保険料を

納付したかの記憶が無いが、資料があるので 1年分の納付と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間を含む昭和 46 年５月から 49 年 12 月までの申立てについては、

申立人は、申立期間後について過年度納付していることが市の被保険者名簿

及び特殊台帳双方の記録において確認できるが、一括納付したとする当該期

間後が当初は未納又は申請免除期間であったこととなり、申立人の主張に不

自然さは否めないこと及び市は特例納付の収納は行われておらず、市の窓口

で納付したとする申立人の陳述とは符合しないことなどから、既に当委員会

の決定に基づく平成 20 年 10月 21 日付け年金記録の訂正は必要でないとす

る通知が行われている。 

しかしながら、申立人は、当初の決定後に申立期間の確定申告書（控）が

見つかったとして、当初の申立期間を変更し、現年度納付での再申立てを行

っている。 

そこで、申立人の国民年金加入状況をみると、申立人の手帳記号番号は、

昭和 46年６月 23日に申立人の夫と連番で払い出されていることが国民年金



                      

  

手帳記号番号払出簿で確認できるとともに、申立期間は、夫婦とも強制加入

期間であることも確認できる。                          

また、申立人の夫の納付状況をみると、社会保険庁の記録から申立期間に

ついて、申立人の夫は保険料を現年度納付していることも確認できる。 

さらに、申立人が提出した昭和 49 年分の所得税の確定申告書（控）に計

上されている国民年金保険料の 2万 1,600円は、申立期間の夫婦二人分の年

金保険料額と一致することから、夫婦二人分の保険料を納付していたものと

考えるのが自然である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



                      

  

大阪国民年金 事案 3393 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38 年４月から同年７月までの国民年金保険料については、還

付されていないものと認められることから、還付についての記録を訂正するこ

とが必要である。また、申立人の同年８月の国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名  ： 女 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日  ： 昭和 10年生 

住        所  ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  ① 昭和 38年４月から同年 7月まで 

                    ② 昭和 38年８月 

昭和 37年９月から 38年７月までは、会社に勤め厚生年金保険に加入して

いた。しかし、当時は、厚生年金保険の加入を意識していなかった。 

申立期間①については、夫が国民年金に加入していたので、夫の国民年金

保険料と一緒に夫婦二人分を納付して、私の保険料が二重の納付となった。

また、申立期間の昭和 38年８月の国民年金保険料も納付した。 

申立期間①及び②とも所持している年金手帳の昭和 38 年４月から同年８

月までに検認印が押されているが、社会保険庁の記録では国民年金保険料の

納付となっていない。社会保険庁に問い合わせると申立期間①は厚生年金保

険料との重複納付、及び申立期間②は未加入期間の納付であるから、申立期

間①及び②とも還付していると回答をもらったが、還付を受けていない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①について、国民年金保険料と厚生年金保険料を重複納 

付した。また、申立期間②も国民年金の未加入期間に保険料を納付したが、社

会保険庁からは申立期間①及び②とも保険料は還付していると回答をもらっ

たが、還付を受けていないと申し立てている。 

 そこで、申立人所持の昭和 36 年４月１日付けＡ県Ｂ市発行の国民年金手帳

を見ると申立期間①及び②に、国民年金保険料の納付を示す検認印が押されて

いることから、保険料がいったん納付されたと考えられる。 

また、申立人の資格に関する記録をみると、昭和 37年９月から 38年７月ま



                      

  

でが厚生年金保険の被保険者資格期間であったことが確認でき、同年４月から

同年７月までの期間は国民年金との重複納付となっていることが確認できる。 

この場合、申立期間①について、国民年金保険料は還付処理がなされる期間

となる。 

しかし、社会保険事務所には還付整理簿が保管されておらず、市の被保険者

名簿及び申立人が所持する国民年金手帳を見ても申立期間①及び②の保険料

を還付したことをうかがわせる記録が見当たらない。 

さらに、申立期間②について、社会保険庁の記録及びＢ市の国民年金被保険

者名簿とも国民年金の強制加入日を昭和 38 年９月１日とし、申立期間は未加

入期間としているが、社会保険庁の記録では、厚生年金保険被保険者資格の喪

失日が同年８月 23 日である。この場合、申立期間②は、本来、強制加入期間

であり還付することはできない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間①の国民年

金保険料について還付されていないものと認められる。また、申立期間②の国

民年金保険料を納付していたものと認められる。



                    

  

大阪国民年金 事案 3394 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 60 年３月及び 62 年３月の国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住 所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 59 年５月から 60 年２月まで 

② 昭和 60 年３月 

③ 昭和 62 年３月 

私は、昭和 57 年ごろから、Ａ社に勤務しており、59 年３月に会社の

厚生年金保険に加入したが、給料から引かれる厚生年金保険料が高か

ったので事業主に言ったところ、厚生年金保険をやめて国民年金に加

入するように言われた。 

    昭和 59 年５月に妻が国民年金に任意加入の手続をして、以降は妻が

金融機関で国民年金保険料を納付し、領収書を受け取っていた。当時

の保険料は１か月 6,000 円を超えるぐらいだったと記憶している。 

    任意加入後国民年金保険料は、未納無く納付していたと思うので、

申立期間②及び③についても納付していると思う。 

    社会保険庁の記録では、国民年金に任意加入したのが昭和 60 年３月

となっているが、59 年５月に任意加入し、未納無く国民年金保険料を

納付していると思うので調べてほしい。 

       

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 59 年５月に国民年金の加入手続をして以降は、妻が国

民年金保険料を納付していたと申し立てている。 

   そこで、配偶者が厚生年金保険加入期間中であった申立期間①につい

て、申立人の任意加入手続時期をみると、昭和 60 年３月 14 日になされ

ていることが市の被保険者名簿及び社会保険庁いずれの記録においても

確認できる。この場合、59 年５月に加入手続を行ったとする申立人の陳



                    

  

述とは符合しないほか、申立期間①は未加入期間となり、制度上保険料

を納付することはできない。 

   また、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性を検証するため、

社会保険庁のオンライン記録により、別読みによる申立人の氏名の確認

を行ったほか、当時の住所地を管轄する社会保険事務所において国民年

金手帳記号番号払出簿の内容をすべて確認したが、別の手帳記号番号の

存在はうかがえなかった。 

次に、申立期間②及び③についてみると、申立人は、昭和 60 年３月に

任意加入により資格を再取得して以降、60 歳に達するまでの国民年金加

入期間 120 か月のうち、申立期間②及び③を除く 118 か月は国民年金保

険料を納付済みであり、納付意識の高さがうかがえる。 

   また、申立人は、昭和 60年３月に自らの意思により任意加入しており、

国民年金保険料納付を前提に加入したものと推定できる。 

   さらに、申立期間③についてみると、前後の期間は納付済みとなって

おり、申立人の居所及び生活状況に大きな変化は認められず、申立人の

納付意識の高さを 鑑
かんが

みると、ほかの期間と同様に納付していたと考える

のが自然である。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 60 年３月及び 62 年３月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められる。



                    

  

大阪国民年金 事案 3395 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 55 年４月から 57 年 12 月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 37年２月から同年３月まで 

         ② 昭和 42年１月から 49年 12月まで 

         ③ 昭和 55年４月から 61年３月まで 

         ④ 平成２年 10月から同年 12月まで 

         ⑤ 平成６年３月 

         ⑥ 平成６年 10月から８年８月まで 

昭和 36 年にＡ市で国民年金の加入手続を行った。以後の国民年金保険料

は定期的に集金人に夫婦二人分を納付した。39 年ごろＢ市に転居したが、

41 年ごろ事業に良い場所がＣ市にあったので転居した。そのころ出張所に

行くと、定期的に集金人が来るようになり、夫婦二人分の保険料を集金人に

納付した。その後は、定期的に銀行で納付した。年金記録を確認すると、定

期的に納付した期間である申立期間①、②、④及び⑤が未納とされているこ

とが分かり納得できない。 

また、定期的に納付した期間のうち、昭和 55年度から 60年度までは免除

期間と分かった。夫婦共に免除の申請をした覚えはない。昭和 55年及び 56

年の確定申告書の控えには、国民年金保険料が控除されている。57 年及び

58 年の確定申告書の控えは１面しか所持していないが、社会保険料控除が

されているので、申立期間③の免除に納得できない。 

さらに、60 歳の年金請求時に、市役所に行ったところ、「期間が足らず、

年金はもらえない、もらえても少ししかない。」と言われ不思議だった。し

かし、市役所を信じて不足すると言われた 23 か月は、一度に納付すること

が大変だったので、遅れながら納付したはずであるが、申立期間⑥が未納と

されていることが分かり納得できない。 



                    

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、定期的に夫婦二人分の国民年金保険料納付を行い、また、申立人

が 60 歳になった際に、不足すると言われた期間は過年度納付したはずである

と申し立てている。 

そこで、申立期間①及び②についてみると、申立人夫婦は昭和 41年 12月に

Ｃ市へ転居している。一方、同市において、国民年金保険料の納付に必要な国

民年金に係る住所変更手続は、転居から 10年以上経過した 52年３月になされ

ていることが、同市の被保険者名簿の記録から確認できる。この場合、この手

続がなされるまでの間、Ｃ市では申立人夫婦を被保険者であると認識しておら

ず、納付勧奨はなされなかったものと考えられ、申立期間の保険料を定期的に

集金人に納付していたとする申立人の陳述とは符合しない上、手続時点では、

申立期間の保険料は時効により、既に納付できない期間になっている。 

また、申立人の納付記録をみると、申立期間②直後の 15 か月の保険料を過

年度納付しているほか、申立期間①直前の昭和 36年４月から 37年１月までの

10 か月の国民年金保険料を、55 年６月に特例納付（附則４条）していること

が特殊台帳から確認できるとともに、市の被保険者名簿を見ると、この特例納

付の期間及び対応する保険料額「￥40,000」が明確に記載されている。さらに、

申立人はこの過年度及び特例の組合せによる遡及
そきゅう

納付を行った上、60 歳に達

するまで納付を継続することによって、初めて年金受給資格である 300か月の

納付期間を確保できる状況であった。 

これらの点を踏まえ、特例納付が無年金者の救済措置として設けられた制度

であった状況を 鑑
かんが

みると、Ｃ市では申立期間①及び②の未納を認識した上、

受給権確保の観点から、これら特例を含む過年度納付の勧奨を行ったものと推

定できる。 

次に、申立期間④、⑤及び⑥を含む平成元年４月以降について、申立人の納

付記録をみると、納付済期間の国民年金保険料はいずれも過年度納付であるこ

とが社会保険庁のオンライン記録から確認でき、定期的に納付していたとする

申立人の陳述とは符合しない。 

また、一緒に夫婦二人分を納付したとする妻も、申立期間④及び⑤は未納と

なっているほか、これらの期間は、納付書のＯＣＲ化、収納情報の電算処理導

入後に当たっており、行政側が申立人夫婦そろって事務処理を誤るとは考え難

い。 

さらに、申立人は 60 歳到達時に任意加入により資格を取得し、申立期間⑥

直前の４か月の保険料を納付していることが社会保険庁のオンライン記録か

ら確認できる。また、申立人は特例納付（附則４条）後、60 歳に達するまで

欠かさず納付を継続することによって、初めて納付期間が 300か月になる状況

であったものの、申立期間④及び⑤を合わせた４か月が未納であったことから、



                    

  

60歳到達時に受給権確保には４か月不足する状況であった。 

これらの点を踏まえると、申立人は、自身の意思により、受給権確保に必要

な４か月のみ国民年金保険料納付を行い、以後、資格喪失手続がなされないま

ま、申立期間⑥が未納となったと考えるのが相当である。 

次に、申立期間③についてみると、申立人が所持する昭和 55 年分及び 56

年分の確定申告書の控えには、夫婦二人分の国民年金保険料相当額が計上され

ている。また、57 年の社会保険料控除欄には、夫婦二人分の国民年金保険料

及び国民健康保険料に相当する「32万 35円」が計上されている。 

これらの点を踏まえると、申立期間のうち、昭和 55 年４月から 57 年 12 月

までの国民年金保険料については、納付していた可能性も否定できない。 

一方、申立人が所持する昭和 58年分の確定申告書の控えには、「19万 1,976

円」の社会保険料が計上されている。この金額は、前々年所得から計算される

昭和 58年度の国民健康保険料相当額であることが市の記録から確認できる。 

また、夫婦共に昭和 60年９月２日に、昭和 60年度の申請免除の届出がなさ

れていることが、社会保険庁の記録から確認でき、免除の申請をした覚えが無

いとする申立人の陳述とは符合しない。これらの点を踏まえると、昭和 58 年

以降については、保険料が納付できない何らかの事情が介在し、免除申請を行

っていたと考えるのが自然である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間③のうち、

昭和 55 年４月から 57 年 12 月までについては、国民年金保険料を納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。



                    

  

大阪国民年金 事案 3396 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 55 年４月から 57 年 12 月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から昭和 38年３月まで 

         ② 昭和 42年１月から 50年 12月まで 

         ③ 昭和 55年４月から 61年３月まで 

         ④ 平成２年 10月から同年 12月まで 

         ⑤ 平成６年３月 

昭和 36 年にＡ市で国民年金の加入手続を行った。以後の国民年金保険料

は定期的に集金人に夫婦二人分を納付した。39 年ごろＢ市に転居したが、

41 年ごろ事業に良い場所がＣ市にあったので転居した。そのころ出張所に

行くと、定期的に集金人が来るようになり、夫婦二人分の保険料を集金人に

納付した。その後は、定期的に銀行で納付した。年金記録を確認すると、定

期的に納付した期間である申立期間①、②、④及び⑤が未納とされているこ

とが分かり納得できない。 

また、定期的に納付した期間のうち、昭和 55年度から 60年度までは免除

期間と分かった。夫婦共に免除の申請をした覚えはない。昭和 55年及び 56

年の確定申告書の控えには、国民年金保険料が控除されている。57 年及び

58 年の確定申告書の控えは１面しか所持していないが、社会保険料控除が

されているので、申立期間③の免除に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、定期的に夫婦二人分の国民年金保険料を納付したはずであると申

し立てている。 

そこで、申立期間①及び②についてみると、申立人夫婦は昭和 41年 12月に

Ｃ市へ転居している。一方、同市において、国民年金保険料の納付に必要な国

民年金に係る住所変更手続は、転居から 10年以上経過した 52年３月になされ

ていることが、同市の被保険者名簿の記録から確認できる。この場合、この手

続がなされるまでの間、Ｃ市では申立人夫婦を被保険者であると認識しておら



                    

  

ず、納付勧奨はなされなかったものと考えられ、申立期間の保険料を定期的に

集金人に納付していたとする申立人の陳述とは符合しない上、手続時点では、

申立期間の保険料は時効により、既に納付できない期間になっている。 

また、申立人の納付記録をみると、申立期間②直後は過年度納付しているこ

とが特殊台帳から確認できるほか、60 歳に達するまで欠かさず納付を継続し

た場合に、年金受給資格である納付期間 300 か月に近似した 304月になること

が、社会保険庁の記録から確認できる。 

さらに、一緒に夫婦二人分を納付したとする夫も、申立期間直後は過年度納

付しているほか、夫はこの過年度納付を行った上、60 歳に達するまで欠かさ

ず納付を継続しても、年金受給資格である 300 か月の納付期間に 10 か月不足

する状況であったことから、昭和 36年４月から 37年１月までの保険料を、55

年６月に特例納付（附則４条）していることが社会保険庁の特殊台帳から確認

でき、夫婦一緒に定期的に夫婦二人分を納付したとする陳述とは符合しない。 

加えて、夫が行った特例納付は、無年金者の救済措置として設けられた制度

であったことから、Ｃ市では、年金受給権確保の観点から納付勧奨を行ってい

た形跡が、当時の広報紙から確認できる点を踏まえると、同市では、申立人夫

婦の年金受給権確保の観点から、申立期間①及び②の未納を認識した上、勧奨

を行ったものと推定できる。 

次に、申立期間④及び⑤についてみると、一緒に夫婦二人分を納付した夫も、

この期間未納であるほか、これらの期間は、納付書のＯＣＲ化、収納情報の電

算処理導入後に当たっており、行政側が申立人夫婦そろって事務処理を誤ると

は考え難い。 

次に、申立期間③についてみると、申立人の夫が所持する昭和 55 年分及び

56 年分の確定申告書の控えには、夫婦二人分の国民年金保険料相当額が計上

されている。また、57 年の社会保険料控除欄には、夫婦二人分の国民年金保

険料及び国民健康保険料に相当する「32万 35円」が計上されている。 

これらの点を踏まえると、申立期間のうち、昭和 55 年４月から 57 年 12 月

までの国民年金保険料については、納付していた可能性も否定できない。 

一方、申立人の夫が所持する昭和 58年分の確定申告書の控えには、「19万

1,976円」の社会保険料が計上されている。この金額は、前々年所得から計算

される昭和 58 年度の国民健康保険料相当額であることが市の記録から確認で

きる。 

また、夫婦共に昭和 60年９月２日に、昭和 60年度の申請免除の届出がなさ

れていることが、社会保険庁の記録から確認でき、免除の申請をした覚えが無

いとする申立人の陳述とは符合しない。これらの点を踏まえると、昭和 58 年

以降については、保険料が納付できない何らかの事情が介在し、免除申請を行

っていたと考えるのが自然である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間③のうち、

昭和 55 年４月から 57 年 12 月までについては、国民年金保険料を納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。



                    

  

大阪国民年金 事案 3397 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44年２月から 45年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年２月から 45年３月まで 

私は、結婚した昭和 44 年２月に失業し自営業を始めたが、それまでの厚

生年金保険が無くなり、将来に不安を感じたので、妻が区役所に出向いて、

夫婦二人分の国民年金の加入手続を行った。その時、区役所窓口で同時に夫

婦二人分の国民年金保険料も納付した。納付金額は覚えていないが、職員に

言われるままに納付したのに、申立期間が未納とされているのは納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 44 年２月に失業し、将来に不安を感じたので、申立人の妻

が区役所で夫婦二人分の国民年金の加入手続を行うとともに、職員に言われる

ままに申立期間の夫婦二人分の国民年金保険料を区役所窓口で納付したと申

し立てている。 

そこで、申立人及びその妻に係る国民年金手帳記号番号の払出時期を調査す

ると、昭和 44年９月 26日に夫婦連番で払い出されていることが国民年金手帳

記号番号払出簿により確認できることから、このころに夫婦二人の国民年金の

加入手続が行われたものと推定される。この時点において、申立期間のうち、

同年４月以降の国民年金保険料は、区役所窓口において納付することが可能で

あった現年度保険料であることが分かる。 

また、申立人及びその妻は、昭和 50 年１月から同年３月までの期間及び同

年 10月から同年 12月までの期間の国民年金保険料を過年度納付し、未納解消

の努力がうかがえる上、申立期間直後の 45 年４月以降の国民年金被保険者期

間に係る保険料を完納し、厚生年金保険等との切替手続も適切に行われている

ことなどを踏まえると、申立期間のうち、加入手続時点において過年度保険料

であった 44 年２月及び同年３月の２か月の保険料についても納付していたも

のとみるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



                    

  

大阪国民年金 事案 3398 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44年２月から 45年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年２月から 45年３月まで 

結婚した昭和 44 年２月に夫が失業し自営業を始めたが、それまでの夫の

厚生年金保険が無くなり、将来に不安を感じたので、私が区役所に出向いて、

夫婦二人分の国民年金の加入手続を行った。その時、区役所窓口で同時に国

民年金保険料も納付した。納付金額は覚えていないが、職員に言われるまま

に納付したのに、申立期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 44年２月に申立人の夫が失業し、将来に不安を感じたので、

申立人が区役所で夫婦二人分の国民年金の加入手続を行うとともに、職員に言

われるままに申立期間の国民年金保険料を区役所窓口で納付したと申し立て

ている。 

そこで、申立人及びその夫に係る国民年金手帳記号番号の払出時期を調査す

ると、昭和 44年９月 26日に夫婦連番で払い出されていることが国民年金手帳

記号番号払出簿により確認できることから、このころに夫婦二人分の国民年金

の加入手続が行われたものと推定される。この時点において、申立期間のうち、

同年４月以降の国民年金保険料は、区役所窓口において納付することが可能で

あった現年度保険料であることが分かる。 

また、申立人及びその夫は、昭和 50 年１月から同年３月までの期間及び同

年 10月から同年 12月までの期間の国民年金保険料を過年度納付し、未納解消

の努力がうかがえる上、申立期間直後の 45 年４月以降の国民年金被保険者期

間に係る保険料を完納し、厚生年金保険等との切替手続も適切に行われている

ことなどを踏まえると、申立期間のうち、加入手続時点において過年度保険料

であった 44 年２月及び同年３月の２か月の保険料についても納付していたも

のとみるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



                    

  

大阪国民年金 事案 3399 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37 年 11 月から 38 年３月までの期間、同年 10 月から 39 年３

月までの期間及び 50 年３月から同年６月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年 11月から 38 年３月まで 

             ② 昭和 38年 10月から 39年３月まで 

             ③ 昭和 50年３月から同年６月まで 

私の母は、両親の国民年金保険料を徴収に来ていた集金人に、当時 20歳

になったばかりの妹と一緒に私の国民年金の加入手続を依頼し、それ以降は、

家族の保険料を一緒に納付していた。その後、私は、昭和 40年５月に結婚

したが、母は嫁ぎ先に気を使い、結婚後も引き続き、母が実家において私の

保険料を納付してくれていた。 

昭和 44年４月からは、私が自分で国民年金保険料を納付するようになっ

たが、夫の給料だけでは保険料を納付する余裕が無かったので、46年３月

に任意加入被保険者の資格の喪失を申し出た。 

しかし、昭和 50年当時、通っていた病院で障害年金のことを知り、改め

て国民年金の必要性を感じたので、同年３月に自分で区役所に出向いて任意

加入被保険者の再加入の手続を行い、その場で財布の中からお金を取り出し、

窓口の担当者に国民年金保険料を納付したことをはっきり覚えている。 

上記期間がそれぞれ未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、申立人は、申立人の母親が、20歳になった申 

立人の妹と一緒に申立人の国民年金の加入手続を行い、母親が家族の国民年金

保険料を一緒に納付してくれていたと申し立てているところ、申立人の国民年

金手帳記号番号は、昭和 38年１月 21日に、その妹と連番で払い出されている



                    

  

ことから、家族の保険料を一緒に納付してくれていたとする母親は、申立人及

び妹の保険料を一緒に納付する意思があったことをうかがわせる上、申立期間

①及び②について、申立人の妹及びその両親共に納付済みとなっている。 

また、申立期間①及び②は、５か月及び６か月と短期間であり、申立人の妹

については、20歳に到達した昭和 37年＊月以降、申立人の両親については、

国民年金制度が発足した 36年４月以降、それぞれ 60歳期間満了まで国民年金

保険料をすべて納付しており、このような申立人の母親の納付意識の高さを踏

まえると、当該期間の保険料を納付していたものとみるのが自然である。 

申立期間③について、申立人は、昭和 46年３月にやむを得ず任意加入被保

険者の資格の喪失を申し出て以降、改めて国民年金の必要性を感じたので、50

年３月に自ら区役所に出向いて任意加入被保険者の再加入手続を行ったと申

し立てていることから、当時、申立人が国民年金保険料を納付する意思を有し

ていたことは明らかである。 

また、申立人は、再加入手続当時の区役所担当者の容姿、担当者から受けた

説明の内容及び窓口で国民年金保険料を納付した際の状況等について、具体的

かつ明瞭に記憶しており、その内容に特段不合理な点はうかがえない。 

さらに、申立人自身が納付してきたとする昭和 44年４月以降、60歳期間満

了までの国民年金被保険者期間において、申立期間③の４か月を除き、保険料

を完納し、第３号被保険者との切替手続も適切に行われている。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



                    

  

大阪国民年金 事案 3400 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 63 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年１月から同年３月まで 

私が昭和 63年１月に会社を退職した後、妻が区役所で夫婦二人分の国民

年金の種別変更手続を行い、国民年金保険料を近くの金融機関で納付した。

夫婦二人分の保険料は妻が一緒に納付しており、片方のみ納付することはあ

り得ないのに、申立期間の保険料について妻のみが納付とされていることに

納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の妻が夫婦二人分の国民年金関係の各種手続及び国民年金 

保険料の納付を行っていたと申し立てている。 

そこで、申立人の妻に係る社会保険庁の記録をみると、結婚後、申立人の数

回にわたる厚生年金保険の資格の取得及び喪失の都度、的確に種別変更手続を

行い、納付が必要な期間は、すべて国民年金保険料を納付しており、また、申

立人の記録をみても、結婚後は申立期間を除き、国民年金保険料をすべて納付

していることから、申立人の妻の年金制度に対する理解の深さとともに納付意

識の高さがうかがえる。 

また、申立人及びその妻の納付日が確認できる平成 12年７月から申立人が

60歳期間満了となる 18年＊月までの社会保険庁の記録をみると、１か月を除

き、夫婦同一日に納付していることが確認でき、申立人の妻が夫婦二人分の年

金関係手続及び国民年金保険料納付を一緒に行っていたとする申立内容を裏

付けるものとなっている。 

さらに、申立期間は３か月と短期間である上、この間の申立人の妻の社会保

険庁の記録は、国民年金第１号被保険者として納付済みであることから、申立

人が昭和 63年１月に会社を退職した際、申立人の妻は、自らが国民年金の第



                    

  

３号被保険者から第１号被保険者に変更となることを認識し、区役所で種別変

更手続を行ったことは明らかである上、区役所の担当者においても、申立人が

第１号被保険者であることを当然認識していたと考えられることから、申立人

の種別変更手続も同時に行われ、申立人の妻と共に保険料が納付されたものと

みるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



                    

  

大阪国民年金 事案 3401 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 47 年５月から 51 年 11 月までの期間及び

52 年 10 月から同年 12 月までの期間の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 47年５月から 51年 11月まで 

   ② 昭和 52年 10月から同年 12月まで 

   ③ 昭和 57年４月から 58年 12月まで 

    私は、時期は定かではないが、社会保険事務所から 25 年納付しないと年

金の受給資格が無いという通知がきたので、当時Ａ市に住む兄から 50 万円

ぐらいを借金し、どこで納めたのかも思い出せないが、確かに国民年金の保

険料をまとめて納付した記憶がある。その兄も同じ時期に社会保険事務所か

ら通知がきて 100万円ぐらいの保険料をまとめて納付したと言っていた。 

私だけ、上記期間がそれぞれ未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の兄から 50 万円ぐらいを借金して国民年金保険料をまと

めて納付したとし、同じ時期に、その兄も国民年金の納付勧奨を受けて 100

万円ぐらいの保険料をまとめて納付したと言っていたと申し立てているとこ

ろ、申立人の兄の特殊台帳を見ると、昭和 36 年４月から 48年５月までの期間

及び 49 年４月から 52 年６月までの期間の 185 か月の保険料を、55 年６月に

附則第４条により特例納付していることが確認でき、その保険料額は 74 万円

となることから、申立人の兄が納付したとする金額は、それが約 30 年前の記

憶であることを考慮すると、おおむね符合しているものとみるのが相当である

上、申立人の兄は、同年６月当時において、それ以前の未納期間すべてを特例

納付し、60 歳期間満了まで保険料を完納していることから、当時、満額の年

金を受給する意思を有していたことは明らかである。 

また、申立人が国民年金保険料を納付するために借金したとする申立人の兄



                    

  

から当時の状況について聴取したところ、申立人のほか、当時、申立人と同居

していた申立人の姉にも 50 万円ぐらいの金額を渡したと陳述しており、申立

人の姉の特殊台帳を見ると、昭和 36年４月から 45年 11月までの期間及び 50

年 10 月から同年 12 月までの期間の保険料を、同様に 55 年６月に特例納付し

ていることが確認できる上、その保険料額は 47 万 6,000 円であることから、

陳述内容を裏付けている。 

さらに、申立人の特殊台帳を見ると、厚生年金保険の資格を喪失した昭和

45 年１月から 47 年４月までの 28 か月の国民年金保険料を、申立人の兄及び

姉と同じ 55 年６月に特例納付していることが確認できるが、申立人の当時の

納付状況を踏まえると、当該期間の 28 か月については、年金受給資格期間と

の関連性がみられないことから、申立人もその兄及び姉と同様に、満額の年金

を受給する意思を有していたものと考えるのが自然であり、上記保険料の納付

日時点で特例納付の対象期間であった申立期間①及び②を含めて納付金額を

試算すると 34 万 4,000 円となり、申立人がその兄から借金したとする金額に

ついても、おおむね符合しているものとみるのが相当である。 

一方、申立人は、申立期間③の国民年金保険料についても、上記の保険料を

納付する際にまとめて納付したと主張しているが、申立期間③は、当該特例納

付を行った時期から約２年後の期間であり、未来に向けて保険料を納付するこ

とはできないものと考えられるほか、申立期間③は、申立人の妻も未納となっ

ている。 

さらに、申立人が申立期間③の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料(家計簿、確定申告書控え等)は無く、ほかに申立期間③の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 47年５月から 51年 11月までの期間及び 52年 10月から同年 12月までの期

間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。



                    

  

大阪国民年金 事案 3402 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 41年４月から 44年 12月までの国民年金 

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 39年３月から 41年３月まで 

           ② 昭和 41年４月から 44年 12月まで 

  昭和 45年１月の結婚後しばらくしてから、夫から過去の国民年金の加入

履歴のことを聞かれたので、区役所に確認したところ、加入履歴は無いと言

われたため、50年３月 17日に任意加入した。 

その後、平成 20年４月 30日になって、昭和 41年６月１日に払い出され

た別の国民年金手帳記号番号のあることが判明したが、この手帳記号番号に

よる納付記録は無いと言われた。 

  しかし、私の次姉は、昭和 40年 11月に結婚した後に、母が、「あなたの

国民年金保険料は納付しないまま結婚させたので大変後悔し、妹の保険料に

ついてはきちんとしようと思い納付している。」と話していたことを、今で

も鮮明に記憶しているとしている。 

また、私自身も、申立期間当時、父が、定期的に訪問してくる女性集金人

に国民年金保険料を納付していたことを覚えており、父が不在の時は、私が

水屋から手帳を出し、集金人に保険料を支払い、手帳に押印してもらったこ

とがあったことも記憶している。 

当時の母の国民年金保険料は納付済みとされているのに、私の保険料が未

納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号番号は、

昭和 41 年６月１日に、次姉と連番で、国民年金未加入者に対する特別適用対

策事業として職権で払い出されたと考えられ、この手帳記号番号払出時点にお

いて、申立期間②の国民年金保険料を現年度納付することは可能である。 



                    

  

また、次姉の国民年金手帳記号番号には「資格取消」のゴム印が確認できる

一方、申立人の手帳記号番号にはそれが無く、昭和 53 年に被保険者台帳と記

録照合したことを示す「53照」のゴム印が確認できる。 

本来、職権で払い出された国民年金手帳記号番号による保険料納付事実が無

ければ、資格取消及び不在被保険者扱い等の処理がなされるべきところ、申立

人にはこうした処理がなされていないことから、手帳記号番号が払い出されて

から昭和 53 年当時までの間においては保険料納付記録が存在した可能性を否

定できない。 

   さらに、国民年金手帳記号番号払出簿の氏名は誤って記載されており、記録

管理が適正に行われていなかったことがうかがえる。 

加えて、申立人の父が集金人に一緒に納付していたとする申立人の母の国民

年金保険料納付記録をみると、申立期間②を含め、60 歳に至るまでの保険料

はすべて納付済みとなっており、また、申立人の父の保険料納付記録をみても、

国民年金制度発足時から 60 歳に至るまでの保険料を一括で納付しており、家

族の国民年金保険料納付を担っていたとする申立人の父の納付意識の高さが

うかがえる。 

このほか、申立人の次姉は、自身の国民年金保険料は納付していなかったが、

申立人の保険料はきちんと父が納付していることを母から聞いたことを鮮明

に記憶していると証言しており、また、長姉も、申立人の国民年金に関しては

きちんとしていることを、直接父から聞いたことがある旨を具体的に証言して

いる。 

これらのことから、納付意識の高かった申立人の父が、申立人の国民年金手

帳記号番号が払い出された昭和 41 年度から申立人が結婚するまでの集金人に

納付することが可能な期間の国民年金保険料を未納のまま放置していたとは

考え難い。 

一方、申立期間①について、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時点にお

いて、当該期間の国民年金保険料は現年度納付することはできないところ、申

立人の長姉は、父は集金人以外に保険料を納付したことは無かった旨証言して

いる。 

また、申立期間①の国民年金保険料を現年度納付するためには、別の国民年

金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、国民年金手帳記号番号払出簿の

縦覧調査及び氏名の別読み検索などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が

払い出されていたことをうかがわせる周辺事情等も見当たらなかった。  

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間のうち、昭和

41 年４月から 44 年 12 月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



大阪厚生年金 事案 4487 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年４月１日から同年 10月１日まで 

② 昭和 42年７月１日から 49年９月１日まで 

    Ａ社に勤務していた昭和41年４月１日から同年10月１日までの期間及び

42年７月１日から 49年９月１日までの期間の厚生年金保険加入期間につい

て脱退手当金支給済みとの回答を受けた。 

脱退手当金を請求した記憶は無く、受給していないので、申立期間を厚生

年金保険被保険者期間として認めてほしい。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の脱退手当金は、申立期間の最終事業所に係る厚生年金保険被保険

者資格の喪失日から約１年６か月後の昭和 51年３月 26日に支給決定されたこ

ととなっており、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保

険者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間以前の３回の被保険

者期間については、その計算の基礎とされておらず、未請求となっている。し

かしながら、申立人が申立期間を含む５回の被保険者期間のうち、申立期間以

前の３回の被保険者期間を失念するとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。



大阪厚生年金 事案 4488 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 19年 10月１日から 20年９月１日まで 

             ② 昭和 20年９月１日から 22年７月 31日まで 

    社会保険庁の記録によれば、Ａ社のＢ支店及びＣ支店における勤務期間に

ついて、昭和 22年９月１日に脱退手当金支給済みとなっている。 

当時、私は、脱退手当金の制度があることさえ知らなかった上、男は一生

仕事に従事するものと思っていたので、脱退手当金の請求手続を行うはずが

ない。 

    脱退手当金を受給していないので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人の厚生年金保険被保険者台帳の裏面の勤務歴の欄を見ると、申立人の

厚生年金保険被保険者記号番号とは別の記号番号及び申立人が勤務したこと

が無いと陳述している事業所名が記載されているところ、社会保険事務所が保

管する当該事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿及びオンライン記録によ

れば、当該加入記録は申立人とは別人の被保険者記録であることが確認できる。 

また、申立期間に係る脱退手当金支給額は本来 311円となるべきところ、オ

ンライン記録及び被保険者台帳の保険給付欄における申立人の脱退手当金支

給額は 636円とされているが、これは申立人の被保険者台帳の裏面に記載され

た、申立人とは別人の被保険者記録から算出した金額と一致している。 

さらに、申立人の厚生年金保険被保険者台帳の保険給付欄の備考に記載され

ている｢49.３｣は、脱退手当金が３年未満の被保険者が受給対象となる「短期

脱退手当金」として支給されたことを示しているが、その支給要件は戦争終結

による事業所廃止に伴う喪失の場合等に限られており、当時Ｄ職であった申立



人はこの要件に該当しない。 

以上の事情から、社会保険庁における申立人に係る脱退手当金の支給記録は、

申立人とは別の被保険者に係るものと考えるのが相当であり、申立人の年金記

録の管理が適切に行われていたとは認め難い。 

  これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。



大阪厚生年金 事案 4489 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年８月１日から 34年２月 28日まで 

             ② 昭和 36年９月 12日から 37年９月 11日まで 

    社会保険庁の厚生年金保険被保険者記録照会回答票によると、Ａ社に勤め

ていた昭和 31 年８月１日から 34 年２月 28日までの期間及びＢ社Ｃ支店に

勤めていた 36年９月 12日から 37年９月 11日までの期間が脱退手当金支給

済みとなっている。 

過去に脱退手当金を請求したことも受給した記憶も無いので、申立期間を

厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保険者期

間をその計算の基礎とするものであるが、Ｂ社本店における厚生年金保険被保

険者期間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となっている。し

かしながら、申立人が同じ会社に勤務していたにもかかわらず、本店勤務期間

を失念するとは考え難い上、未請求となっている被保険者期間は申立期間と同

一の被保険者記号番号で管理されていることから、未支給期間が存在すること

は事務処理上も不自然である。 

また、Ｂ社Ｃ支店の厚生年金保険被保険者名簿の申立人が記載されたページ

を含む前後計５ページに記載されている女性のうち、連絡先が把握できた２人

（資格喪失の５か月後及び 18 か月後に脱退手当金支給記録のある者。）から、

事業所における脱退手当金の取扱いについて聴取したところ、いずれも事業主

による代理請求はうかがえず、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したと

は考え難い。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。



大阪厚生年金 事案 4490 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和

30 年４月１日に、資格喪失日に係る記録を同年 10 月 25 日に訂正し、申立期

間の標準報酬月額を 8,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年４月１日から同年 10月 25日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、申立期間

の加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間については、Ａ社で勤務

していたので、厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間におけるＡ社での在職については、申立人の同社における

具体的な勤務状況等の陳述が、申立期間当時に同社の被保険者記録を持つ同僚

の陳述と符合することから認められる。 

また、申立期間当時、Ａ社の社会保険事務を担当していた同僚は、「入社後、

定着しそうな従業員はすべて社会保険に加入していた。数か月以上も続いて勤

務していた人が、保険に加入していないことは無いはずである。」旨陳述して

いる。 

さらに、申立人と同時期にＡ社に勤務し、同じ業務に従事していたとされる

同僚には、社会保険庁の記録において、厚生年金保険被保険者としての記録が

存在する。 

加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿で確認できる申立期

間当時の厚生年金保険の被保険者数と申立人が陳述している従業員数がおお

むね一致するため、当時、同社においては、ほぼすべての従業員が厚生年金保

険に加入していたと考えられる。 



これらの事情も含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   さらに、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社において、申立人と同時

期に厚生年金保険の資格を取得したほぼ同年齢の同僚の標準報酬月額から、

8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、申立期間の健康保険厚生年金保険被保険者名簿における健康保険の整理

番号に欠番が見当たらないことから、申立人に係る社会保険事務所の記録が失

われたとは考え難い上、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届

が提出された場合には、その後、被保険者資格の喪失届も提出する機会があっ

たこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録し

ないとは考え難いことから、事業主から社会保険事務所へ資格の取得及び喪失

に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭

和 30 年４月から同年９月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 4491 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記

録を昭和 59 年８月 31 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 26 万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 59年８月 31日から 62年１月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社で勤務

した期間のうち、申立期間について加入記録が無いとの回答を受けた。 

Ａ社での保険料控除が確認できる給与支払明細書を提出するので、申立期

間について厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

給与支払明細書、雇用保険の記録及び同僚の陳述から判断すると、申立人が

申立期間もＡ社に継続して勤務し、申立期間の厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与支払明細書の保険料控除額

及び申立人のＡ社における昭和 62年１月の社会保険事務所の記録から、26万

円とすることが妥当である。 

一方、社会保険事務所の記録によれば、Ａ社は、昭和 59年８月 31日に適用

事業所では無くなり、62 年１月１日に再び適用事業所になっており、申立期

間は適用事業所となっていない。しかし、複数の同僚が、申立期間当時の従業

員は５人から６人であったとしていること、及び同社が適用事業所では無くな

った日に被保険者資格を喪失している者５人全員が、その後同社が再び適用事

業所となった時に被保険者資格を取得していることから、同社は、当時の厚生

年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

なお、事業主は、申立人の申立期間において適用事業所でありながら、社会

保険事務所に適用の届出を行っていなかったものと認められることから、申立

人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。



大阪厚生年金 事案 4492 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成４年 10 月から５年２月までの期間につい

て、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められることから、標準報酬月額に係る記録を 50

万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年 12月１日から５年３月 26日まで 

社会保険事務所へ厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間について、標準報酬月額が、実際に給与から控除されていた保

険料に見合う標準報酬月額よりも低く記録されていることが判明した。 

Ａ社での保険料控除が確認できる給与支払明細書を提出するので、申立期

間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

給与支払明細書から判断すると、申立人は、申立期間のうち、平成４年 10

月から５年２月までの期間において、その主張する標準報酬月額（50 万円）

に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所では無くなっており、申立期間当時

の事業主から回答が得られないため不明であり、このほかに確認できる関連資

料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対して行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、



行ったとは認められない。 

一方、申立期間のうち、平成元年 12月１日から４年 10月１日までの期間に

ついて、申立人は、控除された厚生年金保険料控除額を確認できる資料を保管

しておらず、また、Ａ社は、14 年に解散しており、元事業主とは連絡がつか

ないため、保険料控除の状況は確認できない。 

このほか、当該期間について、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び

周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、当該

期間において申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4493 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社に係る被保険者記録は、資格取得日が平成９年 10 月１日、資

格喪失日が 17 年２月 16 日とされ、当該期間のうち、９年 10 月１日から同年

11月１日までの期間は、厚生年金保険法第 75条本文の規定により、年金額の

計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されているが、申立人は、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、当該記録を取消し、厚生年金保険の保険給付及び保険

料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人のＡ社における資格取得日を

同年 10月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 59万円とすることが必要

である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生  

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年 10月１日から同年 11月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。申立

期間も継続して同社に勤務していたのは間違いないので、厚生年金保険被保

険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の人事台帳、雇用保険の記録及び給与支給明細書から、申立人が申立期 

間もＡ社に継続して勤務し（平成９年 10 月１日にＡ社Ｂ本店から同社本社に

異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成９年

11月の社会保険事務所の記録から、59万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 17 年６月 13

日に、事業主が申立期間当時に事務手続を誤ったとして、訂正の届出を行った

ものであることから、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の厚生年金保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の

厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4494  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記

録を昭和 35年５月 20日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 4,000円

とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年５月 20日から同年７月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、申

立期間について加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間は、Ｂ社か

ら子会社のＡ社へ出向した時期であるが、継続して勤務していたのは間違

いないので、当該期間について厚生年金保険被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の人事記録及び雇用保険の記録から判断すると、申立人が、申立期間も

同社の子会社であるＡ社に勤務し（昭和 35 年５月 20 日にＢ社からＡ社に出

向。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 35

年７月の社会保険事務所の記録から、１万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、保険料を納付したと主張するが、これを確認できる関連資料及

び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立期間に係る申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保

険事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周

辺事情が無いことから、行ったとは認められない。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4495 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 27年９月１日から 28年４月１日までの期

間及び同年 12 月 25 日から 29 年１月１日までの期間の厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認められることから、申立人のＡ社（現在

は、Ｂ社。）における資格取得日に係る記録を昭和 27年９月１日に、資格喪失

日に係る記録を 29 年１月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 8,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 27年８月 18日から 28年４月１日まで 

           ② 昭和 28年 12月 25日から 29年１月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社  

で勤務した期間のうち、申立期間①及び②の加入記録が無いとの回答をもら

った。当該期間も継続して同社に勤務していたことは間違いないので、申立

期間①及び②について厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の人事台帳及び人事発令書から、申立人は、昭和 27年８月 18日にＡ社

に入社し、29 年１月１日に同社Ｃ支社に転勤するまで、継続して同社本社で

勤務していたことが確認でき、申立期間①及び②における同社での勤務が確認

できる。 

また、申立期間①については、Ｂ社は、「当社は採用区分にかかわらず、従   

業員を厚生年金保険に加入させている。申立人についてもほかの従業員と同様

に入社日の翌月１日付けで資格を取得させなければならないところ、当社の事

務過誤により資格取得届が提出されなかったものと考えられる。ただし、厚生

年金保険料については、入社日の翌月の昭和 27 年９月から控除していたもの

と考えられる。」としており、社会保険事務所の記録をみても、申立期間①前



                      

  

後にＡ社に入社した同僚全員が入社日（勤務辞令日）の翌月１日付けで厚生年

金保険の被保険者資格を取得していることが確認できる。 

さらに、申立期間②については、「年末年始を挟んでの異動であったため、 

当社の事務過誤により資格喪失日の届出を誤ったものと考えられ、申立期間も

社員であったことから、昭和 28年 12月の厚生年金保険料は控除していたはず

である。」としている。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①のうち、昭和 27年９ 

月１日から 28 年４月１日までの期間及び申立期間②の厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①及び②の標準報酬月額については、申立人のＡ社における 

昭和 28年４月及び同年 11月の社会保険事務所の記録から 8,000円とすること

が妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、   

事業主は、厚生年金保険被保険者資格取得届及び喪失届の記載に誤りがあった

としていることから、事業主が資格取得日を昭和 28 年４月１日、資格喪失日

を同年 12 月 25 日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

27 年９月から 28 年３月までの期間及び同年 12 月の保険料について納入の告

知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納

付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業

主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

一方、申立期間①のうち、申立人が入社した昭和 27年８月 18日から同年９

月１日までの期間について、Ｂ社は、「当社は、入社日の翌月１日付けで従業

員を厚生年金保険に加入させているので、申立人についても、それまでの期間

についての保険料は控除していない。」としており、ほかに申立人の当該期間

に係る保険料控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、

申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4496 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 38 年１月１日から同年５月１日までの厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められることから、

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）における資格取得日に係る記録を昭和 38年１

月１日に訂正し、同年 38 年１月から同年４月までの標準報酬月額を 7,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る昭和 38 年１月１日から同年５月１日までの期

間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでな

いと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 38年１月１日から同年５月１日まで 

           ② 昭和 40年１月 11日から同年８月 17日まで  

    私は、昭和 36年９月から 39年６月まで、Ａ社でＣ業務を担当していた。 

社会保険事務所において厚生年金保険の加入記録を確認したところ、所持

するＡ社の給与支払明細書では、昭和 38年１月から厚生年金保険料が控除

されているにもかかわらず、資格取得日は同年５月１日であった。申立期間

①を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

また、申立期間②については、昭和 40年１月から同年８月まで、Ｄ県に

所在する事業所でＥ業務に従事していた。 

正式な事業所名はわからないが、事業主の姓は「Ｆ」で、「Ｇ」という名

に覚えがある。申立期間②についても厚生年金保険被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人所持の給与支払明細書及び同僚の証言により、

申立人が申立期間においてＡ社に在籍し、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与支払明細書の厚生年金保

険料控除額から、7,000円とすることが妥当である。 



                      

  

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｂ

社の事業主は不明としているほか、申立期間当時の元事業主は既に死亡して

おり、これを明らかとする関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかで

ないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 

申立期間②について、申立人の陳述内容と符合するＨ社に照会を行ったと

ころ、当時の事業主の妻は、「事業主（故人）が記載していたノートの各種の

記事内容をみると、申立人は昭和 40 年４月 15 日から同年８月末日まで当社

に勤務していたことが確認できる。」と回答していることから、申立人の同社

での在籍が推認される。 

しかしながら、社会保険事務所の記録によると、Ｈ社が厚生年金保険の適

用事業所となったのは、申立期間後の昭和 41年９月１日であり、申立期間は、

同社が適用事業所となっていない期間に当たる。 

また、Ｈ社の上記事業主の妻は、「当時、家族以外の従業員は申立人を含め

臨時的に雇用する者しかおらず、適用事業所となる前の申立期間において、

これら従業員の給与から厚生年金保険料は控除していなかった。」との陳述が

得られた。 

さらに、申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除については、

申立人にも具体的な記憶は無く、また、これを確認できる関連資料及び周辺

事情も無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4497 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を昭和

37 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 4,000 円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 37年３月 31日から同年４月１日まで 

厚生年金保険加入期間について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に

勤務していた期間のうち、申立期間に係る昭和 37 年３月の１か月の記録が

抜けているとの回答を受けた。私は、同年３月 31 日まで勤務し、同年３月

の給与から社会保険料も控除されていたので、申立期間について厚生年金保

険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の陳述から判断すると、申立人は申立期間の昭和 37 年３月 31

日までＡ社に勤務していたことが推認できる。 

また、申立人より１年前に入社した同僚からは、「当時、Ａ社の保険料控除

方法は当月控除であり、月末まで勤務したのであれば、退職した当月分の保険

料も当然控除していたはずであるのに、資格喪失日が月末の３月 31 日付けと

なっていることは、事務処理上の間違いと考えられる。」旨陳述が得られた。 

そこで、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿をみると、申立期間当時の昭

和 36 年以降において、月末又は月初めの１日付けで資格を喪失している者は

13名みられるものの、このうち 10名の資格喪失日は１日付けとなっているの

に対し、申立人を含む３名の資格喪失日のみが月末付けとなっていることが確

認できる。 

このうち、資格喪失日が申立人の約５か月後の昭和 37年８月 31日付けと同



                      

  

年９月１日付けになっている二人の同僚については、ほかの同僚からは、「両

人とも昭和 37 年８月 31 日まで勤務し、月末に同時に退職したと記憶してい

る。」旨陳述が得られ、これら両人の資格喪失届は、一人は同年９月７日に届

け出られているものの、ほかの一人は同年 11 月８日になって届け出られてい

ることが確認できる。 

さらに、申立人は昭和 37 年３月分の給与から同月の保険料が控除されてい

たと主張しているところ、上記同僚が提出した退職月前後数か月分の給料支払

明細書を検証すると、当時、厚生年金保険料は当月控除されていたことが確認

でき、申立人の主張と符合している。 

これらを含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 37

年２月の社会保険事務所の記録から、１万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は昭和 58年 11月１日に適用事業所では無くなっており、事業主も死亡してい

るため明らかではないものの、事業主が資格喪失日を 37 年４月１日と届け出

たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年３月 31 日と誤って記録する

ことは考え難いことから、事業主は同日を資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っ

ておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付される

べき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4498 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 64年１月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 19万円とすることが

必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年 12月 30日から 64 年１月１日まで 

    私は、昭和 60年５月１日にＡ社にＢ業務従事者として入社した。その後、

会社の移転により勤務場所が遠くなったため、63 年 12 月末日で退職した。

給料は毎月 20 日締めで、現金で支給されており、同年 12 月 21 日から同年

同月末日までの給料を、64 年１月分給料として支給された際、厚生年金保

険料が控除されていた。申立期間について、給料から厚生年金保険料を控除

されていたことが確認できる給料支払明細書を提出するので、厚生年金保険

の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人提出のＡ社の給料支払明細書及び雇用保険の記録により、申立人が申

立期間もＡ社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給料支払明細書において確認で

きる報酬月額から、19万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は既に厚生年金保険の適用事業所では無くなっており、当時の事業主からは回

答が得られず、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明ら

かでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。



                      

  

大阪厚生年金  事案 4499 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額を、平成２

年 10月から３年６月までは 47万円、同年７月から５年 12月までは 53万円に

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  平成２年 10月１日から６年１月 16日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が 20 万円になっていること

が分かった。平成２年 10月当時の給与は約 47万円であり、３年１月以降の

給与は 53 万円を超えていたので、申立期間について、適正な標準報酬月額

に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録においては、当初、

申立人の申立期間に係る標準報酬月額を申立人が主張する、平成２年 10 月か

ら３年６月までは 47 万円、同年７月から５年 12 月までは 53 万円と記録して

いたところ、厚生年金保険及び雇用保険の記録から確認できる申立人の退職日

（平成６年１月 15日）の後の６年 12月７日付けで、申立期間の標準報酬月額

を 20万円に遡及
そきゅう

して引き下げている。 

   また、申立人から提出のあった申立期間の給与明細書から、申立人は、申立

期間当時、社会保険事務所における訂正前の標準報酬月額に相当する保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   さらに、申立人はＡ社の登記簿謄本から取締役であったことが確認できるが、

同社の複数の従業員は、「申立人は、営業担当であり、社会保険手続には関与

していなかった。」と陳述していることから、申立人が当該訂正処理に関与し

ていたとは考え難い。 

   加えて、Ａ社の代表者は、「当該訂正処理時、厚生年金保険料の滞納があり、



                      

  

社会保険事務所からの提案を受け、全役員の標準報酬月額を減額して、それに

充当することとした。」と陳述している。 

   これらを総合的に判断すると、平成６年 12 月７日付けで行われた遡及
そきゅう

訂正

処理は事実に即したものとは考え難く、申立人について２年 10 月１日にさか

のぼって標準報酬月額の減額処理を行う合理的な理由は無く、申立期間におい

て標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立

期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、同年

10月から３年６月までは 47万円、同年７月から５年 12月までは 53万円と訂

正することが必要である。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4500 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失

日に係る記録を昭和 52年５月 1日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 17

万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名  ：  男 

    基礎年金番号  ：   

    生 年 月 日  ：  昭和 17年生 

    住 所  ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 52年４月 11日から同年５月１日まで 

私は、昭和 40年４月１日にＡ社に入社し、平成７年４月 21日の会社解

散決議に伴う離職まで継続して同社に勤務していた。しかし、社会保険庁

の記録では、申立期間について厚生年金保険の加入記録が無く、納得がい

かない。52 年５月ごろＢ支店から本社に転勤した際の処理過誤と思われ

るので、被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録、当時のＡ社Ｂ支店の同僚らの回答から判断すると、申

立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 52年５月 1日にＡ社Ｂ支店から本社に

異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店におけ

る昭和 52 年３月の社会保険事務所の記録から 17 万円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人に係る申立期間の保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、既にＡ社は解散しており、同社の元事業主の連絡先は不明であ

り、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らか



                      

  

でないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4501 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35年３月 21日から 40年２月 23日まで 

                          ② 昭和 41年１月 17日から同年３月 25日まで 

                          ③ 昭和 43年 11月 21日から 44年２月 21日まで 

    平成 17年＊月の 60歳の誕生日を過ぎてから、厚生年金保険加入期間につ

いて、社会保険事務所に照会申出書を提出したところ、Ａ社の昭和 35 年３

月 21 日から 40 年２月 23 日までの期間、Ｂ社の 41 年１月 17 日から同年３

月 25日までの期間及びＣ社の 43年 11月 21日から 44年２月 21日までの期

間について、脱退手当金支給済みとの回答を受けた。 

    その後、内容を確認するために同社会保険事務所へ行き調査を依頼したが、

納得の行かない点の第一は、Ｄ社の昭和 41 年 10 月から 43 年 10 月まで 24

か月のみ残して、ほかの厚生年金部分の脱退手当金を請求手続することはあ

りえない。 

    脱退手当金は一切受け取っていないし、Ｄ社のみを残していることはあり

えないと確信しているので、早急に調査して納得の行く回答がほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保険者期 

間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間②と③の間にあるＥ社とＤ

社の被保険者期間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となって

いる。 

しかしながら、これらを失念するとは考え難い上、未請求となっているＤ社

における被保険者期間(24 か月)と申立期間である３回の被保険者期間は同一

番号で管理されているにもかかわらず、支給されていない期間として存在する

ことは事務処理上不自然である。 



                      

  

 また、申立期間の最終事業所における厚生年金保険の加入期間は脱退手当金

の請求要件である 24 か月に満たない３か月であるとともに、当該事業所の被

保険者名簿の申立人が記載されているページとその前後５ページに記載され

ている脱退手当金の受給要件を満たす女性８人のうち、脱退手当金の支給記録

がある者は申立人のみであることを踏まえると、事業主が申立人の委任を受け

て代理請求したとは考え難い。 

 これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。



大阪厚生年金  事案 4502 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店におけ

る資格取得日に係る記録を昭和 24年３月 25 日に、Ａ社Ｄ支店における資格取

得日に係る記録を 25年 11月 28日に訂正し、標準報酬月額については、24年

３月は 5,100円、25 年 11月は 7,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 24年３月 25日から同年４月１日まで 

       ② 昭和 25年 11月 28日から同年 12 月４日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間のうち、申立期間①及び②の加入記録が無いとの回答を

受けた。私が所持する同社作成の人事記録には、昭和 24年３月 25日に入社

してＣ支店に配属され、25 年 11 月 28 日にＤ支店に異動したことが記載さ

れているので、申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者であった

ことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ｂ社発行の職歴証明書及び申立人が所持するＡ社作

成の申立人に係る人事記録並びに雇用保険の記録から、申立人が申立期間も同

社Ｃ支店に勤務していたことが認められる。 

また、Ｂ社は、「申立期間当時、当社に入社した者はすべて入社日付けで厚

生年金保険に加入させ、厚生年金保険料も控除していたことから、申立人の申

立期間に係る保険料も控除したと考えられる。」としている。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①において、厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店における



                    

  

昭和 24 年４月の社会保険事務所の記録から、5,100 円とすることが妥当であ

る。 

申立期間②については、Ｂ社発行の職歴証明書及び申立人が所持するＡ社作

成の申立人に係る人事記録並びに雇用保険の記録から判断すると、申立人が申

立期間も同社に継続して勤務し（昭和 25 年 11 月 28 日にＢ社Ｃ支店から同社

Ｄ支店に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｄ支店における

昭和 25年 12月の社会保険事務所の記録から、7,000円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の事業主による納付

義務の履行については、事業主は、厚生年金保険被保険者資格取得届の記載に

誤りがあったとしていることから、事業主が昭和 24 年４月１日及び 25 年 12

月４日をそれぞれ資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立

人に係る 24 年３月及び 25年 11 月の保険料について納入の告知を行っておら

ず、事業主は申立期間①及び②に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。



                    

  

大阪厚生年金 事案 4503 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、昭和 51 年２月の標準報酬月額に係る記録を 17

万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年８月８日から 51年３月１日まで 

私は、昭和 46 年８月８日から 51 年２月末日まで、Ａ社Ｂ支店に勤務し、

Ｃ業務に従事していた。社会保険庁の被保険者記録照会回答票（資格画面）

の標準報酬月額と同社からの給与明細書の支給額を比較したところ、46 年

８月から 47年７月までは５万 6,033円、同年８月から 48年７月までは１万

9,132 円、同年８月から 50 年６月までは２万 6,162 円、それぞれ、同社の

給与明細書の平均支給額の方が社会保険庁の記録より多くなっている。その

他の期間も含めて再度調査し、申立期間に係る標準報酬月額を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人から提出のあった給

与明細書において確認できる保険料控除額から、申立期間のうち、昭和 51 年

２月については、申立人の標準報酬月額を 17万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る昭和 51 年２月の保険料の事業主による納付義務の履行



                    

  

については、事業主は厚生年金保険料を納付したか否かについては不明として

おり、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかで

ないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に行ったか否か

については、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行った

とは認められない。 

一方、申立期間のうち、昭和 46年９月から 48年１月までの期間、同年３月

から同年６月までの期間、49 年 10 月から 50 年１月までの期間、同年３月及

び同年５月から同年６月までの期間については、申立人から提出のあった当該

期間に係る支給明細書上の保険料控除額から算定される標準報酬月額は、社会

保険事務所の申立人に係る標準報酬月額と一致しており、事業主は、当該期間

については、社会保険事務所の記録どおりの標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を給与から控除していたものと認められる。 

また、申立期間のうち、昭和 46 年８月、48 年２月、同年７月から 49 年９

月までの期間、50年２月、同年４月及び同年９月から 51年１月までの期間に

ついては、申立人は、給与明細書を所持しておらず、さらに、Ａ社も当該期間

当時の厚生年金保険料控除及び納付に関する資料等は残っていないことから、

申立人の厚生年金保険料の控除等については分からないとしている。 

なお、昭和 50 年７月及び同年８月については、申立人から給与明細書の提

出はあったものの、当該給与明細書からは、厚生年金保険料控除額を判読する

ことはできない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、昭

和 51 年２月を除く申立期間については、申立人が厚生年金保険被保険者とし

て、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認めることはできない。



                    

  

大阪厚生年金 事案 4504 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社Ｂ支社における資格取得日は、昭和 49年９月 17日であると認

められることから、同社Ｂ支社における資格取得日に係る記録を訂正すること

が必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については８万 6,000円とすることが妥当で

ある。 

    

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名  ：  男 

    基礎年金番号  ：   

    生 年 月 日  ：  昭和 24年生 

    住    所  ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 49年９月 17日から同年 10月１日まで 

私は、Ａ社に昭和 47年４月から 58年９月まで勤務していたが、社会保険庁

の記録では、同社本社から同社Ｂ支社に転勤した際の申立期間が厚生年金保険

の未加入期間とされている。 

Ｃ厚生年金基金の加入期間証明があるので、申立期間を厚生年金保険加入期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の在籍証明書及び雇用保険の記録並びに申立人保管の厚生年金基金連

合会が発行したＣ厚生年金基金の加入期間証明から判断すると、申立人が申立

期間も同社に継続して勤務（昭和 49年９月 17日にＡ社本社から同社Ｂ支社に

異動。）していたことが認められる。 

また、上述の厚生年金基金の加入期間証明によると、申立人が昭和 47 年４

月１日に同基金の被保険者資格を取得し、58 年９月８日に同基金の被保険者

資格を喪失したことが確認でき、同基金の加入期間に欠落は無い。 

さらに、Ａ社は、「申立期間当時、厚生年金保険及び厚生年金基金への届出

書は、複写式の様式を使用しており、Ｃ基金に提出したものと同一内容の書類

を社会保険事務所にも提出していた。」としている。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料を総合的に判断すると、事

業主は、申立人が昭和 49年９月 17日にＡ社Ｂ支社における厚生年金保険被保

険者資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支社における昭

和 49年 10月の社会保険事務所の記録から、８万 6,000円とすることが妥当で

ある。



                    

  

大阪厚生年金 事案 4505 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支社におけ

る資格取得日に係る記録を昭和 24年７月 31 日に、Ａ社における資格喪失日に

係る記録を 30 年８月 22 日に、同社における資格取得日に係る記録を 31 年２

月 17日に、Ｂ社Ｄ支店における資格取得日に係る記録を 39年８月１日に訂正

し、また、申立期間の標準報酬月額については、24 年７月は 8,000 円、30 年

７月は１万 8,000円、31年２月は１万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 11年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 24年７月 31日から同年８月１日まで 

             ② 昭和 30年７月１日から同年８月 22日まで 

             ③ 昭和 31年２月 17日から同年３月 12日まで 

             ④ 昭和 39年８月１日から同年８月 17日まで 

厚生年金保険の加入期間について、社会保険事務所に照会したところ、Ａ

社に勤務していた期間のうち、申立期間について加入記録が無いとの回答を

もらった。同社には昭和 21年４月１日に正社員として入社し、申立期間も

含め 57年５月 31日まで継続して勤務していたので、当該期間を厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社発行の在職証明書、経歴書及び雇用保険の加入記録から判断すると、

申立人が申立期間もＡ社に継続して勤務し（昭和 24年７月 31日にＡ社本社か

ら同社Ｃ支社へ異動、30 年７月１日に同社本社から同社Ｅ支社へ異動、31 年

２月 17日に同社Ｅ支社から同社本社へ異動、39年８月１日にＢ社Ｆ支社から

同社Ｄ支店へ異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 



                    

  

一方、社会保険事務所の記録では、Ａ社Ｅ支社が厚生年金保険の適用事業

所となったのは、昭和 30年８月 22日であることから、同社Ｅ支社が適用事業

所となるまでの期間は、引き続き同社本社で厚生年金保険が適用されるべきで

あったと考えられる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支社におけ

る昭和 24 年８月の社会保険事務所の記録から 8,000 円とし、申立期間②の標

準報酬月額については、申立人の同社本社における 30 年６月の社会保険事務

所の記録から、１万 8,000円とし、申立期間③の標準報酬月額については、31

年３月の社会保険事務所の記録から１万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険料の事業主によ

る納付義務の履行については、事業主は、保険料を納付したか否かについては

不明としており、当時の事情を確認できる資料等も見当たらず、このほかに確

認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立期間①、②及び③に係る申立てどおりの被保険者資格の取得日及び喪

失日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かについては、これを確

認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。



 

 

大阪厚生年金 事案 4506 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は､申立人が主張する標

準報酬月額であったと認められることから、申立人の平成７年 12月から８年

３月までの標準報酬月額を 32万円に訂正することが必要である。 

また、申立人の申立てに係る事業所における資格喪失日は、平成８年７月

17日であると認められることから、申立期間について厚生年金保険被保険者

資格の喪失日に係る記録を訂正する必要がある。 

なお、申立人の平成８年４月から同年６月までの標準報酬月額については、

32万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成７年 12月１日から８年４月 30日まで 

             ② 平成８年４月 30日から同年７月 17日まで 

    私は、Ａ社で勤務していた期間の標準報酬月額が引き下げられているこ

とを社会保険事務所の個別訪問調査によって知らされた。同社で受け取っ

ていた給与は約 30 万円だったので、標準報酬月額が 12 万 6,000 円となっ

ていることに納得できない。調査の上、正しい標準報酬月額と被保険者期

間に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、社会保険庁の記録では、当初、申立人の申立期間

に係る標準報酬月額は 32万円と記録されていたところ、当該事業所が適用事

業所に該当しなくなった平成８年６月 30 日以後の同年７月 17 日付けで７年

12 月１日に遡及
そきゅう

して標準報酬月額が 12 万 6,000 円に引き下げられているこ

とが確認できる。 

また、閉鎖登記簿謄本から、申立人は役員であったことは無く、事業主も

「申立人は一般社員であった。」と陳述していることから、申立人が当該訂正



 

 

処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、当該事務処理を行う合理的な理由は無く、

標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立

期間①に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準

報酬月額の記録から 32万円とすることが必要と認められる。 

申立期間②については、社会保険庁の記録において、当該事業所が適用事

業所に該当しなくなった平成８年６月 30 日以後の同年７月 17 日付けで、申

立人に係る被保険者資格の喪失日を同年４月 30 日とする遡及
そきゅう

訂正手続が行

われていることが確認できる。また、申立人以外の多数の被保険者について

も適用事業所に該当しなくなった日以降に、被保険者資格の喪失日の遡及
そきゅう

訂

正手続が行われていることが確認できる。 

さらに、雇用保険の記録から、申立人は、上記の訂正処理が行われた平成

８年７月 17日以降も当該事業所に継続して勤務していることが確認でき、申

立期間②の勤務の状況について申立人は、「女性担当者の数人と経理担当者、

社長も勤務していた。」と陳述しており、これを事業主も認めていることから、

少なくとも訂正処理日（平成８年７月 17日）までは、当該事業所は厚生年金

保険の適用事業所の要件を満たしていたものと認められる。 

このようにさかのぼって資格の喪失処理を行う合理的な理由は見当たらず、

社会保険事務所において事実に反する処理が行われたことが認められる。 

これらを総合的に判断すると、上記資格喪失に係る記録は有効なものとは

認められず、申立人の資格喪失日は、勤務の実態があったと認められる訂正

処理日の平成８年７月 17日であると認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、事業主が社会保険事務所に

当初届け出た標準報酬月額の記録から 32万円とすることが妥当である。



 

 

大阪厚生年金 事案 4507 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、平成５年１月から６年

11 月までについては 41 万円、同年 12 月から８年 10 月までについては 36 万

円、同年 11 月から９年 10 月までについては 34 万円に訂正することが必要で

ある。 

   なお、事業主は、当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年１月１日から９年 11月 15日まで 

     申立期間当時、Ａ社から給与を受け、Ｂ社とＣ社からは役員報酬をもらっ

ていたが、社会保険庁の申立期間における厚生年金保険加入記録は、Ａ社の

勤務で標準報酬月額が 22 万円となっている。申立期間当時、Ｂ社から役員

報酬 50 万円に相当する厚生年金保険料を控除されていたので、標準報酬月

額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時の標準報酬月額が実際の給与支給額と比べて低いと

申し立てているところ、申立人の所持する給与支払明細書から、申立人は、申

立期間において、Ａ社から毎月 20 万円の給与を受け、Ｂ社及びＣ社から、そ

れぞれ毎月50万円及び毎月20万円の報酬を支給されていることが確認できる

が、このうち、厚生年金保険料については、Ｂ社の報酬から毎月３万 1,000

円のみが事業主により控除されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき、標準報酬月額を改定または決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給

付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額

及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であること

から、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 



 

 

これらの事情から、申立人の申立期間当時の標準報酬月額は、平成５年１月

から６年 11 月までの期間は 41 万円、同年 12 月から８年 10 月までの期間は

36万円、同年 11月から９年 10月までの期間は 34万円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人は、申立期間当時、関連する３社（Ａ社、Ｂ社及びＣ社。）か

ら、給与及び報酬を受けており、二つ以上の事業所から報酬を受けている被保

険者に該当していたことが認められるが、事業主は申立人について、被保険者

二以上事業所勤務届を提出すべきところ、これを行わず、二以上事業所勤務届

において選択事業所とされるべきＡ社を事業所とする被保険者資格取得届を

提出したことを認めている。 

また、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているものの、給与支払明細書において確認できる保険料控除額

又は報酬月額に見合う標準報酬月額と社会保険事務所で記録されている標準

報酬月額が長期にわたり一致していないことから、事業主は、給与支払明細書

において確認できる保険料控除額又は報酬月額に見合う標準報酬月額を届け

出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該標準報酬月額に見合う保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。



 

 

大阪厚生年金 事案 4508 
 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所における資格取得日に係る記

録を昭和 33年１月 11日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 6,000円と

することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 
 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住 所 ：  
 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年１月 11日から同年２月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会をしたところ、Ａ

社Ｃ事業所から同社Ｂ事業所勤務となり、同事業所で勤務していた申立期間

の記録が無い旨の回答をもらった。同社には、昭和 26年 10月に入社し、40

年 12 月に退職するまで継続して勤務していたので、申立期間について厚生

年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 
 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の人事記録カード、申立人が所持する転勤辞令書、同社の業務を受け継

ぐＤ社人事部長及び複数の同僚の証言から判断すると、申立人が申立期間も同

社に継続して勤務し（昭和 33年１月 11日に同社Ｃ事業所から同社Ｂ事業所に

異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ事業所における

昭和 33 年２月の社会保険事務所の記録から、１万 6,000 円とすることが妥当

である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格取得届に誤りがあったとしてい

ることから、社会保険事務所の記録どおりの届出が事業主から行われ、その結

果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 33 年１月の保険料について納入の

告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 



                    

  

大阪国民年金 事案 3403 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和 63 年 11 月から平成３年４月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名 ： 女 

        基礎年金番号 ：  

生 年 月 日       ： 昭和３年生 

        住    所 ：  

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間       ： 昭和 63 年 11 月から平成３年４月まで 

       私は、60 歳の誕生月の前月である昭和 63 年＊月ごろに国民年金の満

期通知を受けて、Ａ市役所へ出向いて、60 歳到達以降も継続して国民

年金保険料を納付する手続をした。申立期間の保険料は、口座振替によ

り納付していたのではないかと思う。 

申立期間の国民年金保険料が未納と記録されていることに納得でき 

ない。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、60 歳到達前の昭和 63 年＊月ごろに国民年金へ高齢任意加入

の手続を行い、申立期間を含む 65 歳までの国民年金保険料を口座振替に

より納付していたと申し立てている。 

しかし、申立人の国民年金記録をみると、申立人は、昭和 63 年＊月＊

日に 60 歳到達により国民年金加入資格を喪失した上、平成３年５月 28 日

付けで高齢任意加入手続を行い、国民年金の任意加入被保険者資格を取得

していることが確認できる。 

国民年金の任意加入被保険者は、制度上、加入日より前月の未加入期間

の国民年金保険料を納付することはできない。 

また、国民年金の高齢任意加入手続は 60 歳到達日より前月に行うこと

ができず、申立人の陳述と符合しない。 

さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料を口座振替により納付し

ていたとしているところ、当該預金口座の当時の取引明細には、申立期間

の保険料が口座振替により支出された記録は見当たらない。 

加えて、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料は無く、申立期間の保険料が納付されていたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民

年金保険料を納付したものと認めることはできない。 



                    

  

大阪国民年金  事案 3404 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年３月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年３月から 49 年３月まで 

私が会社を辞めた昭和 39 年７月ごろ、母がＡ市役所で私の国民年金

の加入手続をしてくれたと思う。 

私は、申立期間の国民年金保険料を納付した記憶は無いが、申立期間

のうち、私が結婚した昭和 40 年６月までは母が、その後は元夫が、そ

れぞれ定期的に私の保険料を納付してくれていたと思う。 

しかし、申立期間について、納付記録が無く未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会判断の理由 

   申立人は、退職した昭和 39 年ごろに母が国民年金の加入手続を行い、

申立期間のうち、結婚するまでの間の国民年金保険料を母が、結婚後の保

険料を元夫がそれぞれ納付してくれていたと申し立てている。 

しかし、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 50 年４月ごろにＡ市

において夫婦連番で払い出されており、この手帳記号番号を使用して、申

立期間の国民年金保険料は現年度納付できず、一部期間の保険料は、制度

上、時効により納付することはできない。 

また、申立人の元夫の納付記録をみると、申立期間のうち、昭和 42 年

３月以前は国民年金に未加入、同年４月から 46 年３月までは未納、46 年

４月から 49 年３月までは納付済みと記録されていることが確認できる。 

このうち、納付済みの期間について元夫に係る特殊台帳を見ると、昭和

46 年４月から 47 年 12 月までは第２回特例納付実施期間中に特例納付に

より、48 年１月から 49 年３月までは過年度納付により、それぞれ、国民

年金手帳記号番号の払出後に納付されたことが確認できる。申立人の元夫

は、申立人より年齢が高く、当該期間の国民年金保険料を特例納付及び過

年度納付しなければ、それ以降の保険料を 60 歳に到達するまですべて納

付しても、年金受給権が得られないため、受給資格を満たすのに必要な期



                    

  

間の保険料を特例納付等により納付する必要があり、必要最低限の期間の

保険料を納付したものと推認される。 

なお、申立人は、国民年金手帳記号番号の払出以降の保険料を 60 歳到

達まで納付すれば、年金受給権が得られることから、特例納付の必要は無

かったものとみるのが自然である。 

さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料の納付に直接関与してお

らず、納付したとする申立人の母及び元夫は既に死亡していることから、

当時の国民年金への加入状況、申立期間の保険料の納付状況等の詳細は不

明である。 

加えて、申立人に係る旧姓を含む複数の氏名別読みによる検索及び申立

期間当時に申立人が居住していたとする住所地を管轄する社会保険事務所

が保管する国民年金手帳記号番号払出簿の内容の調査、確認をしたが、申

立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情は見当たらない。 

このほか、申立人の母又は元夫が、申立人の申立期間の国民年金保険料

を納付していたことを示す関連資料は無く、申立期間の保険料が納付され

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                    

  

大阪国民年金 事案 3405 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年 12 月から 40 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住        所  ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年 12 月から 40 年３月まで 

時期は分からないが、母が集金人から勧められて私の国民年金の加

入手続をしてくれ、私が昭和 46 年 10 月に結婚するまでの国民年金保

険料を、母が自身の保険料と一緒に自宅に来る集金人に納付していた。 

申立期間の国民年金保険料について、母が納付済みとなっているの

に、私の保険料だけが未納と記録されていることに納得できない。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、20 歳に到達した昭和 37 年ごろに母が国民年金の加入手続を

してくれ、申立期間の国民年金保険料を、母が自身の保険料と一緒に集金

人に納付していたと申し立てている。 

しかし、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 40 年４月ごろに払い

出されていることが国民年金手帳記号番号払出簿及び申立人の前後の被保

険者の納付状況から推認でき、この手帳記号番号を使用しては申立期間の

うち、大半の期間の国民年金保険料は現年度納付できず、一部期間の保険

料は、制度上、時効により納付することができない上、上述のとおり、大

半の期間の保険料は基本的に現年度保険料しか取り扱わない集金人に納付

することはできず、申立人の陳述と符合しない。 

また、申立人に係る複数の氏名別読みによる検索及び申立期間当時に申

立人が居住していたとする住所地を管轄する社会保険事務所が保管する国

民年金手帳記号番号払出簿の内容の調査、確認をしたが、申立人に対して

別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は

見当たらない。 

さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料の納付に直接関与してお

らず、納付したとする申立人の母は既に死亡していることから、当時の国

民年金への加入状況、申立期間の保険料の納付状況等の詳細は不明である。 



                    

  

加えて、Ａ市が保管する申立人に係る国民年金被保険者名簿を見ると、

申立人は、国民年金手帳記号番号が払い出されたころの昭和 40 年４月か

ら国民年金保険料の納付が記録されており、確認できる同年４月から 45

年３月までの保険料は、その母と同一日に納付されており、申立人が記憶

する母が納付していたとする期間については、この期間であった可能性も

否定できない。 

このほか、申立人の母が、申立期間の国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料は無く、保険料が納付されていたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                    

  

大阪国民年金 事案 3406 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の、昭和 49 年３月から 53 年１月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49 年３月から 53 年１月まで 

私は、時期ははっきりしないが、昭和 44 年又は 45 年ごろ、当時、

居住していたＡ市で、毎月の集金に自宅に来ていた郵便局員の勧めで国

民年金に加入した。加入手続は自分でした覚えはなく、郵便局員が代わ

りにしてくれたと思う。 

郵便局員は、15 年間保険料を納付すれば月３万 5,000 円もらえると

言っていたので、私は 15 年間かかさず国民年金保険料を納付した。 

申立期間の国民年金保険料は、自分で郵便局員に直接渡していたよう

に覚えている。 

それにもかかわらず、国民年金保険料の納付期間が 11 年１か月しか

記録されておらず、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 44 年又は 45 年ごろにＡ市で郵便局員を通じて国民年金

に加入し、申立期間の国民年金保険料を、自宅に来ていた郵便局員に納付

していたと申し立てている。 

しかし、申立人に係るＢ市が保管する国民年金被保険者検認台帳から、

申立人は、昭和 53 年２月 23 日に国民年金に任意加入したことが確認でき

る。 

国民年金の任意加入被保険者は、加入日に国民年金の被保険者資格を取

得するため、制度上、加入日より前の月の国民年金保険料をさかのぼって

納付することができない。 

また、申立人に係る複数の氏名別読み検索及び申立期間当時に申立人が

居住していたとする住所地を管轄する社会保険事務所が保管する国民年金

手帳記号番号払出簿の内容の調査、確認をしたが、申立人に対して別の国

民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情等は見当

たらない。 



                    

  

さらに、当時、申立人が居住していたとするＡ市及びＢ市において、郵

便局員が国民年金の加入手続及び保険料の徴収を行っていたことをうかが

わせる事情は確認できない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料は無く、申立期間の保険料が納付されていたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                    

  

大阪国民年金 事案 3407 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 47 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 47 年３月まで 

私は、昭和 47 年４月ごろに、「今なら、国民年金保険料をさかのぼ

って納付することができる。」と聞き、友人とＡ市役所へ相談に行き、

国民年金の加入手続をした。 

加入手続の際、市役所職員から説明を受けて、その場で過去の未納と

なっていた申立期間の国民年金保険料を一括納付したと思う。 

保険料を納付するために夫の銀行口座から引き出した預金は、当時の

１か月分の生活費程度であったと記憶している。 

申立期間の国民年金保険料は、私が昭和 47 年４月ごろに一括納付し

たので納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 47 年４月ごろに国民年金に加入した際、申立期間の国

民年金保険料を特例納付したと申し立てている。 

しかし、申立人に係る特殊台帳及び申立人が所持する国民年金手帳から、

申立人は、昭和 47 年４月 10 日に国民年金に任意加入したことが確認でき

る。 

国民年金の任意加入被保険者は、加入日に国民年金の被保険者資格を取

得するため、制度上、未加入期間となる加入月より前の期間の国民年金保

険料をさかのぼって納付することができない。 

また、申立人に係る複数の氏名別読みによる検索及び申立期間に申立人

が居住していたとする住所地を管轄する社会保険事務所が保管する国民年

金手帳記号番号払出簿の内容の調査、確認をしたが、申立人に対して別の

国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当



                    

  

たらない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料は無く、保険料が納付されていたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                    

  

大阪国民年金 事案 3408 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和 36 年４月から 42 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名 ： 女 

        基礎年金番号 ：  

生 年 月 日       ： 昭和 13 年生 

        住    所 ：  

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間       ： 昭和 36 年４月から 42 年３月まで 

        昭和 36 年ごろにＡ市Ｂ区役所の女性集金人が来訪し、夫と一緒に国

民年金が強制加入である旨の説明を受け、夫婦二人一緒に国民年金の加

入手続をした。 

加入以降、夫が、定期的に来訪する集金人に夫婦二人分の国民年金保

険料を納付し、その際に、小冊子にシールを貼
は

りつけた領収帳のような

ものを受け取っていたと思う。なお、保険料をまとめて納付したこと及

びさかのぼって納付した記憶は無い。 

申立期間の保険料を夫が、自身の分のみ納付することは考えらない。 

私の申立期間の国民年金保険料だけが未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 36 年ごろに夫婦二人一緒に国民年金に加入し、申立人

の夫が申立期間の夫婦二人分の国民年金保険料を、集金人に納付していた

と申し立てている。 

しかし、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 42 年 10 月ごろに払い

出されており、この手帳記号番号を使用して申立期間の国民年金保険料は、

現年度納付することができず、一部の期間の保険料は、制度上、時効によ

り納付することができない。 

また、上述のとおり、申立期間の国民年金保険料は、基本的に現年度保

険料しか取り扱わない集金人に納付することができない上、申立人の申立

期間の保険料を納付していた申立人の夫は、さかのぼって保険料を納付し

た記憶は無いとしている。 

さらに、申立人に係る旧姓を含む複数の氏名別読みによる検索及び申立

期間当時に申立人が居住していた住所地を管轄する社会保険事務所が保管



                    

  

する国民年金手帳記号番号払出簿の内容の調査、確認をしたが、申立人に

対して別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情は見当たらない。 

加えて、申立人及び申立人の夫に係るＡ市Ｂ区が保管する国民年金被保

険者名簿を見ると、申立人は、国民年金手帳記号番号が払い出されたころ

の昭和 42 年 10 月に申立期間直後の同年４月から同年 12 月までの保険料

を納付しているところ、同日付けで申立人の夫も同年 10 月から同年 12 月

までの保険料を納付しており、その後、45 年６月までの保険料を３か月

ごと夫婦同一日に納付していることが確認できることから、申立人の夫が

集金人に夫婦二人分の保険料を納付したとする記憶はこの時期以降であっ

た可能性も否定できない。 

このほか、申立人の夫が、申立人の申立期間の国民年金保険料を納付し

ていたことを示す関連資料は無く、申立期間の保険料が納付されていたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民

年金保険料を納付したものと認めることはできない。



                    

  

大阪国民年金 事案 3409 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 40 年１月から 50 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年１月から 50 年 12 月まで  

   私は、夫婦で兄の経営するＡ店Ｂ支店を手伝っていた。忙しく国民年

金保険料を入金する暇は無く、兄が経営していたＣにある本店の近くに

Ｄ市の出張所があったので、兄に頼み入金してもらっており、保険料は

給与から差し引かれた。その後は、銀行で振込ができるようになったの

で、私達夫婦が銀行振込を利用し、夫婦二人分を納付し始めた。兄から、

時々、国民年金の保険料を納付しておいたと連絡があった。 

上記期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の夫婦二人分の国民年金保険料を申立人の兄に頼み

納付していたと申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金加入時期をみると、国民年金手帳記号番号払

出簿から、申立人夫婦に対して、国民年金手帳記号番号が昭和 54 年１月

５日に連番で払い出されていることが分かる。その時点においては申立期

間の保険料は、時効により現年度納付及び過年度納付ができず、特例納付

によらないと納付できない。 

また、社会保険庁の特殊台帳の記録をみると、申立人の昭和 36 年４月

から 40 年 12 月までの国民年金保険料は、55 年６月 21 日に特例納付制度

を利用し、保険料 18 万円を納付した記録となっており、申立人が所持す

る領収証書及びＤ市の国民年金被保険者台帳とも記録が符合する。 

さらに、社会保険庁の特殊台帳及びＤ市の国民年金被保険者台帳の記録

から、申立人とその夫は、国民年金手帳記号番号の払出時点の昭和 54 年

１月に、過年度納付ができるすべての期間となる 51 年１月から 53 年３月



                    

  

までの保険料を納付していることが分かる。 

加えて、Ｄ市の国民年金被保険者台帳には、申立人夫婦に対し昭和 54

年度に加入勧奨を行った記録が記載されている。 

以上のことから、昭和 12 年生まれの申立人が、国民年金保険料払込終

了となる 60 歳になるまでに 25 年間の保険料を納付し、国民年金の受給権

を確保する為の、加入勧奨及び保険料納付勧奨がされたと考えることが自

然である。 

また、申立人は申立期間の国民年金保険料納付をおおむね兄に任せてい

たが、詳細な事情を聞かされておらず、その兄も亡くなっている上、申立

人は申立期間に２回ほど直接役所窓口に納付に行ったと述べているものの、

その際、納付書及び年金手帳を持って行った記憶は無く、領収書ももらわ

なかったと思うと述べており、国民年金の保険料を納付したことをうかが

わせる事情を酌み取ることはできなかった。 

さらに、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について、別の

読み方による氏名検索を行ったほか、当時の住所地を管轄する社会保険事

務所で国民年金手帳記号番号払出簿を縦覧調査したが、その形跡は見当た

らず、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認めることはできない。



                    

  

大阪国民年金 事案 3410 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 41 年１月から 50 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年１月から 50 年 12 月まで  

   私は、夫婦で妻の兄の経営するＡ店Ｂ支店を手伝っていた。忙しく国

民年金保険料を入金する暇は無く、妻の兄が経営していたＣにある本店

の近くにＤ市の出張所があったので、妻の兄に頼み入金してもらってお

り、保険料は給与から差し引かれた。その後は、銀行で振込ができるよ

うになったので、私達夫婦が銀行振込を利用し、夫婦二人分を納付し始

めた。妻の兄から、妻に時々、国民年金の保険料を納付しておいたと連

絡があったと妻から聞いている。 

上記期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の夫婦二人分の国民年金保険料を申立人の義兄に頼

み納付していたと申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金加入時期をみると、国民年金手帳記号番号払

出簿から、申立人夫婦に対して、国民年金手帳記号番号が昭和 54 年１月

５日に連番で払い出されていることが分かる。その時点においては申立期

間の保険料は、時効により現年度納付及び過年度納付ができず、特例納付

によらないと納付できない。 

また、社会保険庁の特殊台帳の記録をみると、申立人の昭和 36 年４月

から 41 年 12 月までの国民年金保険料は、55 年６月 21 日に特例納付制度

を利用し、保険料 22 万 8,000 円を納付した記録となっており、申立人が

所持する領収証書及びＤ市の国民年金被保険者台帳とも記録が符合する。 

さらに、社会保険庁の特殊台帳及びＤ市の国民年金被保険者台帳の記録

から、申立人とその妻は、国民年金手帳記号番号の払出時点の昭和 54 年



                    

  

１月に、過年度納付ができるすべての期間となる 51 年１月から 53 年３月

までの保険料を納付していることが分かる。 

加えて、Ｄ市の国民年金被保険者台帳には、申立人夫婦に対し昭和 54

年度に加入勧奨を行った記録が記載されている。 

以上のことから、昭和 12 年生まれの申立人が、国民年金保険料払込終

了となる 60 歳になるまでに 25 年間の保険料を納付し、国民年金の受給権

を確保する為の、加入勧奨及び保険料納付勧奨がされたと考えることが自

然である。 

また、申立人は申立期間の国民年金保険料納付を義兄と申立人の妻に任

せていたが、義兄から詳細な事情を聞かされておらず、その義兄も亡くな

っている上、申立人の妻からも保険料を納付したことをうかがわせる事情

を酌み取ることはできなかった。 

さらに、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について、別の

読み方による氏名検索を行ったほか、当時の住所地を管轄する社会保険事

務所で国民年金手帳記号番号払出簿を縦覧調査したが、その形跡は見当た

らず、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認めることはできない。



                    

  

大阪国民年金 事案 3411 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年１月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年１月から 50 年３月まで 

結婚した時、義母が私の国民年金の加入手続を行ってくれた。その 

後、集金人が自宅兼工場に来ると、義母は、私の国民年金保険料と一緒

に、義母、義父及び夫の保険料を納付した。義母が不在の時は、私が４

人分の保険料を納付することもあった。申立期間の夫の保険料は納付済

みとされているのに、私の保険料が未納とされていることに納得がいか

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その義母が、申立人が結婚した時に申立人の国民年金加入手

続を行い、その後、集金人に申立期間の国民年金保険料の納付を行い、申

立人の義母が不在の時は自分で申立期間の保険料の納付を行ったと申し立

てている。 

そこで、申立人の国民年金の加入手続時期をみると、Ａ市の国民年金被

保険者名簿及び社会保険庁の国民年金被保険者台帳から、昭和 51 年３月

であることが確認できる。この時点において、申立期間のうち、46 年１

月から 47 年 12 月までの国民年金保険料は時効の成立により制度上納付す

ることができない。また、申立期間のうち、48 年１月から 50 年３月まで

の保険料は過年度納付が可能であるが、集金人は過年度保険料を収納でき

ず、集金人に保険料を納付したとする申立人の陳述と符合しない。 

また、申立人は国民年金加入手続に関与しておらず、申立期間の国民年

金保険料の納付にほとんど関与していない。 

さらに、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について、別の

読み方による氏名検索を行ったほか、当時の住所地を管轄する社会保険事



                    

  

務所で国民年金手帳記号番号払出簿を縦覧調査したが、その形跡は見当た

らず、ほかに申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認めることはできない。



                    

  

大阪国民年金 事案 3412 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年９月から 51 年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住 所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44 年９月から 51 年８月まで 

私は、昭和 44 年９月に会社を退職し、厚生年金保険を脱退したこと

から国民年金に加入する方が有利だと思い、夫の勧めもあり、市役所の

出張所で私自身が国民年金に加入する手続を行った。 

加入時に年金手帳をもらい、以降は、金融機関の窓口で定期的に国民

年金保険料を納付し、領収書を受け取っていた。 

国民年金保険料の領収書は処分してしまったが、生活費が苦しい中、

申立期間の保険料を納付していたことを覚えており、納付済みと認めて

ほしい。 

       

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 44 年９月に国民年金に加入して以降は、金融機関の窓

口で定期的に国民年金保険料を納付し、領収書を受け取っていたと申し

立てている。 

そこで、申立人の資格記録をみると、昭和 51 年９月に任意加入として

初めて資格を取得していることが市の被保険者名簿、申立人が所持する年

金手帳、社会保険庁の特殊台帳及びオンライン記録いずれにおいても確認

できる。この場合、申立期間は未加入期間となり、制度上国民年金保険料

を納付することはできない。 

また、申立期間のうち、昭和 48 年３月までの市における国民年金保険

料の収納方法は、集金人による印紙検認方式であり、申立期間の保険料を

納付書により金融機関で納付していたとの陳述とは符合しない。 

さらに、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性を検証するため、

社会保険庁のオンライン記録により、旧姓を含めた別読みによる申立人の



                    

  

氏名の確認を行ったほか、当時の住所地を管轄する社会保険事務所におい

て国民年金手帳記号番号払出簿の内容をすべて確認したが、別の手帳記号

番号の存在はうかがえなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認めることはできない。



                    

  

大阪国民年金 事案 3413 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年２月から 47 年８月までの期間及び 48 年 10 月から

50 年４月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年２月から 47 年８月まで 

② 昭和 48 年 10 月から 50 年４月まで 

20 歳当時、私はＡ店を経営していたが、収入の不安定な仕事であり、

叔父及び叔母が高齢になってからの特例納付でようやく国民年金の受給

権を確保したものの、年金額が少なく苦労していたことを教訓として、

両親の強い勧めもあって国民年金に加入した。国民年金保険料は役所か

ら送られてくる納付書によって国民健康保険の保険料と一緒に銀行で納

付していた。加入当初の保険料は年額６万円ぐらいで、半年ごとのまと

め払いをすることが多かったが、当時国民年金の重要性を認識しており、

収入も多かったので、保険料を未納にすることは考えられず、昭和 54

年以前について保険料が未納とされているのは非常に心外であり、納得

できない。 

以前、社会保険庁から送られてきた「年金加入記録」に厚生年金保険

の加入期間が脱落していたので、過去の加入記録を提供して記録を訂正

してもらったが、それ以来、社会保険庁の記録には不信感があり、国民

年金についても記録誤りがあるとしか思えないので、記録の訂正を求め

たい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 44 年２月ごろ国民年金に加入し、申立期間①及び②の

国民年金保険料を納付書によって銀行で、半年ごとに一括納付していたと

申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金加入手続時期をみると、市の国民年金被保険



                    

  

者名簿並びに国民年金手帳記号番号払出簿の記録から、昭和 55 年２月に

なされたものと考えられる。この場合、加入手続時点においては、申立期

間①及び②のいずれについても、時効の成立により、既に国民年金保険料

を納付できない期間になっているほか、44 年２月に加入手続を行ったと

する申立人の陳述とは符合しない。 

また、申立人の資格記録をみると、社会保険庁のオンライン記録及び市

の国民年金被保険者名簿のいずれにおいても、昭和 44 年２月に強制加入

により資格を取得した後、47 年９月に厚生年金保険の加入によって資格

を喪失し、その後は 54 年 12 月まで資格を再取得していないことが確認で

きるが、この場合、申立期間②は未加入期間となるため、この点からも当

該期間については制度上国民年金保険料を納付することはできない。 

さらに、申立人の国民年金保険料の納付記録をみると、加入手続直後の

昭和 55 年度分から 59 年度分までの保険料を毎年前納しており、そのうち、

56 年度には５万 2,700 円、57 年度には６万 1,130 円、58 年度には６万

8,270 円をそれぞれ年度当初の４月に納付していることが社会保険庁の特

殊台帳から確認できる。この点については、加入当初の保険料の年額が６

万円程度であり、一括納付していたとする申立人の陳述と金額的におおむ

ね符合することから、申立人は加入手続時期について、錯誤して認識して

いる可能性も否定できない。 

加えて、申立人は申立期間の国民年金保険料を市から送られてくる納付

書によって銀行で納付していたと陳述している。一方、市において納付書

による保険料納付が可能となったのは、昭和 49 年６月からであり、申立

期間中大部分の期間については、申立人の陳述は当時の納付制度とは符合

しない。 

このほか、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性を検証するた

め、社会保険庁のオンライン記録により、旧姓を含めた別読みによる氏名

検索を行った上、住所地を管轄する社会保険事務所において申立期間につ

いて国民年金手帳記号番号払出簿の内容を調査したが、申立人に対し別の

手帳記号番号の存在はうかがえず、ほかに申立期間の特例納付をうかがわ

せる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認めることはできない。



                    

  

大阪国民年金 事案 3414 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39 年１月から 42 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住        所 ：  

 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39 年１月から 42 年３月まで                                             

昭和 39 年又は 40 年ごろ、自宅に来訪してきたＡ市役所の女性の集金

人から国民年金加入の勧誘を受け、今なら 36 年４月にさかのぼって国

民年金保険料を納付できると言われたので、私は加入手続をし、厚生年

金保険脱退後の 39 年１月までさかのぼって保険料をまとめ払いした。

その際、仮領収書を発行され、後日年金手帳と納付書の綴りが交付され、

それに領収印を押してもらった。それ以来、42 年３月ごろまでは保険

料は定期的に集金人に納付し、その後は銀行に保険料を振り込んでいた。

ところが、最近送られてきた年金加入記録のお知らせを見ると、同年

11 月に国民年金に加入したとあり、同年３月以前の期間は未納とされ

ていて、加入当初さかのぼってまとめ払いした分が算入されておらず、

納得できないので、記録の訂正を求めたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 39 年又は 40 年ごろ国民年金に加入し、まず 39 年１月

までさかのぼって国民年金保険料をまとめ払いし、それ以降は定期的に保

険料を納付していたと申し立てている。 

そこで、申立人の加入手続時期をみると、昭和 42 年 11 月 27 日に国民

年金手帳記号番号が払い出されていることが国民年金手帳記号番号払出簿

から確認できる。この場合、払出時点においては、申立期間のうち、40

年９月以前の期間については時効の成立により、既に国民年金保険料を納

付することはできない期間になっているほか、39 年又は 40 年ごろに加入

手続を行ったとする申立人の陳述とは符合しない。 



                    

  

また、申立期間のうち、昭和 40 年 10 月以降の期間について過年度納付

は可能であったものの、申立期間当時、市では過年度保険料の収納を行っ

ていなかったことから、市の集金人に過年度保険料を納付し、仮領収証を

発行されたとする申立人の陳述とは符合しない。 

さらに、申立人は、申立期間のうち、遡及
そきゅう

納付後の国民年金保険料を納

付書によって集金人に現年度納付していたと陳述しているところ、Ａ市に

おける現年度保険料の納付方式は昭和 47 年度までは印紙検認方式であり、

この点からも申立人の陳述は当時の納付制度とは符合しない。 

加えて、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性を検証するため、

社会保険庁のオンライン記録により申立人の氏名検索を行った上、住所地

を管轄する社会保険事務所において申立期間について国民年金手帳記号番

号払出簿の内容を調査したが、別の手帳記号番号の存在はうかがえず、ま

た、申立期間の保険料納付をうかがわせる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認めることはできない。



                    

  

大阪国民年金 事案 3415 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57 年 10 月から 59 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 57 年 10 月から 59 年３月まで 

    昭和 45 年５月ごろ、Ａ市に転居してきて店をオープンし、国民年金

にも加入した。10 年後に火災に遭ったので店舗付住宅を購入し、店を

再オープンした。店も繁盛し、苦労して国民年金保険料を納めた。集金

に来た人は、店の近くの市営住宅に住んでいた 50 歳すぎの女の人で、

毎月集金に来ていた。その人の名前は覚えていないが、顔を見たら分か

る。私と同じく姉も独身のため、付加年金も勧められて加入した。保険

料は姉が私の分を併せて納めていた。未納があることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 45 年５月ごろ、Ａ市へ転入した時に国民年金に加入し、

姉が申立人の分と併せた国民年金保険料を毎月集金人に現年度納付してい

たと申し立てている。 

そこで、申立人の納付記録をみると、昭和 50 年７月から 51 年３月まで

の未納について昭和 51 年度及び 53 年度に、同年度の未納について 54 年

度に、また、申立期間のうち、昭和 57 年 10 月から 58 年３月までの未納

について、昭和 58 年度に催告を受けていることが社会保険庁の特殊台帳

から確認でき、集金人に毎月現年度納付していたとする陳述とは符合しな

い。 

また、申立人の国民年金保険料を併せて納付していたとする姉の納付記

録をみると、申立人と同様に未納となっているほか、申立人と同様に催告

を受けていることが姉に係る特殊台帳から確認できる。 

さらに、Ａ市においては、昭和 48 年度から納付書方式が開始され、同

時に集金人の制度は廃止されており、申立期間当時、毎月集金に来ていた



                    

  

とする申立人の陳述とは符合しない。 

加えて、申立期間に後続する昭和 59 年４月から 61 年３月までの期間は、

当初は申請免除期間であったものが、後に追納により納付済みとなってい

ることが社会保険庁のオンライン記録から確認でき、申立期間当時は、国

民年金保険料が納付できない何らかの事情が介在していた可能性も否定で

きない。 

このほか、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことをうかが

わせる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認めることはできない。



                    

  

大阪国民年金 事案 3416 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57 年 10 月から 59 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 57 年 10 月から 59 年３月まで 

    昭和 45 年５月ごろ、Ａ市に転居してきて店をオープンし、国民年金

にも加入した。10 年後に火災に遭ったので店舗付住宅を購入し、店を

再オープンした。店も繁盛し、苦労して国民年金保険料を納めた。集金

に来た人は、店の近くの市営住宅に住んでいた 50 歳すぎの女の人で、

毎月集金に来ていた。その人の名前は覚えていないが、顔を見たら分か

る。私と同じく妹も独身のため、付加年金も勧められて加入した。保険

料は私が妹の分を併せて納めていた。未納があることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 45 年５月ごろ、Ａ市へ転入した時に国民年金に加入し、

妹の分と併せた国民年金保険料を毎月集金人に現年度納付したと申し立て

ている。 

そこで、申立人の納付記録をみると、昭和 50 年７月から 51 年３月まで

の未納について昭和 51 年度及び 53 年度に、同年度の未納について 54 年

度に、また、申立期間のうち、昭和 57 年 10 月から 58 年３月までの未納

について昭和 58 年度に催告を受けていることが社会保険庁の特殊台帳か

ら確認でき、集金人に毎月現年度納付していたとする陳述とは符合しない。 

また、申立人が自身の国民年金保険料と併せて納付していたとする妹の

納付記録をみると、申立人と同様に未納となっているほか、申立人と同様

に催告を受けていることが妹に係る特殊台帳から確認できる。 

さらに、Ａ市においては、昭和 48 年度から納付書方式が開始され、同

時に集金人の制度は廃止されており、申立期間当時、毎月集金に来ていた

とする申立人の陳述とは符合しない。 



                    

  

加えて、申立期間に後続する昭和 59 年４月から 61 年３月までの期間は、

当初は申請免除期間であったものが、後に追納により納付済みとなってい

ることが社会保険庁のオンライン記録から確認でき、申立期間当時は、保

険料が納付できない何らかの事情が介在していた可能性も否定できない。 

このほか、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことをうかが

わせる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認めることはできない。



                    

  

大阪国民年金 事案 3417 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49 年 1 月から同年３月まで 

     私は、昭和 49 年ごろ、区役所で夫婦二人分の国民年金の加入手続を

行った時に、窓口で夫婦二人分の国民年金保険料を一緒に納付した。そ

の後は、金融機関の窓口で納付したのを覚えている。 

加入時に区役所窓口で納付した申立期間の領収証書を所持しているが、

なぜか領収印が無く、未納とされているのは納得できない。 

なお、昭和 60 年３月に自宅がほぼ全焼したので、確定申告書控え等

の大事な書類をほとんど無くしてしまった。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 49 年ごろに、申立人及びその夫の国民年金の加入手続

を行い、その時、区役所窓口で夫婦二人分の国民年金保険料を納付したと

申し立てているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、同年６月 10

日に夫婦連番で払い出されていることが、国民年金手帳記号番号払出簿に

より確認できることから、この時点で、申立期間の保険料は過年度保険料

であり、基本的に現年度保険料しか取り扱わない区役所窓口において納付

することができなかったものと考えられる上、申立人の所持する申立期間

に係る社会保険事務所の納付書を見ると、３枚複写である１枚目の「納付

書・領収証書」、２枚目の「領収控」及び３枚目の「領収済通知書」がす

べて残っており、それぞれに領収印が無いことから、当該納付書を用いて

保険料を納付していたものとみるのは困難である。 

また、申立人は、納付記録のある昭和 49 年４月以降の市の領収証書を

所持しており、そのうち、同年４月から同年６月までの期間については、

区役所窓口で直接納付した際に発行される市の手書きの領収証書であり、



                    

  

その領収日が同年５月 29 日であることから、申立人が加入時に区役所窓

口で納付したとする国民年金保険料は、当該期間の保険料であったものと

考えるのが自然であり、次の同年７月から同年９月までの金融機関用の市

の領収証書については、同年 10 月 28 日付けの金融機関の領収印が確認で

き、申立人の記憶とも一致している。 

さらに、申立人が夫婦二人分の国民年金保険料を一緒に納付したとする

申立人の夫も、申立期間は未納となっている上、申立人が申立期間の国民

年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家計簿、確定申告書控等)

は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認めることはできない。



                    

  

大阪国民年金 事案 3418 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成８年９月から 11 年３月までの期間及び同年 11 月から 13

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成８年９月から 11 年３月まで 

② 平成 11 年 11 月から 13 年３月まで 

    私は、平成６年 12 月に会社を退職したため、区役所において国民年

金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付していた。 

また、平成７年２月ごろから失業保険を受け取っていたところ、知人

から、失業保険を受給中は、国民年金保険料を免除してもらえると教え

られたので、区役所で免除の申請手続を行い、同年 10 月から約１年間

を免除してもらったが、８年８月にＡ業を始めたことから、同年９月か

ら保険料の納付を再開し、毎月１万 3,300 円を銀行の窓口で納付してき

た記憶がある。私が免除の申請手続を行ったのは、最初に申請した時の

一度しか無いのに、上記期間がすべて免除とされているのは納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、免除の申請手続を行ったのは、最初に平成７年 10 月から８

年８月までの約１年間に対して申請した時の一度だけであり、それ以外に

申請手続を行った記憶は無いと主張しているが、当時における免除申請の

申請期間は年度単位で行われており、申立人が認める当該免除期間につい

て、申立人に係る社会保険庁の免除記録を見ると、７年９月 27 日に、同

年 10 月から当該年度末である８年３月までの期間を申請し、さらに同年

４月 30 日にも、平成８年度である平成８年４月から９年３月までの期間

を申請していることが確認でき、当時の免除申請の実態とも符合している

ことから、申立人の主張にかかわらず、申立人は、当該免除期間において、



                    

  

二度にわたり免除の申請手続を行ったものと推認され、免除申請に係る申

立人の記憶には曖昧
あいまい

な点がうかがえる。 

また、平成９年度から 12 年度までの免除記録についても、それぞれの

年度ごとに記載された申請日は具体的であるほか、11 年度の免除期間に

おいては、申立人が、平成 12 年３月 24 日及び同年４月５日の２回に分け

て、11 年４月から同年７月までの期間及び同年８月から同年 10 月までの

期間の保険料をさかのぼって納付していることが確認できるところ、12

年５月 15 日及び同年５月 29 日に、それぞれ納付に応じた免除期間の変更

処理が行われていることから、社会保険庁の記録に特段不合理な点はみら

れない上、申立期間①及び②は合計４年におよび、しかも基礎年金番号が

導入された９年１月以降は、記録管理の強化が図られていることなどを踏

まえると、このような長期間にわたり、納付記録が毎月連続して欠落する

ことは考え難い。 

さらに、申立人は、申立期間①及び②の国民年金保険料について、毎月

１万 3,300 円を銀行の窓口で納付し、その都度、縦長の領収証書を受け取

っていたと陳述しているが、保険料月額が同金額となるのは、平成 10 年

４月以降である上、申立人の記憶する領収証書の形態は、保険料収納事務

が社会保険事務所に移管された 14 年４月以降における社会保険事務所の

月単位による領収証書と酷似しており、申立期間①及び②当時におけるＡ

市の年度単位による領収証書の形態と大きく異なっていることから、申立

人が陳述するこれらの記憶は、納付記録からみて、保険料をおおむね毎月

納付している平成 14 年度の記憶であったものと考えるのが自然である。 

加えて、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料(家計簿、確定申告書控等)は無く、ほかに申立期間①及

び②の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらなか

った。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認めることはできない。



                    

  

大阪国民年金 事案 3419                     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 37 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 :  昭和 36 年４月から 37 年３月まで 

住み込みで働いていた時に、町会の人から、国民年金という制度がで 

きたので、20 歳から加入しなければならないと言われ、自分で加入し

た。 

申立期間の国民年金保険料については、月額 100 円を３か月に一度集

金に訪れた人に納付し、印を押してもらっていた。 

申立期間に係る国民年金保険料を納付したことは間違いないので、未

納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、制度発足時の昭和 36 年当時に国民年金に加入したと申し立

てている。 

しかし、国民年金手帳記号番号払出簿をみると、申立人の国民年金手帳

記号番号は、昭和 50 年３月 14 日に払い出されており、また、特殊台帳を

みても、同年２月６日に初めて国民年金任意加入被保険者として資格を取

得していることが確認でき、申立期間は国民年金未加入期間となることか

ら、制度上、申立期間の国民年金保険料を納付することはできない。 

また、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金

手帳記号番号の払出しについて、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査

及び氏名の別読み検索などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い

出されたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

さらに、申立期間当時、申立人が住み込んでいたと陳述している事業主

夫妻についても調査したが、事業主は既に他界しており、また、事業主の

妻は申立人と一緒に国民年金保険料を納付していたとは証言しているもの



                    

  

の、同人の年金加入記録をみると、昭和 42 年 10 月になって初めて任意加

入しており、申立期間の時期とは一致しない。 

加えて、申立人から申立期間の国民年金保険料納付を行ったとする事情

を酌み取ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認めることはできない。



                    

  

大阪国民年金 事案 3420 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42 年４月から 43 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年４月から 43 年 12 月まで 

    昭和 42 年４月ごろ、自宅に年配の男性が国民年金の集金に訪れた。 

その際、昭和 41 年度までさかのぼって国民年金保険料を納付するよ

う勧められたが、妻は、昭和 42 年４月から 43 年３月までの夫婦二人分

の保険料として 4,800 円を手渡した。 

集金人は、その場で交付した国民年金手帳に３枚複写の納付書をホチ

キスで留めて置いて帰った。 

    また、昭和 43 年４月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

３か月ごとに集金人に納付した。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 42 年４月ごろに、申立期間のうち、同年４月から 43 年

３月までの夫婦二人分の国民年金保険料を一括して集金人に納付したと申

し立てている。 

しかし、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳

記号番号は、夫婦連番で昭和 44 年１月 23 日に払い出されており、また、

申立人が所持する国民年金手帳を見ても、同日付けで発行されていること

が確認でき、当該期間の国民年金保険料は過年度保険料となり、制度上、

集金人に納付することはできない。 

また、申立人が集金人から受け取ったとする国民年金保険料納付書を見

ても、未使用の状態のままであり、領収印は確認できない。 

さらに、申立人は、申立期間のうち、昭和 43 年４月から同年 12 月まで

の国民年金保険料については、３か月ごとに集金人に納付していたと申し



                    

  

立てているが、申立人の所持する国民年金手帳を見ると、当該期間の印紙

検認欄に検認印は無く、また、一緒に夫婦二人分を納付していたとする申

立人の妻に係るＡ市Ｂ区保存の被保険者名簿を見ても、申立期間に係る保

険料納付をうかがわせる事跡
じ せ き

は確認できない。 

加えて、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人には、昭和 41

年度に国民年金未加入者を対象とした適用特別対策事業として、職権によ

り夫婦連番で払い出された別の手帳記号番号があるものの、当該手帳記号

番号は資格を取消されているほか、申立期間の国民年金保険料を納付する

ことが可能な別の手帳記号番号の払出しについて、手帳記号番号払出簿の

縦覧調査及び氏名の別読み検索などを行ったが、申立人に別の年金手帳記

号番号が払い出されたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認めることはできない。



                    

  

大阪国民年金 事案 3421  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42 年４月から 43 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年４月から 43 年 12 月まで 

昭和 42 年４月ごろ、自宅に年配の男性が国民年金の集金に訪れた。 

その際、昭和 41 年度までさかのぼって保険料を納付するよう勧めら

れたが、私は、昭和 42 年４月から 43 年３月までの夫婦二人分の保険料

として 4,800 円を手渡した。 

集金人は、その場で交付した国民年金手帳に３枚複写の納付書をホチ

キスで留めて置いて帰った。 

また、昭和 43 年４月から同年 12 月までの保険料については、３か月

ごとに集金人に納付した。 

申立期間の保険料が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 42 年４月ごろに、申立期間のうち、同年４月から 43 年

３月までの夫婦二人分の国民年金保険料を一括して集金人に納付したと申

し立てている。 

しかし、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳

記号番号は、夫婦連番で昭和 44 年１月 23 日に払い出されており、また、

申立人が所持する国民年金手帳を見ても、同日付けで発行されていること

が確認でき、当該期間の国民年金保険料は過年度保険料となり、制度上、

集金人に納付することはできない。 

また、申立人が集金人から受け取ったとする国民年金保険料納付書を見

ても、未使用の状態のままであり、領収印は確認できない。 

さらに、申立人は、申立期間のうち、昭和 43 年４月から同年 12 月まで

の国民年金保険料については、３か月ごとに集金人に納付していたと申し



                    

  

立てているが、申立人の所持する国民年金手帳を見ると、当該期間の印紙

検認欄に検認印は無く、また、Ａ市Ｂ区保存の被保険者名簿を見ても、申

立期間に係る保険料納付をうかがわせる事跡
じ せ き

は確認できない。 

加えて、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人には、昭和 41

年度に国民年金未加入者を対象とした適用特別対策事業として、職権によ

り夫婦連番で払い出された別の手帳記号番号があるものの、当該手帳記号

番号は資格を取消されているほか、申立期間の国民年金保険料を納付する

ことが可能な別の手帳記号番号の払出しについて、手帳記号番号払出簿の

縦覧調査及び氏名の別読み検索などを行ったが、申立人に別の年金手帳記

号番号が払い出されたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認めることはできない。



                    

  

大阪国民年金 事案 3422 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年４月から 46 年３月までの期間及び 49 年４月から 52

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名  ： 男 

        基礎年金番号  ：   

        生 年 月 日        ：  昭和 11 年生 

        住    所  ：   

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間        ： ① 昭和 40 年４月から 46 年３月まで 

             ② 昭和 49 年４月から 52 年３月まで 

時期は定かではないが、結婚前のＡ区の実家に住んでいた当時、兄が、

弟及び妹の分も含め国民年金の加入手続をしてくれたと思う。 

昭和 41 年３月に結婚するまで、国民年金保険料の納付については兄

に任せていたため、自分では全く分からないが、兄は、私の分を含め、

弟及び妹の保険料を集金人に納付してくれていたはずである。 

また、結婚後の国民年金保険料の納付については妻に任せていたため、

自分では全く分からないが、妻は、私の保険料を、集金人に納付してく

れていたはずである。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされているのは納得できない。   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、兄が、弟及び妹の分とともに自身の国民年金の加入手続をし

てくれるとともに、昭和 41 年３月に結婚する前までの国民年金保険料に

ついても納付してくれ、また、結婚後の保険料については、妻が納付して

くれていたはずであると申し立てている。 

しかし、国民年金への加入手続及び結婚前の申立期間に係る国民年金保

険料納付を担っていたとする申立人の兄などからの陳述を得ることはでき

ず、また、結婚後の申立人の保険料納付を担っていたとする申立人の妻の

当時の記憶も不明確である。 

また、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金

手帳記号番号の払出しについて、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査



                    

  

及び氏名の別読み検索などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い

出されたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

さらに、申立期間はそれぞれ 72 か月及び 36 か月の合わせて 108 か月に

及んでおり、複数回のこれほど長期間にわたり、国民年金保険料収納及び

記録管理における事務的過誤が繰り返されたとも考え難い。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料納付を行ったとする事情を

酌み取ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認めることはできない。



                    

  

大阪国民年金 事案 3423 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 40 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住        所 ：   

          

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 40 年３月まで 

国民年金の加入については、自分ではしていないので分からないが、

夫が制度発足当初の昭和 36 年４月に手続をしてくれたと思う。 

申立期間の国民年金保険料の納付についても、夫に任せていたので分

からないが、夫は、自宅に来ていた集金人にいつも夫婦二人分の保険料

を納付していたと思うので、夫の保険料が納付済みであるのに自分の分

だけ未納であるのは納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 36 年に、夫が、国民年金の加入手続を行い、申立期間

の国民年金保険料についても、夫婦二人分を集金人に納付してくれていた

と申し立てている。 

しかし、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳

記号番号は昭和 40 年４月に夫婦連番で払い出されており、この手帳記号

番号払出時点においては、申立期間のうち、36 年４月から 37 年 12 月ま

での国民年金保険料は、制度上、納付することができず、また、38 年１

月から 39 年３月までの保険料は過年度保険料となり、集金人に納付する

ことはできない。 

また、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金

手帳記号番号の払出しについて、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査

及び氏名の別読み検索などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い

出されたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

さらに、夫婦二人分の国民年金保険料納付を担っていたとする申立人の

夫の納付状況をみると、所持する領収証書により、申立期間直後の昭和



                    

  

40 年４月から 41 年３月までの国民年金保険料については、同年８月 25

日に一括して過年度納付していることが確認でき、常に夫婦二人分の保険

料を集金人に納付していたとする陳述とは符合しない。 

加えて、申立人の夫は、所持する領収証書により、申立期間の国民年金

保険料についても、昭和 45 年２月 27 日に一括して過年度納付しているこ

とも確認できる。 

この点については、申立人の夫は国民年金加入当時、既に 35 歳に達し

ていたことから、納付勧奨を受けて、年金受給資格期間を満たすために当

該期間の保険料を過年度納付したと推測できるが、申立人は、当時 30 歳

であったことから、その必要性は無かったためと考えられる。 

このほか、申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の国民年金保険

料の納付に関与しておらず、保険料納付を担っていた申立人の夫の保険料

納付方法等に関する記憶も明確でなく、申立人の申立期間の国民年金保険

料納付をめぐる事情等を酌み取ろうとしても、新たな周辺事情等を見いだ

すことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認めることはできない。



                    

  

大阪国民年金 事案 3424 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成６年５月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨  

        申 立 期 間 ： 平成６年５月 

        私は、平成６年＊月＊日にＡ社を退職した後、同年＊月＊日にＢ社に

再就職した。 

そこで、再就職するまでの間の平成６年５月の１か月について、国民

年金に高齢任意加入した。 

国民年金保険料の納付書は、妻の分と同時に市役所から送付されてき

たので、平成６年５月 16 日に、夫婦で市役所内にあった銀行の窓口で

それぞれ納付したと思う。その時の納付額は１万 1,500 円であった。 

妻と私の国民年金保険料を一緒に納付したはずにもかかわらず、私の

分だけ納付記録が無いのは納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金の高齢任意加入手続を行い、申立期間の１か月の国

民年金保険料を納付していたと申し立てている。 

しかし、申立人の厚生年金保険加入記録をみると、昭和 32 年９月から

60 歳到達の平成６年＊月までのすべての期間において加入履歴を有し、

老齢基礎年金の加入可能年数である 33 年を満たしているため、制度上、

国民年金への高齢任意加入はできず、市役所が誤って申込みを受理したと

も考え難い。 

また、市役所保存の被保険者資格記録をみても、申立人に係る国民年金

の加入記録及び国民年金保険料の納付記録は無い。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料納付を行ったとする事情を

酌み取ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 4509 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40年 11月 15日から 42年９月３日まで 

             ② 昭和 42年９月 11日から 45年８月１日まで 

             ③ 昭和 45年 10月１日から 46年６月 11日まで 

             ④ 昭和 46年８月９日から 47年３月 26日まで 

    昭和 47 年３月にＡ社を退職する際に、会社から厚生年金保険の脱退届の

用紙を社会保険事務所に提出するようにとの指示があり、よくわからなかっ

たが、担当者に言われるまま、口座名を空白にして、今まで勤務した会社名

を記入し郵送で提出した。当時は、厚生年金保険被保険者資格を失うことを、

「脱退」というものと思っており、提出した書類が厚生年金保険を脱退する

ための届出とは知らなかった。 

したがって、その後脱退手当金を受け取った覚えは無いが、知らずに受け

取った可能性も否定しない。しかし、そもそもこの問題は、厚生年金保険に

ついて知らなかった私が意味を取り違えたこと、及び社会保険事務所の担当

者の説明が不十分で意思疎通も無かったことによって生じたものだと思う。 

このような経緯の中、年金記録確認第三者委員会で厚生年金保険加入期間

を元に戻せるか、戻せないかについて審議をお願いしたい。 

脱退手当金裁定請求書によると、小切手交付済のゴム印があるのみで、内

容の記録は一切無い。また、本人がお金を受け取った署名は一切無いなどの

問題がある。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の最終事業所であるＡ社を退職する際、「厚生年金保険

の脱退届の用紙を社会保険事務所に提出した。」と陳述していることから、申



立人が申立期間に係る脱退手当金の請求の表示行為を行ったことは明らかで

ある。 

   申立人は、この表示行為に関して「厚生年金保険被保険者資格を失うことを

『脱退』というものと思っており、提出した書類が厚生年金保険を脱退するた

めの届出とは知らなかった。」と主張しているが、仮にそうだとしても表示さ

れた行為は厚生年金保険を脱退するというものであり、この表示に従って当局

がその後の手続を進めたことは肯
うなず

けないものでは無いというべきである。 

また、申立人は、社会保険事務所の担当者の説明不十分をも指摘しているが、

「脱退」という言葉の意味内容を把握することが著しく困難ということは無い

ことに鑑
かんが

み、申立人の主張するところが手続に何らかの違法をもたらすもの

ということはできない。 

さらに、申立人は、小切手交付済のゴム印があるのみであるなどと申し立て

ているが、脱退手当金裁定請求書に「47.６.30 小切手交付済」と表示されて

いるゴム印は、払渡店である申立人の当時の住所地近傍のＢ郵便局に小切手に

より申立人に現金払いするための資金が送付されたことを示すものに過ぎな

いものである。 

加えて、申立人の厚生年金保険被保険者証及びＡ社の厚生年金保険被保険者

名簿の申立人の欄には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記されて

いるほか、申立人の脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係

る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和47年６月30日に支

給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4510 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 31年６月１日から 37年 10 月１日まで 

  ② 昭和 38年９月５日から 39年 10月 21日まで 

    私は高校を卒業後、Ａ社に勤務したが、結婚のため６年ほどで退職し、そ

の後１年ほどしてＢ社に勤めた。社会保険庁の記録によれば、この２社で勤

務した期間が脱退手当金支給済みとされている。 

脱退手当金は請求しておらず、受け取っていないので、申立期間を厚生年

金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金は請求も受給もしていないとしている。 

社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保険者資

格の喪失日から約 12か月後の昭和 40年 10月 29日に支給決定されていること

が確認できるところ、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金の

支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、脱退手当金の支給額に

計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者記号番号をみると、申立期間である２

回の被保険者期間は同一の記号番号で管理されているが、申立期間後の被保険

者期間は別の記号番号となっていることから、脱退手当金を受給したために、

記号番号が異なっていると考えるのが自然である。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4511 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年 10月 25日から 47 年９月 29日まで 

    社会保険事務所に年金記録の照会申出書を提出したところ、Ａ社に勤務し

ていた昭和 36 年 10 月 25 日から 47 年９月 29 日までの期間について脱退手

当金支給済みとの回答を受けた。 

脱退手当金を請求した記憶は無く、受給していないので、申立期間を厚生

年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶は無く、受給していな

いとしている。 

   社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保険者資

格の喪失日から約３年11か月後の昭和51年８月２日に支給決定されていると

ころ、申立人の脱退手当金裁定請求書は同年６月 21 日に管轄の社会保険事務

所に提出されていることが確認できる。 

   そこで、申立人の脱退手当金裁定請求書を見ると、署名及び押印がなされて

いる上、同請求書に記載されている住所は当時の申立人の住所と一致している

ほか、脱退手当金が住所地に近いＢ銀行Ｃ支店での通知払（隔地払）とされて

いることを踏まえると、自宅に送付された脱退手当金の支払通知書を同銀行に

持参して脱退手当金を受給したものと考えるのが自然である。 

   また、申立人は申立期間後に申立期間と同一の事業所において厚生年金保険

に加入しているところ、厚生年金保険被保険者記号番号は申立期間と申立期間

後では別の記号番号となっていることから、脱退手当金を受給したために記号

番号が異なっていると考えるのが自然である。 

さらに、脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理



に不自然さはうかがえないほか、申立人から聴取しても受給した記憶が無い

というほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当た

らない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人

は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。



大阪厚生年金 事案 4512 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年３月 22日から 34 年５月８日まで 

    厚生年金保険加入期間について、社会保険事務所に照会申出書を提出した

ところ、Ａ社に勤務していた期間とその後のＢ社及びＣ社の２社で勤務して

いた期間について、それぞれ脱退手当金支給済みとの回答を受けた。 

    Ｂ社及びＣ社における厚生年金保険加入期間については、社会保険事務所

で脱退手当金を受給したことは記憶しているが、その前に勤めたＡ社の加入

期間に係る脱退手当金については請求した記憶は無く受け取った覚えも無

いので、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に対しては、申立期間後のＢ社及びＣ社における厚生年金保険被保険

者期間についても別途脱退手当金が支給されているが、その際、仮に申立期間

の脱退手当金が支給されていなければ、当該申立期間についても併せて請求手

続がとられるべきところ、申立人は申立期間後の被保険者期間のみ手続したと

主張していることを踏まえると、申立期間については既に脱退手当金が支給さ

れていたため請求しなかったと考えるのが自然である。 

また、申立人の脱退手当金は昭和 35 年５月 12 日に支給決定されているが、

当時は、通算年金制度創設前であるほか、申立人の厚生年金保険被保険者記号

番号は、申立期間と申立期間後では別の記号番号となっていることから、脱退

手当金を受給したために異なっていると考えるのが自然である。 

さらに、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無いほか、申立人

から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していな

いことをうかがわせる事情は見当たらない。 

  これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人

は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。



大阪厚生年金 事案 4513 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住 所 ：  

 

   ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34年３月 23日から 38年９月 29日まで 

             ② 昭和 38年 12月 26日から 46年７月 21日まで 

   昭和 34年３月にＡ社に入社し、38年９月に退職した後、同年 12 月 26日

にＢ社に入社し 46年７月 21日に退職した。 

56 歳から年金がほしかったので社会保険事務所に手続に行ったところ、

Ａ社及びＢ社における厚生年金保険加入期間については、脱退手当金支給済

みとの回答を受けた。 

退職当時、脱退手当金について会社から何の説明も無く、受け取った記憶

も無いので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶は無く、受給していな 

いとしている。 

   社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保険者資

格の喪失日から約４か月後の昭和 46 年 11 月 22 日に支給決定されていること

が確認できる。 

そこで、申立人に係る脱退手当金裁定請求書を見ると、署名及び押印がなさ

れている上、昭和 46年９月 17日付けで申立人の当時の住所地に近いＣ社会保

険事務所において受け付けられた後、同年 10 月 26日に裁定庁のＤ社会保険事

務所に転送され、同年 11月 22日付けの脱退手当金支払済みの押印が認められ

るほか、申立人の脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務

処理に不自然さはうかがえない。 

   また、Ｂ社の厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の前後計 80 人の

うち、脱退手当金の受給要件を満たし、申立人と同一時期（おおむね２年以内）



に資格を喪失した女性７人について、脱退手当金支給記録を調査したところ、

受給者は申立人を含め５人みられ、うち４人が資格喪失後約６か月以内に支給

決定されている上、受給者のうち２人から、会社が代理請求していたと思う旨

の陳述を得たことを踏まえると、事業主による代理請求がなされた可能性が高

いものと考えられる。 

さらに、申立人の厚生年金保険被保険者記号番号は、申立期間と申立期間後

では別の記号番号となっていることから、脱退手当金を受給したため異なって

いると考えるのが自然である。 

加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4514 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年４月１日から４年８月 17日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、申立期間

が未加入期間となっていた。申立期間はＡ社で勤務し、平成元年４月 10

日付けの雇用契約の覚書に厚生年金保険加入についての記載があるので、

申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社で勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し

立てている。 

しかし、Ａ社は、「申立人は、当社の従業員ではなく外注先の従業員であっ

たので、厚生年金保険には加入しておらず、保険料控除もしていない。」とし

ており、申立期間当時の同僚も「申立人は、いわゆる持込契約で、厚生年金

保険及び健康保険には加入していなかった。」と陳述している。 

また、申立人は、「申立期間当時、何度か保険について会社に確認したが返

事は無かった。」と陳述している上、会社から健康保険証を受け取った記憶は

無く、給与からの保険料控除についても記憶は明確ではない。 

さらに、Ｂ業厚生年金基金及び雇用保険の記録をみても、申立人の申立期

間に係る被保険者記録は無い。 

なお、申立人が雇用契約の覚書を書いてもらったとしているＡ社と同住所

地にある事業所の従業員は、「申立人のことは記憶しているが、覚書及び申立

人の勤務の契約内容については記憶が定かではない。」旨陳述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料及び

周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4515 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 45年４月１日から 46年４月１日まで 

  ② 昭和 46年６月 18日から同年９月１日まで 

  ③ 昭和 47年５月 20日から同年 12月 30日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、申

立期間の加入記録が無いとの回答を得た。 

申立期間①については、昭和 45年４月１日からＡ社に勤務したのに、 

   社会保険事務所には、46年４月１日からの加入記録しかない。 

申立期間②及び③については、Ａ社から独立したＢ社において、昭和 46

年６月 18 日から 47 年 12月 30 日まで勤務したのに、社会保険事務所には、

46 年９月１日から 47 年５月 20 日までの加入記録しか無く、前後の期間の

記録が無い。 

    申立期間①、②及び③について、厚生年金保険被保険者であったことを 

   認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ａ社に勤務し、厚生年金保険に加入してい

たと申し立てている。 

しかし、申立人は「24歳で大学を卒業し、Ａ社に入社した。」と陳述してい

るところ、申立期間はまだ 23歳で大学在籍中であり、陳述と符合しない。 

また、申立人が昭和 45 年４月に同期入社したとする同僚の厚生年金保険の

資格取得日は、申立人と同一日の 46年４月１日である。 

さらに、社会保険事務所の厚生年金保険被保険者記号番号払出簿において、

申立人の被保険者記号番号は昭和 46 年５月に払い出されており、また、Ａ社

に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿においても申立期間に健康保険整

理番号の欠番は無く、払出簿及び名簿の記録に不自然な点も見当たらない。 



加えて、Ａ社は、昭和 50 年に厚生年金保険の適用事業所では無くなってお

り申立期間当時の関連資料は保存されておらず、事業主は申立人を記憶してい

ないことから、申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控除の状況は確

認できず、申立期間当時に同社で被保険者記録のある従業員に照会しても、申

立人の申立期間に係る勤務実態を確認できる陳述は得られなかった。 

申立期間②については、雇用保険の記録から、申立人が申立期間に、Ｂ社に

勤務していたことは認められる。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは、申立人が被保険者資格を取得した日と同一日の昭和 46 年９月１日

であり、申立期間は適用事業所ではない。 

また、申立人と同様にＡ社からＢ社へ異動した事業主を含む９人の者の被保

険者記録も、社会保険事務所の記録において申立期間は未加入となっている。 

さらに、Ｂ社の元事業主は、「厚生年金保険加入手続はＢ社設立時から２か

月から３か月遅れた。その間は、厚生年金保険料は給与から控除していないは

ずである。」と陳述している。 

申立期間③については、申立人は、昭和 47年 12月までＢ社に継続して勤務

し、厚生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかし、申立人は、Ｂ社退職後、ＣからＤに転居したと陳述しているところ、

戸籍の附票において、申立人が申立期間中の昭和 47 年７月にＤへ転居してい

ることが確認できる。 

また、申立人と同時期にＢ社を退社したとする同僚の同社における被保険者

資格の喪失日は、申立人の記録と同じ昭和 47年５月 20日である。 

さらに、雇用保険の記録における申立人の離職日は昭和 47年５月 20日であ

り、厚生年金保険の資格喪失日と一致している。 

このほか、申立期間①、②及び③に係る申立人の厚生年金保険料控除を確認

できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4516 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 34年５月から 35年３月 30日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間の記録が無い旨の回答をもらった。申立期間について、厚生年

金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が記憶しているＡ社の同僚の陳述から、期間は特定できないものの、

申立人が申立期間当時に同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社は、申立期間当時の従業員に係る資料は保管しておらず、申立

期間当時の事業主は既に死亡していることから、申立人の申立期間における同

社での勤務実態及び保険料控除の状況を確認することはできない。 

また、前述の同僚のうち、経理担当者は、「申立期間当時におけるＡ社の従

業員数は約 60 人であったが、男性社員も女性社員も厚生年金保険に加入させ

ないのが普通であった。」と陳述しており、社会保険事務所の同社に係る健康

保険厚生年金保険被保険者名簿から確認できる申立期間当時の被保険者数は

８人から 10 人と少ないことから、同社では、必ずしも従業員全員を厚生年金

保険に加入させていた訳ではないことが推認される。 

さらに、当該被保険者名簿において、申立期間の健康保険整理番号に欠番は

無く、同名簿の記録に不自然な点も見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除を確認できる関連

資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4517 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 22年２月 26日から 24年 10月 13日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。

申立期間も継続して同社に勤務していたので、厚生年金保険被保険者であっ

たことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が記憶する同僚の陳述から判断して、申立人が申立期間にＡ社に継

続して勤務していたことは推認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ａ社は、昭和 22 年２月 26 日に厚生

年金保険の適用事業所では無くなっており、申立期間は適用事業所ではない。 

また、Ａ社と同時期に存在していたＢ社は、昭和 22年４月１日から事業所

名をＣ社に変更し、25 年１月まで厚生年金保険の適用事業所であったことか

ら、Ａ社も同様に事業所名を変更して、引き続いて厚生年金保険の適用事業

所であった可能性について、社会保険事務所の事業所索引簿を調査したが、

Ｄ県Ｅ市内において 19 年４月から 23 年３月までの期間にＡ社から名称変更

したと考えられる厚生年金保険の適用事業所は確認できなかった。 

さらに、申立期間当時の事業主は既に死亡しており、申立人の申立期間に

おける厚生年金保険料控除の状況を確認することはできない。 

加えて、前述の同僚からは、申立人の申立期間に係る保険料控除について

の有力な陳述は得られなかった上、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚

生年金保険被保険者名簿において被保険者記録の有る同組合の従業員につい

ても、死亡又は連絡先不明のため申立人の申立期間当時の事情を確認するこ

とはできない。 



このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除を確認できる関

係資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4518 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ：  昭和 42年９月 24日から 44年６月まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間の加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間に同社で勤

務していたことは間違いないので、厚生年金保険被保険者であったと認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社で勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し

立てている。 

しかし、Ａ社は、「当社が保管する①昭和 20 年以降の厚生年金保険の加入

に係る従業員台帳、②39年から 58年までの当社Ｂ支社の失業保険台帳、③事

務職以外の全従業員を対象とするＣ講習の受講履歴（昭和 43年２月分及び同

年３月分。）のいずれにおいても申立人の氏名は確認できなかったことから、

申立人は当社の社員ではなく、協力会社の従業員であったと推測され、当社

では厚生年金保険に加入させていないはずである」としている。 

また、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

おいて、申立期間に被保険者記録の有る複数の従業員に照会しても、申立人

を記憶している者はいない。 

さらに、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除については、申立

人に明確な記憶が無く、また、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無

い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4519 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 13年６月から 16年７月まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、申立期間

の加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間は、Ａ社で正社員として勤

務していたので、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時にＡ社で社会保険事務を担当していた元役員から提出された

給与支給に関する資料及び複数の元従業員の陳述から判断すると、申立人が、

申立期間のうち、平成 13年６月ごろから 15 年６月ごろまで、同社に勤務して

いたことは推認することができる。 

しかし、前述の給与支給に関する資料を見ると、申立期間のうち、平成 13

年８月から 14 年７月までの給与支給が確認できるが、当該期間において、申

立人の給与から厚生年金保険料の控除は行われていない。 

また、申立期間当時に申立人の採用面接を行ったとするＡ社の元従業員は、

「申立人はパート職員として採用した。当時、Ａ社では、パート職員は社会保

険に加入させていなかったので、申立人は厚生年金保険に加入していないと考

える。」と陳述している。 

さらに、申立期間当時にＡ社の社会保険事務を受託していた労務管理事務所

も、「事務所で作成していたＡ社に係る社会保険の被保険者処理台帳を確認し

ても申立人の氏名は無いことから、申立人の社会保険加入手続は行っていない。

同社の従業員には、正社員のほかにアルバイト職員等が存在し、同社は、アル

バイト職員等は社会保険に加入させていなかったようである。」としている。 

加えて、申立人の申立期間に係る雇用保険の加入記録は確認できない上、申

立人は、申立期間を含む平成 12年８月から 18年９月まで国民健康保険に加入



しているとともに、申立期間のうち、13 年６月及び同年７月については、国

民年金保険料を納付していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除を確認できる関連

資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4520 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年４月１日から同年８月 21日まで 

             ② 昭和 39年 10月１日から 41 年 11 月 30日まで                        

厚生年金保険の加入期間について社会保険事務所に照会したところ、申立

期間①及び②の加入記録が無いとの回答をもらった。当該期間は厚生年金保

険の被保険者として間違いなく勤務していたので、厚生年金保険の被保険者

であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、同僚の陳述から判断すると、申立人は申立期間①当時、

Ａ社に勤務していたと推認される。 

しかしながら、当時の事業主の所在は不明である上、Ａ社は昭和 39 年９月

30 日に解散しており、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除等につい

て確認することはできなかった。 

一方、社会保険庁の被保険者記録をみると、申立人は、昭和 38年６月から

42年４月までにおいて国民年金に加入し、このうち申立期間①を含む 39年４

月から 40年３月までについては、申請により国民年金保険料を全額免除され

ていることが確認できる。 

また、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿をみると、申立期間①において、

健康保険の整理番号に欠番は無く、記録に不自然な点も見当たらない。 

さらに、申立人はかつて生年月日が誤って記録されていたことがあるとも主

張していることから、社会保険庁の記録において、生年月日の違い及び氏名の



読み方の違いによる検索を行ったが、申立期間①に申立人に該当する厚生年金

保険被保険者記録は無い。 

このほか、申立期間①において厚生年金保険料が事業主により給与から控

除されていたか否かについては、申立人に明確な記憶が無く、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

申立期間②について、同僚の陳述から判断すると、申立人は、申立期間②

当時、Ｂ社に勤務していたと推認される。 

しかしながら、当時の事業主の所在は不明となっている上、Ｂ社は昭和 54

年 12月２日に解散しているため、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控

除等について確認することはできなかった。 

一方、社会保険庁の被保険者記録をみると、申立人は、前述のとおり、昭

和 38 年６月から 42 年４月まで国民年金に加入し、申立期間②を含む 39 年

10月から 40年３月までの期間及び 41年 10 月から 42年３月までの期間につ

いては、申請により国民年金保険料を全額免除されている上、40年４月から

41年９月までの期間については、国民年金保険料を現年度納付していること

が確認できる。         

また、Ｂ社に係る厚生年金保険被保険者名簿をみると、申立期間②におい

て健康保険の整理番号に欠番は無く、記録に不自然な点も見当たらない。 

さらに、社会保険庁の記録において、申立人の生年月日の違い及び氏名の

読み方の違いによる検索を行ったが、申立期間に申立人に該当する記録は無

い。 

このほか、申立期間②において厚生年金保険料が事業主により給与から控

除されていたか否かについては、申立人に明確な記憶が無く、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4521 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ① 昭和 29年ごろから 33年ごろまで 

             ② 昭和 61年４月１日から平成２年ごろまで 

    申立期間①については、Ａ社という会社で勤務し、厚生年金保険にも加入

していたように思う。しかし、社会保険庁の記録では、同社で勤務していた

すべての期間について記録が無いので、納得できない。 

    申立期間②については、昭和 61 年４月１日にＢ社という会社を設立し、

代表取締役として平成２年ごろまで勤務していた。しかし、社会保険庁の記

録では、同社が社会保険の適用事業所とされていないとの回答を得たが、厚

生年金保険に加入していたと思うので、厚生年金保険被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社の回答から判断すると、期間は特定できないもの

の、申立人が同社で勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、社会保険庁の記録によると、Ａ社が社会保険の適用事業所と

なった日は、昭和 35 年５月１日であり、申立期間①は、適用事業所となる前

の期間に当たる。 

また、Ａ社は、「適用事業所となる前に給与から厚生年金保険料は控除して

いなかったと思う。」と陳述している。 

一方、社会保険庁の被保険者記録をみると、申立人は申立期間①と一部重な

る昭和 32年８月１日から同年８月 25日までは、Ｃ社という事業所において厚

生年金保険に加入している記録が確認できる。 

このほか、申立人の申立期間①における保険料控除を確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 



申立期間②について、申立人は、Ｂ社で代表取締役として勤務していたと

申し立てているところ、同社の商業登記簿から、申立人が申立期間②におい

て代表取締役として勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、社会保険事務所の記録では、Ｂ社は厚生年金保険の適用事

業所としての記録は見当たらない。 

また、Ｂ社の社会保険事務を担当していたとする社会保険労務士は亡くな

っており、申立人の厚生年金保険料の控除についての事情を確認することが

できない上、同社の商業登記簿に記載されている申立人以外の役員について

も、申立期間当時における厚生年金保険の加入記録は見当たらなかった。 

さらに、申立人がＢ社設立前に勤務していたＤ社の厚生年金保険被保険者

名簿を見ると、昭和 61年４月１日に被保険者資格を喪失した際に、継続療養

給付受給者であることを示す押印がされていることが確認できることから、

申立人は、Ｂ社が社会保険の適用事業所では無かったために、継続療養給付

の受給手続を行ったものと考えられる。 

一方、商業登記簿によると、申立人は申立期間において、Ｂ社の代表取締

役に就任していることが確認でき、同社における厚生年金保険の適用状況等

について知り得る立場であったと考えられる。 

加えて、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等によ

る検索を行ったが、申立人の申立期間②における被保険者記録は見当たらな

い。 

このほか、申立人が申立期間②において事業主により給与から厚生年金保

険料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4522 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ① 昭和 32年 10月 15日から 33年７月１日まで 

  ② 昭和 33年７月１日から 38年ごろまで 

  ③ 昭和 38年ごろから 43年１月１日まで 

私は、Ｈ学校を卒業後、Ａ社Ｂ支社に昭和 33 年６月末まで勤務し、その

後、同年７月１日から知人の紹介でＣ市のＤ市場にあったＥ社で 38 年ごろ

まで勤務した。 

しかし、Ａ社での社会保険庁の被保険者記録は５か月しかなく、また、Ｅ

社については記録がすべて無い。 

さらに、その後に昭和 38 年ごろから勤務したＦ社でも社長が年金に入れ

てくれる約束だったが、厚生年金保険の記録が無いので納得できない。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ａ社Ｂ支社に昭和 32 年５月 10 日から 33

年６月末まで勤務したと申し立てている。 

しかしながら、Ａ社の現在の事業主は、当時の資料が無く、申立人の退職時

期については不明としているほか、同社において厚生年金保険の加入記録があ

る同僚を抽出し、申立人の退職時期や勤務期間等について照会したが、いずれ

も不明と回答しており、資格喪失日である昭和 32 年 10月 15 日以降の在職を

確認することができなかった。 

一方、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人と同時期の昭

和 32 年４月に入社した申立人と同年齢又は一歳年長の７名の同僚のうち、６

名が同年５月から同年 10 月までにかけて資格を喪失していることが確認でき

ることから、当時、同社では何らかの事情により、申立人と同時期に厚生年金



保険の資格を喪失させていたことがうかがえるが、これら６名の同僚の所在は

いずれも不明であり、当時の事情について確認することはできなかった。 

また、Ａ社の現在の社会保険事務担当者からは、「申立期間当時の資料は残

っていないものの、当時、仕事が続かずに半年程度で辞める新入社員及びアル

バイトが多かった。」旨陳述が得られた。 

さらに、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による

検索を行っても、申立人の申立期間①における被保険者記録は確認できなかっ

た。 

このほか、申立人が申立期間①において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

申立期間②について、申立人は昭和 33 年７月１日からＤ市場内にあったＥ

社で勤務していたと申し立てている。 

しかしながら、Ｅ社については、社会保険事務所の記録において、厚生年金

保険の適用事業所としての記録は無く、また、Ｅ社の本社及び支社共に、所在

地を管轄する法務局に商業登記の記録も無い。 

さらに、申立人は事業主及び同僚の氏名を記憶していないため、これらの者

から申立人の厚生年金保険の加入状況等について確認することができない。 

加えて、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による

検索を行っても、申立人の申立期間②における被保険者記録は確認できなかっ

た。 

このほか、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の控除については、申

立人に具体的な記憶は無い上、申立人が申立期間において事業主により給与か

ら厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事

情も見当たらない。 

申立期間③について、Ｆ社の複数の同僚は申立人が申立期間に勤務していた

と陳述していることから、入社日については特定できないものの、申立人が申

立期間当時、Ｆ社で勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、社会保険事務所の記録では、Ｆ社が厚生年金保険の適用事業

所となったのは、同事業所が法人化しＧ社となった昭和 43年１月１日であり、

申立期間③は同社が適用事業所となる前の期間に当たる。 

また、社会保険庁の記録によると、当時の事業主を含め 16 人が申立人と同

様にＧ社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 43 年１月１日付けで厚生

年金保険の被保険者資格を取得していることが確認できる。 

さらに、申立期間当時の事業主の妻は、「当時の資料が無く、詳細は不明な

がら、厚生年金保険の適用事業所となる前から厚生年金保険料を控除していた

とは考えられない。」と陳述している。 

加えて、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による

検索を行っても、申立人の申立期間③における被保険者記録は確認できなかっ



た。 

このほか、申立人の申立期間③に係る厚生年金保険料の控除については、申

立人に具体的な記憶は無い上、申立人が申立期間において事業主により給与か

ら厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事

情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、②及び③に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4523 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 12年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年７月から 34年７月１日まで 

    私は、昭和 27 年７月から 37 年３月 31 日までＡ社においてＢ業務従事者

として勤務し、会社から健康保険証をもらっていた。 

    しかしながら、社会保険庁の記録では、申立期間については厚生年金保険

が未加入とされている。 

    申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が記憶していた同僚の陳述から判断すると、申立人は申立期間にＡ社

において勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、社会保険事務所の記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事業

所となった日は昭和 31年６月１日であり、申立期間のうち、27年７月から 31

年６月１日までの期間は同社が適用事業所となる前の期間に当たる。 

また、Ａ社の当時の事業主は既に亡くなっていることから、当該期間におけ

る保険料控除について確認することができないほか、保険料控除をうかがわせ

る関連資料及び周辺事情も見当たらなかった。 

一方、申立人の厚生年金保険の資格取得日が昭和 34 年７月１日と記録され

ているところ、Ａ社の当時の事業主の息子からは、「当時は社員の出入りが激

しかったため、入社と同時には厚生年金保険に加入させていなかったと思う。」

との陳述が得られた。 

また、上記被保険者名簿をみると、申立人が同職種の同僚で申立人よりも早

く入社していたとして名前を挙げた者の資格取得日は、申立人より後の昭和

34 年８月１日となっており、申立人とほぼ同時期に入社したとして名前を挙

げた同僚の資格取得日も 36 年４月１日となっていることが確認できることか



ら、Ａ社では、何らかの事情により、新規適用と同時には申立人及び当該複数

の同僚を厚生年金保険に加入させていた訳では無かったことが考えられるほ

か、上記同僚は、「厚生年金保険に加入するまでの期間は、給与から厚生年金

保険料を源泉控除されていなかった。」旨陳述している。 

さらに、Ａ社に係る被保険者名簿の健康保険整理番号に欠番は無く、同名簿

の記録に不自然な点も見当たらない。 

 加えて、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による

検索を行ったが、申立期間において申立人に該当する被保険者記録は見当たら

ない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる

関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4524 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①  昭和 35年４月 21日から同年６月まで 

             ②  昭和 35年６月から 36年１月まで 

             ③  昭和 36年 11月から 38 年 10月まで 

             ④  昭和 38年 10月から同年 12月まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、申立期間の

加入記録が無いと回答を受けた。 

申立期間①は、昭和 35年３月に高校を卒業後、学校の紹介でＡ社に就職

し、同年４月から同年６月までの３か月の給与をもらってから退職したと記

憶しているのに、同年４月 21日までの加入記録しかない。  

また、申立期間②は、Ａ社を退職後、昭和 35年６月にＢ社に入社し、翌

36年１月まで勤務した。給与から所得税と健康保険料が控除されていたと

思う。 

さらに、申立期間③はＣ社に、申立期間④はＤ社に、それぞれ勤務した。 

申立期間①、②、③及び④について、厚生年金保険被保険者であったこと

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、昭和 35 年３月から申立期間も継続して

Ａ社に勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社は既に合併解散しており、合併後のＥ社も申立期間当時の資料

を保存していないことから、申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控

除の状況は確認できない。 

また、申立人と同じ高校を卒業しＡ社に同期入社した同僚は、申立人の在籍

期間を覚えておらず、同社で申立期間に資格を取得している従業員に照会して

も、申立人の在籍期間を記憶している者はいない。 



申立期間②については、同僚の陳述から判断して、期間は特定できないもの

の、申立人がＢ社に勤務していたことは推認することができる。 

しかし、Ｂ社は、申立期間当時の資料を保存しておらず、申立期間当時の経

理担当者も死亡していることから、申立人の申立期間に係る保険料控除等の状

況は確認できない。 

また、Ｂ社は、申立期間当時、３か月から５か月の試用期間が有り、その間

は厚生年金保険に加入させていなかったと回答している。 

さらに、同僚の一人は、昭和 28 年に高校を卒業してＢ社に入社し、２年か

ら３年の間勤務したとしているが、社会保険庁において該当する加入記録は無

く、また、その後 32年ごろに再入社したとしているが、35年２月に厚生年金

保険被保険者の資格を取得していることが確認できる。 

申立期間③については、事業所の所在地等に関する申立人の記憶が明確であ

ることから判断して、期間は特定できないものの、申立人がＣ社に勤務してい

たことは推認することができる。 

しかし、Ｃ社は、社会保険事務所において、厚生年金保険の適用事業所とし

ての記録は無い。 

また、申立期間当時の事業主は死亡している上、同事務所の業務を引き継い

だとする会計事務所は申立期間当時の資料を保存していないことから、申立人

の申立期間に係る保険料控除等は確認できない。 

申立期間④については、申立人は、Ｄ社に勤務し、厚生年金保険に加入して

いたと申し立てている。 

しかし、Ｄ社は昭和 45年に解散しており、申立期間当時の事業主及び経理

担当者は死亡していることから、申立人の申立期間に係る勤務実態及び保険料

控除の状況は確認できない。 

また、社会保険事務所のＤ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお

いて申立期間に加入記録の有る従業員に照会しても、申立人の在籍を記憶して

いる者はいない。 

さらに、当該被保険者名簿を見ると、Ｄ社では、厚生年金保険の適用事業所

となった昭和 38年４月１日に８人の従業員が資格を取得しているが、その後

同社が 39年２月に適用事業所では無くなるまでの間、新たに資格を取得した

者は確認できない。 

このほか、申立人が申立期間①、②、③及び④において、厚生年金保険料を

控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間①、②、③及び④に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4525 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年８月１日から 50年２月１日まで              

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答を受けた。同社には、

伯母の紹介で昭和 47年に入社し 56年まで継続して勤務した。申立期間も、

同社のＢ支社で勤務していたので、厚生年金保険被保険者であったことを認

めてほしい。 
 

第３ 委員会の判断の理由 

     Ａ社が保管している登録原簿（人事記録）から判断して、申立人が申立期間

もＤ職として同社に勤務していたことが確認できる。 

しかし、Ａ社が保管する社会保険料徴収台帳には、申立人が昭和 48年８月

１日に同社Ｂ支社で厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、その後、50年２

月１日に同社Ｃ部で再び資格を取得していることが記録されており、これは社

会保険事務所の厚生年金保険加入記録と一致する。 

また、申立人は、申立期間当時の勤務状況について、成績は悪かったが基本

給の支給はあったとしているところ、Ａ社の現在の人事総務担当者は、「申立

期間当時は、目標を達成できなかったＤ職員はＤ嘱託に身分を変更し、厚生年

金保険に加入させない取扱いであった。申立期間については、申立人がＤ職員

からＤ嘱託に変更になったとしか考えられない。」と陳述している。 

さらに、前述の人事担当者は、資格喪失後に厚生年金保険料を給与から控除

することは無いとしている。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 4526 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 32年８月から 33年８月まで 

           ② 昭和 33年９月から 34年２月まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、申立期間の

加入記録が無いという回答をもらった。 

申立期間①については、兄の紹介で入社したＡ社（現在は、Ｅ社。）の工

場で約 1年間勤務した。入社後 1か月ほどして、工場がＨ市から I市に移転

したことを覚えている。また、Ｊ業務に従事していたが、当時は仕事が忙し

く残業も多かったので、残業手当の額を確認するために給与明細書を見た際、

厚生年金保険料が控除されていたのを見たように思う。 

申立期間②については、Ａ社を退職後いったん帰郷したが、再度Ｈ地へ来

て、友人の紹介で、Ｂ社又はＣ社という名称の事業所で６か月程度勤務した。

同事業所では、Ｄ社の運搬などを行っていた。 

申立期間①及び②とも、勤務していたことは間違いないので、厚生年金保

険被保険者であったと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、同僚の証言から判断すると、期間は特定できないも

のの、申立人が、申立期間当時にＡ社に勤務していたことは推認することがで

きる。 

しかし、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を

見ると、申立人より先に入社し申立人に同社を紹介したとされる申立人の兄の

資格取得日は、同人が入社したとされる昭和 32年３月から 1年６か月後の 33

年８月１日となっている。 



また、当該被保険者名簿において申立期間に加入記録の有る複数の同僚は、

Ａ社では試用期間があったとしており、別の同僚の資格取得日をみても、自身

が記憶する入社時期より６か月から２年近く後の日付となっている。 

これらのことから、Ａ社では、申立期間当時、入社後すぐに従業員を厚生年

金保険に加入させる取り扱いをしていなかったことが推認され、申立人は、厚

生年金保険の加入前に同社を退職した可能性も考えられる。 

なお、Ｅ社では、当時の厚生年金保険の加入の取扱いは資料も無く不明であ

るが、加入させていない者から保険料を控除することはしていないはずである

としている。 

申立期間②については、申立人は、Ｂ社又はＣ社という名称の事業所で勤務

し、厚生年金保険に加入していたと申し立てている。 

また、Ｄ社の総務部門を継承するＦ社は、保管する申立期間の資料に、Ｂ社

又はＣ社という名称の協力会社は見当らず、申立人がＫを運搬していたとする

Ｄ社Ｇ工場の社員名簿にも、申立人の氏名は確認できないとしている。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る保険料控除を確認できる関連資

料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4527 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：      

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 28年６月１日から 32年２月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ店に勤務

した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を得た。 

Ａ店は、Ｃ卸売市場内の仲買店であり、昭和 27 年４月から 37年 10 月ま

で勤務した。 

申立期間も継続して勤務しており、勤務状況にも変化は無かったので、申

立期間について厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していたＡ店は、事業主及び申立人を含む従業員２人の個人商

店であり、社会保険事務所の記録によれば、３人は、Ｂ組合の被保険者として

厚生年金保険に加入していたことが確認できる。 

しかし、社会保険事務所のＢ組合に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿をみると、Ａ店の事業主及び２人の従業員は昭和 28年６月１日に被保険者

資格を喪失し、その後 32年２月１日に事業主を除く２人が同組合において資

格を再取得しており、また、その時に新たに厚生年金保険被保険者記号番号

が付与されている上、当該名簿の申立期間の健康保険の整理番号に欠番は無

い。 

また、当該名簿において昭和 28年９月１日に被保険者記録が有る者につい

ては、標準報酬月額の変更が行われた記載があるが、事業主及び２人の従業

員は当該記載が無いことから、同年６月以降も被保険者であったとは考え難

く、申立期間当時、同商店では何らかの事情により厚生年金保険の被保険者

資格を喪失させたものと考えられる。 

さらに、Ａ店の当時の事業主は既に死亡しており、もう１人の従業員は連



絡先不明のため、これらの者から申立人に係る申立期間の保険料控除等は確

認できない上、申立人自身も、保険料控除についての明確な記憶を有してい

ない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料及び

周辺事情は無い。  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4528 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  平成６年８月１日から７年４月 28日まで 

申立期間当時、私はＡ社の代表取締役であったが、平成７年２月ごろから  

厚生年金保険料の支払が滞ったところ、社会保険事務所から、過去に納付し

ていた標準報酬月額 50 万円の保険料について、申立期間の標準報酬月額を

９万 8,000円にするように指示され、素直に従った。 

しかし、申立期間の実際の標準報酬月額は、訂正前の 50 万円であったの

で、正しい記録に訂正してほしい。 

            

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が代表取締役を務めていたＡ社は、社会保険事務所の記録により、平

成７年４月 28日に厚生年金保険の適用事業所では無くなっているところ、申

立人の申立期間の標準報酬月額は、同年４月 28日付けで６年８月１日にさか

のぼって 50万円から９万 8,000円に減額処理が行われていることが確認でき

る。 

   しかしながら、申立事業所に係る閉鎖登記簿謄本から、申立人が当該事業所

の代表取締役であったことが確認できる。 

   また、申立人は、平成７年２月ごろから厚生年金保険料の支払が滞ったとこ

ろ、社会保険事務所から、標準報酬月額引下げの指導があり、これに従い届出

を行ったとしている。 

   これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、

自らの標準報酬月額に係る記録訂正に同意しながら、当該標準報酬月額の減額

処理が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立人の厚生

年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4529 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年３月１日から同年５月１日               

私は、昭和 36 年３月１日にＡ社Ｂ支店へ入社した。会社の在職証明書と

定年退職者の会であるＣ会の名簿には入社日が同年３月１日と記載されて

いるのに、厚生年金保険の資格取得日が同年５月１日からとなっていること

に納得がいかない。申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、昭和 36年３月１日から 47年４月１日までＡ社Ｂ支店でＤ職とし

て勤務していたことは、同社から提出された在職証明書及び人事台帳から確認

できる。 

しかし、雇用保険の加入記録をみると、申立人のＡ社における雇用保険被保

険者資格の取得日は、厚生年金保険被保険者資格の取得日と同一日の昭和 36

年５月１日であることが確認できる。 

また、申立期間前後にＡ社Ｂ支店に入社した申立人と同じ作業職の同僚８人

の厚生年金保険の加入状況をみると、入社から 12 日から３か月後に厚生年金

保険に加入していることが認められることから、同社では、入社後、一定期間

が経過した後に厚生年金保険に加入させていたものと考えられる。 

さらに、上記同僚の一人は「勤務後しばらくしてから給与の手取りが減った

とＤ職の同僚複数名が話していたことを覚えている。」と陳述していることか

ら、入社後、一定期間が経過した後に厚生年金保険料の控除が始まったために

給与手取額が減額したものと推定できる。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

が控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4530 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47年６月１日から同年 10月１日まで 

     私は、昭和 47年６月１日から同年 10月１日までの期間、Ａ社でアルバイ

トとして勤務し、同年 10 月１日に臨時職員となり、同じＡ社で 48 年 10 月

１日まで勤務をした。 

    私よりも２か月早く、昭和 47年４月１日から同社で勤務をしていた同僚

及び 48年４月１日から勤務をした同僚はアルバイトの期間も厚生年金保険

の被保険者となっているのに、私のアルバイト期間だけが被保険者とされ

ていないことに納得ができない。申立期間について、厚生年金保険被保険

者として認めて欲しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の元職員及び同社で勤務していた同僚の陳述から判断すると、申立人が

申立期間のうちの一定期間、Ａ社でアルバイト勤務していたことは推定できる。 

しかし、雇用保険の加入記録をみると、申立人は、臨時職員に採用された

昭和 47 年 10 月１日にＡ社で雇用保険被保険者資格を取得しており、厚生年

金保険被保険者資格の取得日と一致していることが確認できる。 

また、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から申立人の資格取得日の前

後に資格を取得した 29 人の同僚にアルバイト期間の有無につき照会したと

ころ、回答が得られた 21人のうちの５人が臨時職員に採用される前にアルバ

イト期間があったと陳述している。しかし、当該５人のアルバイト期間に係

る厚生年金保険の記録は無く、申立人と同様に臨時職員に採用された時点で

雇用保険及び厚生年金保険に加入している。 

さらに、申立人が挙げている同僚２人についてもＡ社における雇用保険の

加入日と厚生年金保険の加入日は一致していることが確認できる。 



以上のことから、Ａ社は、雇用保険と厚生年金保険への加入手続を同時に

行っていたものと考えられる。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4531  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住        所 ：  

                

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 52年８月１日から 57年８月１日まで 

     私は、昭和52年８月１日から57年７月末日までの期間、Ａ社に籍を置き、

Ｂ市が管理していた施設等でＣ業務等に従事していた。 

申立期間当時は、国民年金保険料が納付済みになっているが、私は保険料

納付に関与しておらず、同居の母又は妻が納付していたと思うが、厚生年金

保険料を控除されていると国民年金保険料を納めなくてもいいことは知ら

なかったはずである。 

申立期間について、雇用保険の記録も残っており、勤務していたことに間

違いはないので申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が、申立期間においてＡ社で勤務していたことは、雇用保険の加入記

録から確認できる。 

しかし、Ａ社は、｢社会保険の資格取得確認通知書を会社設立時から保存し

ているが、申立人の記録は確認できず、また、当時は、アルバイトは社会保

険に加入させておらず、申立人の当時の身分はアルバイトであったと思う。｣

と回答している。 

また、申立人及びその妻は、申立期間の途中である昭和 52年 11月 28日に

Ｂ市役所において国民年金の手帳記号番号の払出しを受けていることが確認

でき、この件について同市は、｢当時の国民年金の加入手続において、申請者

の厚生年金保険の加入状況は必ず確認していた。｣と回答していることから、

申立人は国民年金加入時点において厚生年金保険に加入していなかったもの

と推定できる。 

さらに、申立人は申立期間において、国民健康保険組合で組合員の家族で



あったことが確認できる。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4532 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名  ：  男（死亡） 

    基礎年金番号  ：   

    生 年 月 日  ：  昭和 16年生 

    住    所  ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 60年 12月１日から 61年８月１日まで 

社会保険事務所に対して、厚生年金保険の被保険者記録照会を行ったとこ

ろ、Ａ社に係る申立期間の標準報酬月額が９万 8,000円であるとの回答を受

けた。当時の給与額は、申立期間前後と同額であったはずで、当該期間だけ

下がっていることに納得がいかない。当時の給与明細及び賃金台帳等の資料

は残っていないが、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録によれば、Ａ社は、平成９年７月１日に厚生年金保険の適

用事業所では無くなっているが、その３年７か月後の 13 年２月９日に、申立

人に係る昭和 61年８月の標準報酬月額の記録が９万 8,000円から 26万円に訂

正されている。 

しかし、当該訂正により申立人の申立期間に係る標準報酬月額が減額された

状況は認められず、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿上も申立期間の標準

報酬月額は９万 8,000円と記録されていることが確認できる。 

また、申立人は、申立期間前後の標準報酬月額（30万円及び 26万円）に比

して、申立期間の標準報酬月額が極端に低いと申し立てている。 

しかし、申立期間当時Ａ社の従業員であった一人は、「社長（申立人）は、

申立期間当時売り上げが不振となり、自分の給料が出せないと言っていた。」

と陳述している。さらに、昭和 60年 12月１日付けで社会保険事務所に届けら

れた申立人に係る標準報酬月額の月額変更届が事業主である申立人の意思に



反して行われたものとは考え難い。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について、申立人が厚生年金保険被保険者として、その主張する標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

とは認められない。



大阪厚生年金 事案 4533 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名  ：  女 

基礎年金番号  ：   

生 年 月 日  ：  昭和３年生 

住        所  ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和 25年８月１日から 35年５月１日まで 

厚生年金保険加入記録について社会保険事務所に照会申出書を提出した  

ところ、Ａ社に勤務していた期間について、脱退手当金支給済みとの回答を

受けた。当時、脱退手当金というものがあること自体知らなかった。 

脱退手当金は請求したことも受給したことも無いので、調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に勤務していた期間について脱退手当金の受給申請手続をし

た記憶が無いことから、脱退手当金は受給していないとしている。 

申立人の厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」

表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生

年金保険被保険者資格の喪失日から約２か月後の昭和35年７月11日に支給決

定されているほか、申立人の厚生年金保険被保険者台帳をみると、脱退手当金

の算定のために必要となる標準報酬月額等を、厚生省（当時）から当該脱退手

当金の裁定庁へ回答した記録を確認することができるなど、一連の事務処理に

不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 4534 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和 56年１月１日から 57年 10月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、申立期間の

加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間はＡ社に在籍し、Ｂ社に派遣

されて勤務していたので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者であ

ったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び申立人が派遣先事業所であったとするＢ社の社員の陳

述から、申立人が、申立期間にＡ社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社は、社会保険事務所において、厚生年金保険の適用事業所とし

ての記録は無い。 

また、Ａ社の元事業主は、「同社は、申立期間も厚生年金保険の適用事業所

とはなっておらず、申立人の給与から厚生年金保険料を控除していなかった。」

と陳述している。 

さらに、社会保険事務所の申立人に係る国民年金の記録をみると、申立人の

国民年金手帳記号番号は、申立期間内である昭和 56年２月 10日に払い出され

ており、また、申立人は、申立期間を含む 55 年４月から 57年９月までの国民

年金保険料を現年度納付していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 4535 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 35年 10月 22日から 36年７月１日まで 

昭和 34 年９月にＡ社（現在は、Ｂ社。）に入社し、43 年９月に退職する

まで同社に継続して勤務していたが、社会保険事務所に厚生年金保険の加入

状況を照会したところ、同社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が

無い旨の回答を受けた。申立期間は、前後の期間と同様に同社Ｃ店で勤務し

ていたので、当該期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間もＡ社Ｃ店に継続して勤務し、厚生年金保険に加入して

いたと申し立てている。 

しかし、Ａ社の事業を継承するＢ社は、申立期間当時の人事記録等の資料を

保管しておらず、申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控除の状況は

確認できない。 

また、申立人が申立期間当時の同僚として記憶している４人の従業員はいず

れも死亡しているため、申立人の申立期間における勤務状況等は確認できず、

社会保険事務所のＡ社Ｃ店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿におい

て、申立期間に被保険者記録の有る元従業員８人に照会しても、申立人の申立

期間における勤務を確認できる陳述は得られなかった。 

さらに、当該被保険者名簿において、申立期間に係る資格の喪失に伴い、申

立人の健康保険証が返納された記録が確認できる。 

 このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料及び周

辺事情は無い。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 4536 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 31年８月ごろから 35年６月ごろまで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ店

に勤務した申立期間の加入記録が無い旨の回答を受けた。Ａ店に勤めていた

のは間違いないので、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったこ

とを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

元従業員の陳述から、期間は特定できないものの、申立人がＡ店で勤務して

いたことは推認できる。 

しかし、申立人が記憶している同僚７人のうち、１人はＡ店において厚生

年金保険被保険者としての記録は無い上、申立期間に同事業所において被保

険者記録が有る複数の元従業員は、「厚生年金保険に加入していない従業員も

いた。」と陳述しており、当該元従業員が記憶している同僚のうちの４人につ

いても、同事業所において厚生年金保険被保険者としての記録は無い。 

また、Ａ店は、昭和 43年に厚生年金保険の適用事業所では無くなっており、

元事業主及び社会保険事務担当者の所在も不明であることから、これらの者

から申立人の勤務実態及び厚生年金保険料控除の状況について確認すること

はできない。 

さらに、社会保険事務所のＡ店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

には、申立期間において健康保険整理番号に欠番は無く、同名簿の記録に不

自然な点もうかがえない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料及び

周辺事情は無い。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 4537 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 29年 11月１日から 31年３月ごろまで 

             ② 昭和 31年３月ごろから 34年９月１日まで 

私は、昭和 29年４月にＡ社に入社し、31年３月ごろに事業主から当該事

業主の親族が経営するＢ社で勤務するよう指示されてＢ社に移るまでＡ社

で勤務したのに、社会保険事務所には、同社に勤務した期間のうち、申立期

間①の厚生年金保険加入記録が無い。 

    また、上記の経緯から、Ｂ社には昭和 31 年３月ごろから勤務したのに、

社会保険事務所では、厚生年金保険の資格取得日が 34 年９月１日と記録さ

れており、申立期間②の加入記録が無い。 

 申立期間①はＡ社に、申立期間②はＢ社に勤務していたので、当該期間も

厚生年金保険被保険者であったと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、昭和 31 年３月ごろまでＡ社に継続して

勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社 は、昭和 30 年 10 月 31 日に厚生年金保険の適用事業所では

無くなっており、同日以降は適用事業所ではない。 

また、申立人が自分よりも後にＡ社を退社したとしている元従業員は、昭

和 30年８月 31日に同社で被保険者資格を喪失していることから、申立人は、

同日以前に同社を退社したものと考えられる。 

そして、申立人が記憶している同僚のうち連絡のとれた１人は、申立人を

記憶しておらず、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿において、申立期間に被保険者記録の有る元従業員３人に照会しても、

申立人を記憶している者はいないことから、申立期間における申立人の勤務



状況を確認することはできない。 

さらに、Ａ社の元事業主及び給与事務担当者は既に死亡しているため、こ

れらの者から申立人の申立期間に係る勤務実態及び保険料控除の状況を確認

することはできない。 

申立期間②については、昭和 33年４月にＢ社に入社した同僚二人の陳述か

ら、時期は特定できないものの、申立人が申立期間のうち、同年４月以前か

ら同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録によると、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業

所となったのは、申立人の同社での被保険者資格取得日と同一日の昭和 34年

９月１日であり、申立期間は適用事業所ではない。 

また、前述の同僚二人は、いずれも、「昭和 33年４月の入社時に、会社か

ら、厚生年金保険は無いと説明を受けた。その後、34 年９月になって厚生年

金保険に加入し、保険料も控除されるようになった。」と陳述しているとこ

ろ、両人の同社における被保険者資格取得日は、昭和 34年９月１日と記録さ

れている。 

さらに、Ｂ社は、昭和 60年に厚生年金保険の適用事業所では無くなってお

り、元事業主及び給与事務担当者も死亡していることから、これらの者から

申立人の申立期間における保険料控除の状況等を確認することはできない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る保険料控除を確認できる関連

資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4538 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 34年３月 26日から同年６月１日まで 

私は、Ａ社及びその系列会社に昭和 33年 11 月から 48年 12月４日まで継

続して勤務していたが、このうち（Ｂ社からＡ社に移籍した申立期間に係る

厚生年金保険の加入記録が無いのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社及びその系列会社に継続して勤務していたと申し立てている。 

一方、社会保険事務所が保管するＢ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿をみると、昭和 34年３月 31日に同社が厚生年金保険の適用事業所では無

くなっていることが確認できる。 

また、社会保険事務所が保管するＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿を見ると、Ｂ社において厚生年金保険被保険者資格を取得していた 33 人

のうち、申立人を含む 20人が昭和 34年６月１日にＡ社において新たに厚生年

金保険被保険者資格を取得していることから、会社間の移籍に係る何らかの理

由により、移籍者については同年６月１日を被保険者資格の取得日としたもの

と考えられる。 

さらに、Ｂ社及びＡ社は既に厚生年金保険の適用事業所で無くなっており、

また、申立期間当時のいずれの事業主の所在も不明であることから、申立人の

申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険料の控除について、事業主から確認

することができなかった。 

加えて、Ｂ社からＡ社に移籍した全員が厚生年金保険の加入記録に３か月の

空白期間が生じていることについて、申立期間当時の複数の同僚は、「Ａ社に

移籍した全員が昭和 34 年６月１日に資格を取得しているのであれば、会社が

何らかの理由で移籍直後は厚生年金保険に加入させなかったためではないか



と思う。また、その間の厚生年金保険料控除については分からない。」と陳述

している。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4539 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

     生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年４月１日から 37年７月 31日まで 

    私は、申立期間においてＡ社に正社員として入社し、Ｂ店（Ｃ市）のＤ業

務を担当していた。途中１か月から２か月の間は辞めたが、社会保険庁の記

録では、全期間が厚生年金保険の未加入期間となっており納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管するＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

から抽出調査した同僚４人の陳述から、在職期間は特定できないものの、申立

人が申立期間当時、同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、申立期間当時の事業主は既に亡くなっているほか、同僚調査におい

ても申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除についての確認はできな

かった。 

また、上記被保険者名簿に申立人の記載は無いところ、健康保険の整理番号

に欠番は無く、さらに、同名簿の記載内容に不自然な点もうかがえないほか、

申立人は、「当時会社発行の健康保険証は無く国民健康保険証を使用してい

た。」と陳述している。 

加えて、Ａ社の解散時の事業主は、「Ｄ業務という職種から、勤務形態に

よっては社会保険には加入していなかった。」旨回答している。 

また、仮に、事業主から申立人主張のとおり、昭和 35年４月に資格取得届

が提出され、保険料が控除されていた場合、その後、申立期間中２回の報酬

月額算定基礎届のほか資格喪失届及び再入社時の資格取得届並びに資格喪失

届も提出されているはずであるが、当該事業所及び社会保険事務所が手続漏

れに気付かず、記録を誤ったとは考え難い。 

さらに、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等によ



る検索を行ったが、申立期間に係る厚生年金保険被保険者としての記録は無

い。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4540 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24年６月から 26年１月まで 

私は、Ａ市Ｂ町に所在していたＣというＨ施設にＦ職見習いとして入社し、

申立期間において同事業所でＧ業務等の仕事をしていた。また、事業主は、

Ｄ市内でＥというＨ施設も経営していたことから、ＥへのＧ業務も担当して

いた。 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、申立

期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。当該事業所に勤務していたこと

は確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間においてＡ市Ｂ町に所在していたＣという個人経営のＨ

施設に勤務していたと申し立てているところ、その所在地及び仕事内容につい

ての陳述が具体的であることから、在職期間は特定できないものの、申立人が

同事業所に勤務していたことが推認できる。 

しかし、社会保険庁の記録において、Ａ市に所在していたとするＣは、厚生

年金保険の適用事業所としての記録は無く、同一事業主が経営していたとして

いるＤ市に所在するＥも同様に適用事業所としての記録は無い。 

なお、制度上、Ｈ施設は、健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所とされ

ないサービス・娯楽の業種に含まれる。 

また、上記の両事業所は既に閉鎖し、事業主及び同僚の連絡先が不明である

ことから、これらの者から申立人の両事業所における勤務実態及び保険料控除

について確認することはできなかった。 

さらに、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による

検索を行ったが、申立期間に係る厚生年金保険被保険者としての記録は無い。 



このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4541 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者としてその主張する標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことを認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61年７月１日から平成元年１月 26日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況の照会を行ったところ、Ａ社で

専務取締役として勤務していた申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が

47万円から９万 8,000円に引き下げられている。 

しかし、申立期間の給与は月額 50 万円ぐらいであり、その額に見合った

厚生年金保険料が給与から控除されていた。何の理由も無く、標準報酬月額

が下げられており、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管するＡ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保

険者名簿により、申立人の申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が昭和 61

年７月に９万 8,000円に改定されていることが確認できるが、同名簿では、申

立人の標準報酬月額が同年10月と62年10月の定時決定においても９万8,000

円で決定されているほか、社会保険事務所が同年 12月 17日に同名簿と賃金台

帳及び出勤簿との照合を行う総合調査を実施していることも確認でき、標準報

酬月額がさかのぼって訂正された形跡は無く、記載内容にも不自然な点はうか

がえない。 

また、社会保険事務所が保管する上記名簿において、同僚取締役の厚生年金

保険の標準報酬月額が昭和 59 年７月に９万 8,000 円に改定され、申立人同様

に申立期間に係る 61年 10月及び 62年 10月の定時決定においても９万 8,000

円で標準報酬月額が決定されていることが確認できる。 

さらに、申立人と上記同僚は、商業登記簿により申立期間においてＡ社の取

締役であったことが確認できるところ、当該同僚は、「標準報酬月額の記録が



低くなっているのは、会社の事情により保険料を少なくするために、そのよう

なことをしたのかも知れない。」と陳述しており、事業主が申立人を含めた取

締役２人の厚生年金保険の標準報酬月額を引き下げて社会保険事務所に届け

出たことが考えられる。 

加えて、申立期間当時、Ａ社の経理担当者であったとされる者は、「書類作

成はしていたが、すべて事業主の指示でしていたので、詳しいことは分からな

い。」と陳述しているほか、Ａ社の事業主は既に亡くなっており、申立人の申

立期間における勤務実態及び保険料控除について確認することはできなかっ

た。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4542 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

 住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和 62年２月２日から同年４月１日まで                          

私は、昭和 47年３月 30日にＡ社に入社し、子会社であるＢ社に転籍した

期間はあるものの、平成６年 12月 16日に退職するまで継続して勤務してい

た。しかし、社会保険庁のオンライン記録では昭和 62 年２月２日から同年

４月１日までが厚生年金保険の未加入期間とされており納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録によると、Ａ社で昭和 62 年２月１日に離職、Ｂ社で同年２

月２日に資格を取得と記録されていること及び同僚の陳述から判断すると、申

立期間はＢ社へ転籍し勤務していた期間に当たると認められる。 

しかしながら、社会保険庁のオンライン記録において、Ｂ社が厚生年金保険

の適用事業所となった日は昭和 62 年４月１日となっており、申立期間は適用

事業所となる前の期間に当たる上、同社は申立期間当時の関係資料を保存して

おらず、申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認する

ことができなかった。 

また、申立期間当時の同僚からは、「Ｂ社の専務取締役から、厚生年金保険

の適用事業所になるための手続が遅れるので、代わりに国民年金に加入してほ

しいとの説明があり、各自で国民年金加入手続を行った。」旨陳述が得られた。 

そこで、社会保険庁のオンライン記録において、申立期間当時、申立人と同

様にＢ社へ転籍した同僚の国民年金保険料納付記録を調査したところ、同僚５

人のうち４人は、いずれも申立期間に係る国民年金保険料を納付していること

が確認できる。 

さらに、申立人の妻の国民年金保険料納付記録をみると、申立期間前後の期

間は国民年金第３号被保険者となっているが、申立期間については第１号被保



険者として国民年金保険料を納付していることが確認できることから、申立人

は申立期間において厚生年金保険被保険者で無かったことがうかがわれる。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により厚生年金保険料を控除さ

れていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4543 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年４月から同年 12月まで 

         ② 昭和 43年９月１日から 44年７月１日まで 

         ③ 昭和 44年７月１日から同年７月 30日まで 

         ④ 昭和 47年２月１日から同年９月 30日まで 

         ⑤ 昭和 55年 12月１日から 56年４月 30日まで 

   私は、昭和 31年４月から同年 12月まで、それぞれの勤務期間は定かでな

いものの、Ａ社（現在は、Ｂ社。）及びＣ社Ｄ支社（現在は、Ｃ社Ｅ支社。）

に勤務しており、また、43年９月１日から 44年６月末まではＦ社に勤務し、

同年７月１日から１か月ぐらいはＧ社に勤務していたが、社会保険庁の記録

では、いずれの期間も厚生年金保険の未加入期間とされている。さらに、私

がＨ社で勤務していた期間のうち、47 年２月１日から同年９月末ごろまで

の期間及びＩ社で勤務していた期間のうち、55 年 12 月１日から 56 年４月

末ごろまでの期間が厚生年金保険の未加入期間とされている。 

私は、勤務中の事業所を退社して期間を空けずに転職してきたと記憶して

おり、失業保険を受給したことも無いので、申立期間①、②、③、④及び⑤

を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、雇用保険加入記録から判断すると、申立人は、申立期

間①のうち、昭和 31年８月３日から同年 12 月までの期間において、申立てに

係る事業所ではなく、Ｊ社（現在は、Ｋ社。）に在籍していたものと推察でき

る。 

また、申立人は、Ａ社での在籍期間及び同僚等の氏名を記憶しておらず、管

轄社会保険事務所が保管する同社に係る厚生年金保険被保険者名簿により申



立期間①当時の在籍が確認できる複数の同僚に照会したものの、同社での申立

人の在籍に関する陳述を得ることはできなかった上、Ｂ社は、「申立人のＡ社

での在籍状況は不明である。」と回答している。 

さらに、申立人は、Ｃ社Ｄ支社の入社時期及び当時の同僚等の氏名を記憶し

ておらず、管轄社会保険事務所が保管する同社に係る厚生年金保険被保険者名

簿により申立期間①当時の在籍が確認できる複数の同僚に照会したものの、同

社での申立人の在籍に関する陳述を得られなかった上、Ｃ社Ｅ支社は、「申立

人の在籍状況は不明である。」と回答している。 

なお、申立人が、申立期間①のうち、昭和 31 年８月３日から同年 12月まで

の期間に在籍していたと推定できるＫ社は、「Ｊ社に関する資料等は廃棄済み

であり、同社での申立期間当時の厚生年金保険被保険者資格取得の取扱状況及

び申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の控除の状況は不明である。」旨

回答している。 

また、管轄社会保険事務所が保管するＪ社に係る厚生年金保険被保険者名簿

には、申立期間①の健康保険の整理番号に欠番は無く、連続して付番されてい

ることが確認でき、同名簿の記録に不自然な点は見当たらない。 

申立期間②及び③について、雇用保険加入記録から判断すると、申立人は、

申立期間②のうち、昭和 43 年 10 月１日から 44 年７月１日までの期間及び申

立期間③において、申立てに係る事業所ではなく、Ｈ社に在籍していたものと

推察できる。 

また、Ｆ社及びＧ社は、「申立人の申立期間②及び③における在籍状況は不

明である。」旨回答している。 

さらに、申立期間②について、Ｆ社の社会保険事務担当者とされる同僚は既

に死亡している上、同社に係る厚生年金保険被保険者名簿により申立期間②当

時の在籍が確認できる複数の同僚に照会したものの、同社での申立人の申立期

間②における在籍に関する陳述は得られなかった。 

加えて、管轄社会保険事務所が保管するＦ社に係る厚生年金保険被保険者名

簿には、申立期間②の健康保険の整理番号に欠番は無く、連続して付番されて

いることが確認でき、同名簿の記録に不自然な点は見当たらない。 

また、申立期間③について、Ｇ社は、昭和 45 年１月１日に厚生年金保険の

適用事業所となっていることが、管轄社会保険事務所が保管する同社に係る厚

生年金保険被保険者名簿から確認でき、同社は、申立期間③において、適用事

業所とはなっていない。 

なお、申立人が、申立期間②のうち、昭和 43 年 10 月１日から 44 年７月１

日までの期間及び申立期間③に在籍していたと推定できるＨ社は、同年８月１

日に厚生年金保険の適用事業所となっていることが、管轄社会保険事務所が保

管する同社に係る厚生年金保険被保険者名簿から確認でき、同社は、同年８月

１日以前において、適用事業所とはなっていない。 



また、Ｈ社の元事業主は、「申立人の雇入条件は、申立人を当社に紹介した

同僚が決めており、当社の社会保険事務も当該同僚が行っていたため、当社が

適用事業所となった日以前の申立人の厚生年金保険料の控除の状況は不明で

ある。」旨回答しており、同社での社会保険事務を行っていたとする同僚は既

に死亡しているため、同社での申立人の昭和 44 年８月１日以前の期間に係る

厚生年金保険料の控除の状況に関する陳述が得られない。 

申立期間④について、Ｈ社の元事業主は、「申立人を当社に紹介して入社さ

せた同僚が、昭和 46 年 11 月 20 日にＩ社を設立したことにより当社を退職し

たので、申立人も同年末ごろに当社を退職したはずである。」と陳述している

ところ、雇用保険加入記録におけるＨ社での申立人の離職日は昭和 46 年 12

月 31日であることが確認でき、元事業主の陳述内容と符合する。 

また、Ｈ社は、昭和 47 年２月１日に厚生年金保険の適用事業所では無くな

っていることが、管轄社会保険事務所が保管する同社に係る厚生年金保険被保

険者名簿から確認でき、同社は、申立期間④において適用事業所とはなってい

ない。 

申立期間⑤について、Ｉ社は、平成 12年３月 31日に厚生年金保険の適用事

業所では無くなっており、元事業主等は既に死亡しているため、同社での申立

人の申立期間⑤における在籍状況及び厚生年金保険料の控除の状況に関する

陳述が得られない。 

また、申立人は、Ｉ社に在職中の昭和 55 年 10 月 15 日に、申立人自らを代

表取締役とするＬ社を設立していることが、同社の商業登記簿から確認できる

ところ、管轄社会保険事務所が保管するＩ社に係る厚生年金保険被保険者名簿

により同社での被保険者資格を 56 年２月１日に喪失していることが確認でき

る同僚は、「私は、申立人が同社を退社した後、申立人からＬ社の仕事を手伝

ってほしいと頼まれて、昭和 56年１月末にＩ社を退社した。」と陳述している。 

このほか、申立人が申立期間①、②、③、④及び⑤の厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4544 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年４月１日から 40年５月１日まで 

    社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務していた昭和 38 年４月１日から 40

年５月１日までの期間に係る脱退手当金が支給済みとなっている。 

    しかし、私は、脱退手当金の請求手続をしておらず、受給していないので、

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金は受給しておらず、請求した記憶も無

いとしている。 

社会保険庁の記録によれば、申立期間に係る脱退手当金は、申立人の厚生年

金保険被保険者資格の喪失日から約３年２か月後の昭和 43年７月 10日に支給

決定されており、申立人の脱退手当金裁定請求書が同年６月 24 日にＢ社会保

険事務所に提出されていることが確認できる。 

そこで、同請求書をみると、記載内容に疑義が認められないとともに、申

立人の脱退手当金は、Ｂ社会保険事務所の窓口で現金払いされていることが確

認でき、昭和 43年７月 10日付けの領収書が添付されているほか、申立人の脱

退手当金支給額に計算上の誤りは無いなど、受付から支給決定されるまでの事

務処理についても不自然さはうかがえない。 

また、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金

の支給を意味する「脱」の表示が記されている上、申立人から聴取しても受給

した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせ

る事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4545 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年９月１日から 33年４月 26日まで 

    社会保険庁の記録では、Ａ社（現在は、Ｂ社。）に勤務していた昭和 27

年９月１日から 33 年４月 26 日までの期間に係る脱退手当金が支給済みと

なっている。 

    しかし、私は、脱退手当金を受給しておらず、請求した記憶も無いので、

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金は受給しておらず、請求した記憶も無

いとしている。 

社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は、Ａ社での厚生年金保険

被保険者資格の喪失日から約４か月後の昭和 33 年９月９日に支給決定されて

いることが確認できる。 

そこで、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）をみると、脱退手当

金の算定のために必要となる被保険者期間及び標準報酬月額の合計額の記載

が確認できる上、脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務

処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、「脱手 33.８.15」との記載

が確認できるところ、脱退手当金が昭和 33 年９月９日に支給決定されている

ことを踏まえると、同表示は、同年８月 15 日を意味するものと考えられ、脱

退手当金の請求に係る事務処理の際に記載されたとするのが相当である。 

さらに、申立人の脱退手当金が支給決定された時期は、通算年金制度創設前

であり、20年以上の厚生年金保険被保険者期間が無ければ年金は受給できなか

ったことから、申立期間の事業所を退職後、昭和 43 年１月まで厚生年金保険



の加入歴が無い申立人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえな

い上、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受

給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4546 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 29年２月 18日から 32年１月 21日まで 

             ② 昭和 32年４月 20日から 33年３月８日まで 

    社会保険庁の記録では、Ａ社及びＢ社に勤務していた期間に係る脱退手当

金が支給済みとなっている。 

しかし、私は、脱退手当金の請求手続をしたことは無く、受給していな

いので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金は受給しておらず、請求した記憶も無

いとしている。 

   社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は、Ｂ社での厚生年金保険

被保険者資格の喪失日から約６か月後の昭和 33 年９月８日に支給決定されて

いることが確認できる。 

そこで、管轄社会保険事務所が保管するＢ社に係る厚生年金保険被保険者名

簿を見ると、申立人の欄には脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記さ

れていることが確認できる上、Ｂ社及びＡ社における申立人の被保険者期間は

同一の厚生年金保険被保険者台帳記号番号で管理されており、両社での被保険

者期間を支給期間とした脱退手当金の支給金額に計算上の誤りは無いなど、一

連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4547 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21年 11月ごろから 25 年６月ごろまで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ事

業所で勤務していた申立期間の加入記録が無い旨の回答を受けた。厚生年金

保険に加入していたはずなので、申立期間について厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ事業所で勤務し、厚生年金保険に加入していたと主

張している。 

しかし、申立人が申立期間当時勤務していたとするＡ事業所は、社会保険事

務所において、厚生年金保険の適用事業所としての記録は無く、また、同事業

所の所在地を管轄する法務局に商業登記の記録も無い。 

さらに、申立人は、Ａ事業所の代表者の氏名を記憶していたが、その連絡先

は不明であるため、その者から申立人の同事業所における勤務の状況及び厚生

年金保険料の控除について確認することができない。 

加えて、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につい

ては、申立人に明確な記憶が無く、これを確認できる関連資料及び周辺事情は

無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4548 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年６月１日から 55年４月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

にて勤務した昭和 41 年６月１日から 58 年３月 24 日までの期間のうち、53

年 10 月１日における厚生年金保険の標準報酬月額が３万 3,000 円なのに対

し、55年４月１日における標準報酬月額が 30万円になっている。当時の初

任給は５万円であり、毎年１万円から２万円の昇給があった。どう考えても

不自然であるので、調査の上、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の記録から、昭和 48年 10月時点でＡ社に在籍していた全従

業員３人のうち２人の標準報酬月額は同年 10 月から４万 8,000 円、申立人は

３万 3,000 円となっており、この金額は 55年３月まで変更が無いことが確認

できる。 

また、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿には、上記の期間における申立

人以外の二人の従業員の標準報酬月額欄に「48」と記載されているが、昭和

53 年 10 月における標準報酬月額の最高等級は第 36 等級（32 万円）であるこ

とから、この数字は等級で無いことが確認できる。 

さらに、Ａ社の閉鎖登記簿から、昭和 54 年 12 月 28 日に事業主が変更した

ことが確認できるが、その後、新たな事業主を含め、55年４月 22日に申立人

を含む上記３人の大幅な月額変更届(随時改定)が提出されている。 

以上の事情から、事業主は、申立期間当時、社会保険事務所に届けられて

いた標準報酬月額に基づいた厚生年金保険料を控除しており、昭和 54 年 12

月の事業主の変更により、新たな事業主が 55 年１月から同年３月までの給与



支給額に基づく標準報酬月額の変更届を同年４月に行ったものと推察できる。 

加えて、申立人のみ、上記のような同僚の取扱いと異なる手続が行われてい

たとは考えられず、このほか、申立期間において、申立てに係る標準報酬月額

に見合う厚生年金保険料を控除されていたことを確認できる資料は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。



大阪厚生年金 事案 4549 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 58年８月１日から平成９年３月１日まで 

    私は、昭和 58 年８月にＡ社に入社し、平成９年２月に退社するまで勤務

し、給与は手渡しと振込みの両方で、月に２回に分けて計 48 万円から 50

万円支給されていた。しかし、社会保険庁の記録では、標準報酬月額が実際

に受け取っていた額と比べて低くなっている。申立期間の標準報酬月額を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間における標準報酬月額の相違について主張しているもの

の、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行わ

れるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立

人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これ

らの標準報酬月額のいずれか低い額を認定することとなる。    

申立人は、申立期間の標準報酬月額について、実際の給与支給額と比べて低

いと申し立てているところ、申立人から提出された源泉徴収票等の資料から確

認される社会保険料控除額は、Ａ社から社会保険事務所へ届け出された標準報

酬額から算出される社会保険料控除額と概
おおむ

ね同額であることが確認できる。 

また、Ａ社における公休日勤務における給与に関して、複数の同僚は、｢公

休日勤務に対する給与から保険料は控除されていなかった。｣と陳述しており、

同社総務部も、｢公休日勤務に対する給与からは、保険料を控除していない。｣

と回答している。 

以上の事情から、Ａ社は、申立期間における申立人の給与について、社会



保険事務所の記録どおりの標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を控除して

いたものと認められる。 

このほか、申立人が申立期間において、その主張する標準報酬月額に相当

する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事情等は見当た

らない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間について、

厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4550 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ① 昭和 30年ごろから 31年ごろまで 

② 昭和 33年ごろから 35年ごろまで 

③ 昭和 35年ごろから 37年ごろまで 

    私は、就職のため、Ａ県から友人と共にＢ県Ｃ市に来て、昭和 30 年ごろ

から 31 年ごろにかけて｢Ｄ｣という名の事業所に住み込みで勤務し(申立期

間①)、その後、33 年ごろから 37 年ごろにかけて知人の紹介により、｢Ｅ｣

という名の事業所(申立期間②)及び｢Ｆ｣という名の事業所に勤務(申立期間

③)した。 

しかし、社会保険庁の記録では、申立期間における厚生年金保険の加入記

録が無い。当時、私は、複数の氏名を用いてこれらの事業所に勤めていたが、

勤務していたことは間違いないので、申立期間を厚生年金の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立人は、「Ｄ」と名の付く事業所で昭和 30年ごろ

から約１年間勤務したと申し立てている。 

しかし、申立人が地図に記した所在地を基に、Ｇ組合が特定したＤ事業所（Ｃ

市内で唯一、｢Ｄ｣と名の付く厚生年金保険の適用事業所。）を調査したところ、

社会保険事務所が保管する同事業所の厚生年金保険被保険者名簿には、申立人

の氏名及び申立人が称していたとする複数の氏名は確認できない。 

また、申立期間当時のＤ事業所の事業主は既に死亡しており、同事業所は、

昭和 34年 11月に厚生年金保険の適用事業所で無くなっていることから、申立

人の同事業所における勤務状況及び保険料控除について確認することができ

ない。 



さらに、申立人は、申立期間①に勤務したとする事業所における同僚の名前

を記憶しておらず、Ｄ事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間

当時に被保険者記録が確認できる複数の従業員に対して文書照会を行ったも

のの、申立人の氏名及び申立人が称していたとする複数の氏名を記憶している

者はいなかった。 

加えて、Ｄ事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿で、申立期間①における

健康保険の整理番号に欠落は見られない。 

申立期間②については、申立人は、昭和 33 年ごろから約２年間「Ｅ」と名

の付く事業所で勤務したと申し立てている。 

しかし、申立人が地図に記した所在地を基に、Ｇ組合が特定したＥ事業所（厚

生年金保険の適用事業所。）を調査したところ、社会保険事務所が保管する同

事業所の厚生年金保険被保険者名簿には、申立人の氏名及び申立人が称してい

たとする複数の氏名は確認できない。 

また、Ｅ事業所に係る厚生年金被保険者名簿から、申立人が記憶する事業主

の親族と類似の氏名の従業員を確認できるが、申立期間当時の事業主及び当該

従業員は、いずれも申立人の氏名及び申立人が称していたとする複数の氏名を

「知らない。」と回答しており、同事業所は、昭和 47年４月に厚生年金保険の

適用事業所で無くなっていることから、申立人の同事業所における勤務状況及

び保険料控除について確認することができない。 

さらに、申立人は、申立期間②に勤務したとする事業所における同僚の名前

を記憶しておらず、Ｅ事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間

当時に被保険者記録が確認できる複数の従業員に対して文書照会を行ったも

のの、申立人の氏名及び申立人が称していたとする複数の氏名を記憶している

者はいなかった。 

加えて、Ｅ事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿で、申立期間②における

健康保険の整理番号に欠落は見られない。 

申立期間③については、申立人は、昭和 35 年ごろから約２年間「Ｆ」と名

の付く事業所で勤務していたと申し立てている。 

しかし、申立人が地図に記した所在地を基に、Ｇ組合が特定したＦ社(厚生

年金保険の適用事業所)を調査したところ、社会保険事務所が保管する同社に

係る厚生年金保険被保険者名簿から、申立人の氏名及び申立人が称していたと

する複数の氏名は確認できない。 

また、申立期間当時のＦ社の事業主は既に死亡しており、同事業所は、昭和

46年 10月に厚生年金保険の適用事業所で無くなっていることから、申立人の

同社における勤務状況及び保険料控除について確認することができない。 

さらに、申立人は、申立期間③に勤務したとする事業所における同僚の名前

を記憶しておらず、Ｆ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間当時

に被保険者記録が確認できる複数の従業員に対して文書照会を行ったものの、



申立人の氏名及び申立人が称していたとする複数の氏名を記憶している者は

いない上、一人の従業員が所持していた申立期間当時の同社における行事写真

（慰安旅行、運動会等）計８枚を申立人に提示してところ、申立人は、「記憶

している同僚、事業主等はいない。」と陳述している。 

加えて、Ｆ社に係る厚生年金保険被保険者名簿で、申立期間③における健康

保険の整理番号に欠落は見られない。 

このほか、申立人が申立期間①、②及び③において事業主により給与から厚

生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、②及び③に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 


